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は じ め に 

 

 

この手引は、建設業の許可を受けようとする方及び変更届を提出する方のために、建設

業法に基づく許可の基準や申請の手続などを簡明にまとめたものです。法律の趣旨を十分

御理解の上、この手引を参考に手続を行ってください。 

なお、申請用紙の記入漏れや添付書類に不備があった場合、提出書類を受付できないこ

とがあります。受付した場合でも、取下げや却下処分を行わなくてはならないことがあり

ます（登録免許税を除き、手数料は返却できません。）。 

 

 

 

 

 

 

手続きは、建設業法、その他関係法令及び「建設業許可事務ガイドライン」に則り進め

られております。また、事業管理課ホームページに掲載されている、「建設業許可Ｑ＆

Ａ」も併せて御参照ください。 

なお、この手引きに記載のない書類の提出を求めることがありますので、御了承くださ

い。 

 

 

◎お願い 

 土木事務所から返還された申請書（届出書）の控えは、今後の許可申請等で必要になる

場合がありますので、確認書類を含めて大切に保管してください。 

 

 

 

 

 

◎必ず確認してください！ 

許可申請書や添付資料に虚偽の記載をする等、「不正の手段」により建設業許可を受け

たり、変更の届出を行ったりした場合は、許可の取消しなどの監督処分（建設業法第２９

条）や、懲役又は罰金の罰則（建設業法第５０条）の対象となりますので、注意してくだ

さい。 

申請手続の代理については、法律で行政書士に限られています。これら以外の方が、業

としてこれを行うことはできません。（代理人の方が提出する際は、必ず委任状の添付を

お願いします。） 
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第一編 建設業許可について 

１ 建設業の許可と種類 

（１）建設業とは－法第２条－ 

   建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う

ことをいい、（３）に掲げるとおり２９業種に分かれています。 

   なお、ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の

結果に対して報酬を与えることをいいます。したがって、雇用、委任、建売住宅の売買などと基本的

に異なる考え方をとっていますのでご注意ください。 

  

（２）許可を必要とする者－法第３条－ 

   建設業を営もうとする者は、下記に掲げる軽微な工事を除いて、２９種の建設業の種類（業種）ご

とに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。 

 

許可を受けなくてもできる工事（軽微な工事） 

建築一式工事で

右のいずれかに

該当するもの 

（１）１件の請負代金が1,500 万円未満の工事（消費税を含んだ金額） 

（２）請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事 

（主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供すること。） 

建築一式工事以

外の建設工事 

１件の請負代金が500万円未満の工事（消費税を含んだ金額） 

 

（３）建設工事と建設業の種類 

略

号 

建設工事の 

種 類 

建 設 業 の 

種 類 

内 容 例 示 

土 土 木 一 式 

工 事 

土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもと

に土木工作物を建設する工事（補

修、改造又は解体する工事を含

む。以下同じ。） 

トンネル工事、橋梁工事、ダム工

事、護岸工事などを一式として請

負うもの。そのうちの一部のみの

請負は、それぞれの該当する工事

になる。 

建 建 築 一 式 

工 事 

建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもと

に建築物を建設する工事 

建物の新築工事、増改築工事、建

物の総合的な改修工事等、一式工

事として請負うもの。（建築確認

を必要とするもの。） 

大 大 工 工 事 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工

作物を築造し、又は工作物に木製

設備を取付ける工事 

大工工事、型枠工事、造作工事 

左 左 官 工 事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、

プラスター、繊維等をこて塗り、

吹付け、又ははり付ける工事 

左官工事、モルタル工事、モルタ

ル防水工事、吹付け工事、とぎ出

し工事、洗い出し工事 
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略

号 

建設工事の

種 類 

建 設 業 の 

種 類 

内容 例示 

と とび・土工・

コンクリー

ト 工 事 

とび・土工

工 事 業 

イ 足場の組立て、機械器具・建

設資材等の重量物の運搬配置、

鉄骨等の組立て等を行う工事 

ロ くい打ち、くい抜き及び場所

打ぐいを行う工事 

ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固

め等を行う工事 

ニ コンクリートにより工作物

を築造する工事 

ホ その他基礎的ないしは準備

的工事 

イ とび工事、ひき工事、足場等

仮設工事、重量物のクレーン等

による揚重運搬配置工事、鉄骨

組立て工事、コンクリートブロ

ック据付け工事 

ロ くい工事、くい打ち工事、く

い抜き工事、場所打ぐい工事 

ハ 土工事、掘削工事、根切り工

事、発破工事、盛土工事 

ニ コンクリート工事、コンクリ

ート打設工事、コンクリート圧

送工事、プレストレストコンク

リート工事 

ホ 地すべり防止工事、地盤改良

工事、ボーリンググラウト工

事、土留め工事、仮締切り工事、

吹付け工事、法面保護工事、道

路付属物設置工事、屋外広告物

設置工事、捨石工事、外構工事、

はつり工事、切断穿孔工事、ア

ンカー工事、あと施工アンカー

工事、潜水工事 

石 石 工 事 石 工 事 業 石材（石材に類似のコンクリート

ブロック及び擬石を含む。）の加

工又は積方により工作物を築造

し、又は工作物に石材を取付ける

工事 

 

石積み（張り）工事、コンクリー

トブロック積み（張り）工事 

屋 屋 根 工 事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により

屋根をふく工事 

屋根ふき工事 

電 電 気 工 事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、

構内電気設備等を設置する工事 

発電設備工事、送配電線工事、引

込線工事、変電設備工事、構内電

気設備（非常用電気設備を含む。）

工事、照明設備工事、電車線工事、

信号設備工事、ネオン装置工事 



- 3 - 
 

略

号 

建設工事の

種 類 

建 設 業 の 

種 類 

内容 例示 

管 管 工 事 管 工 事 業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生

等のための設備を設置し、又は金

属製等の管を使用して水、油、ガ

ス、水蒸気等を送配するための設

備を設置する工事 

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工

事、空気調和設備工事、給排水・

給湯設備工事、厨房設備工事、衛

生設備工事、浄化槽工事、水洗便

所設備工事、ガス管配管工事、ダ

クト工事、管内更生工事 

タ タイル・れ

んが・ブロ

ッ ク 工 事 

タイル・れ

んが・ブロ

ック工事業 

れんが、コンクリートブロック等

により工作物を築造し、又は工作

物にれんが、コンクリートブロッ

ク、タイル等を取付け、又ははり

付ける工事 

コンクリートブロック積み（張

り）工事、れんが積み（張り）工

事、タイル張り工事、築炉工事、

スレート張り工事、サイディング

工事 

鋼 鋼 構 造 物 

工 事 

鋼 構 造 物 

工 事 業 

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組

立てにより工作物を築造する工

事 

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、

石油・ガス等の貯蔵用タンク設置

工事、屋外広告工事、閘門・水門

等の門扉設置工事 

筋 鉄 筋 工 事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、

又は組立てる工事 

鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工

事 

舗 舗 装 工 事 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、

コンクリート、砂、砂利、砕石等

により舗装する工事 

アスファルト舗装工事、コンクリ

ート舗装工事、ブロック舗装工

事、路盤築造工事 

し

ゅ 

しゅんせつ

工 事 

しゅんせつ

工 事 業 

河川、港湾等の水底をしゅんせつ

する工事 

 

しゅんせつ工事 

板 板 金 工 事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に

取付け、又は工作物に金属製等の

付属物を取付ける工事 

板金加工取付け工事、建築板金工

事 

ガ ガラス工事 ガ ラ ス 

工 事 業 

工作物にガラスを加工して取付

ける工事 

ガラス加工取付け工事、ガラスフ

ィルム工事 

塗 塗 装 工 事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、

塗付け、又ははり付ける工事 

塗装工事、溶射工事、ライニング

工事、布張り仕上工事、鋼構造物

塗装工事、路面標示工事 

防 防 水 工 事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリ

ング材等によって防水を行う工

事 

アスファルト防水工事、モルタル

防水工事、シーリング工事、塗膜

防水工事、シート防水工事、注入

防水工事 
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略

号 

建設工事の

種 類 

建 設 業 の 

種 類 

内容 例示 

内 内 装 仕 上 

工 事 

内 装 仕 上 

工 事 業 

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、

たたみ、ビニール床タイル、カー

ペット、ふすま等を用いて建築物

の内装仕上げを行う工事 

インテリア工事、天井仕上工事、

壁張り工事、内装間仕切り工事、

床仕上工事、たたみ工事、ふすま

工事、家具工事、防音工事 

機 機 械 器 具 

設 置 工 事 

機 械 器 具 

設置工事業 

機械器具の組立て等により工作

物を建設し、又は工作物に機械器

具を取付ける工事 

プラント設備工事、運搬機器設置

工事、内燃力発電設備工事、集塵

機器設置工事、給排気機器設置工

事、揚排水機器設置工事、ダム用

仮設備工事、遊技施設設置工事、

舞台装置設置工事、サイロ設置工

事、立体駐車設備工事 

絶 熱絶縁工事 熱 絶 縁 

工 事 業 

工作物又は工作物の設備を熱絶

縁する工事 

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力

設備又は燃料工業、化学工業等の

設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付

け断熱工事 

通 電 気 通 信 

工 事 

電 気 通 信 

工 事 業 

有線電気通信設備、無線電気通信

設備、放送機械設備、データ通信

設備等の電気通信設備を設置す

る工事 

有線電気通信設備工事、無線電気

通信設備工事、データ通信設備工

事、情報処理設備工事、情報収集

設備工事、情報表示設備工事、放

送機械設備工事、ＴＶ電波障害防

除設備工事 

園 造 園 工 事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付

け等により庭園、公園、緑地等の

苑地を築造する工事 

植栽工事、地被工事、景石工事、

地ごしらえ工事、公園設備工事、

広場工事、園路工事、水景工事、

屋上等緑化工事、緑地育成工事 

井 さく井工事 さ く 井 

工 事 業 

さく井機械等を用いてさく孔、さ

く井を行う工事又はこれらの工

事に伴う揚水設備設置等を行う

工事 

さく井工事、観測井工事、還元井

工事、温泉掘削工事、井戸構造工

事、さく孔工事、石油掘削工事、

天然ガス掘削工事、揚水設備工事 

具 建 具 工 事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具

等を取付ける工事 

金属製建具取付け工事、サッシ取

付け工事、金属製カーテンウォー

ル取付け工事、シャッター取付け

工事、自動ドアー取付け工事、木

製建具取付け工事、ふすま工事 
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略

号 

建設工事の

種 類 

建 設 業 の 

種 類 

内容 例示 

水 水 道 施 設 

工 事 

水 道 施 設 

工 事 業 

上水道、工業用水道等のための取

水、浄水、配水等の施設を築造す

る工事又は公共下水道若しくは

流域下水道の処理設備を設置す

る工事 

取水施設工事、浄水施設工事、配

水施設工事、下水処理設備工事 

消 消 防 施 設 

工 事 

消 防 施 設 

工 事 業 

火災警報設備、消火設備、避難設

備若しくは消火活動に必要な設

備を設置し、又は工作物に取付け

る工事 

屋内消火栓設置工事、スプリンク

ラー設置工事、水噴霧、泡、不燃

性ガス、蒸発性液体又は粉末によ

る消火設備工事、屋外消火栓設置

工事、動力消防ポンプ設置工事、

火災報知設備工事、漏電火災警報

器設置工事、非常警報設備工事、

金属製避難はしご、救助袋、緩降

機、避難橋又は排煙設備の設置工

事 

清 清 掃 施 設 

工 事 

清 掃 施 設 

工 事 業 

し尿処理施設又はごみ処理施設

を設置する工事 

ごみ処理施設工事、し尿処理施設

工事 

解 解 体 工 事 解体工事業 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事 
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〔補足〕 建設工事区分の考え方 

各業種間における類似した建設工事の区分については、下記の内容を参考としてください。 

 

１ 土木一式工事 

（１）「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレスト

コンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。 

（２）上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の

区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』

であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』

であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が

『水道施設工事』である。 

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』

に該当する。 

 

２ 建築一式工事 

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく建築物の躯体の一部の 

工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。 

 

  ※一式工事とは・・・ 

   工作物の建設を一体的に請負い、総合的な企画、指導、調整を行う工事を指します。そのため、土

木一式工事、建築一式工事に該当するのは原則として元請で請負う工事に限られます。 

  なお、土木一式工事、建築一式工事は必ずしも２以上の専門工事が組合わせであることが要件では

なく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます。 

 

３ 左官工事 

（１）防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。 

（２）ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれ

ているものである。 

（３）『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『と

び・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付

け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。 

 

４ とび・土工・コンクリート工事 

（１）『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』

及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」間の区

分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模

の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の

設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」であ
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る。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は雍壁としてコンクリートブロッ

クを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」

である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』

における「コンクリートブロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場

合を含む。 

 

（２）『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工

事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』

における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・

土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。 

 

（３）「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレスト

コンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。 

（４）「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称し

たものである。 

（５） 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種

子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、

建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。 

（６）「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。 

（７）「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。 

（８）『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋

外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う

のが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリ

ート工事』における「屋外広告物設置工事」である。 

（９）トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』

に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。 

 

５ 石工事 

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』

及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」間の区

分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模

の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の

設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」であ

る。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロッ

クを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」

である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』

における「コンクリートブロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場

合を含む。 
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６ 屋根工事 

（１）「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、

これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。

したがって「板金屋根工事」も『板金工事』でなく『屋根工事』に該当する。 

（２）「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型

である。 

（３）屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電

気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。 

 

７ 電気工事 

（１）屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電

気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。 

（２）『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の

種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもある

が、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、こ

れらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当

する。 

 

８ 管工事 

（１）「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類

の漏洩を防止する工事が含まれる。 

（２）し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の

区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし尿を処理する施設の建設

工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設

の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿

を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。 

（３）『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の

種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもある

が、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、こ

れらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当

する。 

（４）建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の

給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。 

（５）上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の

区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』

であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』

であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が
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『水道施設工事』である。 

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』

に該当する。 

（６）公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施

設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分

する。 

 

９ タイル・れんが・ブロック工事 

（１）「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根を

ふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。 

（２）「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽

量気ほうコンクリートパネルも含まれる。 

（３）『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』

及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」間の区

分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模

の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の

設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」であ

る。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロッ

クを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」

である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』

における「コンクリートブロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場

合を含む。 

 

１０ 鋼構造物工事 

（１）『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工

事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』

における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・

土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。 

（２）ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一

部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。 

（３）『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋

外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う

のが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリ

ート工事』における「屋外広告物設置工事」である。 

 

１１ 鉄筋工事 

『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」

は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手にはガス
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圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。 

 

１２ 舗装工事 

（１）舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗

装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。 

（２）人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工

事』に該当する。 

 

１３ 板金工事 

（１）「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外

壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。 

（２）「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、

これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。

したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。 

 

１４ 塗装工事 

  「下地調整工事」及び「ブラスト工事」については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然

に含まれているものである。 

 

１５ 防水工事 

（１）『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木

系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。 

（２）防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。 

 

１６ 内装仕上工事 

（１）「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付け

る工事をいう。 

（２）「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とす

るような工事は含まれない。 

（３）「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事

をいう。 

 

１７ 機械器具設置工事 

（１）『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の

種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』、等と重複するものもある

が、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、こ

れらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当

する。 
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（２）「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。 

（３）「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であ

り、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』

に該当する。 

（４）公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施

設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分

すべきものである。 

 

１８ 電気通信工事 

（１）「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる。 

（２）既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。 

   なお、保守（電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理

をいう。）に関する役務の提供等の業務は『電気通信工事』に該当しない。 

（３）『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の

種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもある

が、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、こ

れらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当

する。 

 

１９ 造園工事 

（１）「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。 

（２）「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」 

とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。 

（３）「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施 

設等の建設工事が含まれる。 

（４）「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。 

（５）「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設 

置等を伴って行う工事である。 

 

２０ 水道施設工事 

（１）上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の

区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』

であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』

であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が

『水道施設工事』である。 

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』

に該当する。 

（２）し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の
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区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし尿を処理する施設の建設

工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設

の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿

を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。 

 

２１ 消防施設工事 

（１）「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定さ

れた避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事

は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物

工事』に該当する。 

（２）『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具

の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものも

あるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものと

し、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』

に該当する。 

 

２２ 清掃施設工事 

（１）公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止

施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に

区分すべきものである。 

（２）し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間

の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし尿を処理する施設の

建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理す

る施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集さ

れたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。 

 

２３ 解体工事 

   それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に

該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木

一式工事や建築一式工事に該当する。 
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＜参考＞ 

 次のものは建設工事に含まれないので、注意してください。 

・ 産業廃棄物等の収集、運搬業務     ・ 建設機械リース（オペレーターが付かない） 

・ 樹木の剪定、除草、抜根、伐採     ・ 除雪  

・ 道路維持管理業務委託         ・ 測量、設計、地質調査  

・ ビル清掃などの清掃業務        ・ 電気設備・消防施設・機械設備の保守点検業務 

・ 自社施工               ・ 消耗部品の交換 

・ 船舶や航空機など、土地に定着しない動産の築造、設備機器取付 

・ 工事現場で作業に従事する人員の供出（いわゆる人工出し、常傭契約、応援） 

 なお、判断に迷う場合には、各土木事務所総務班（建設業担当）又は事業管理課建設業振興・指導班に

ご相談ください。 

 

（４）附帯工事－法第４条－ 

   建設業者が許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の

種類の建設工事（以下「附帯工事」という。）であれば、一体として請け負うことができます。（附帯

工事自体が独立の使用目的に供されるものではありません。） 

   しかし、附帯工事であって500万円以上のものを実際に施工する場合には、その工事業の許可を受

けた建設業者に下請負に出すか、自分で自ら施工するなら、その業種の許可を受けるために必要な技

術者を自ら置いた場合だけ施工できることになります。 
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２ 許可の種類－法第３条－ 

（１）知事許可と大臣許可 

   建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。 

  イ 知事許可 

    １つの都道府県内にだけ営業所を持ち、営業する場合は知事許可を受けます。 

  ロ 国土交通大臣許可 

    ２つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業する場合は国土交通大臣許可を受けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）許可の区分（一般建設業と特定建設業） 

   建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。（同一の建設業者が、同一業種につ

いて一般と特定の両方の許可を受けることはできません。） 

 

元 請 

工事の一部を下請に出す場合で、その

契約金額（複数の下請業者に出す場合

はその合計額）が5,000万円（建築一

式は8,000 万円）以上になる場合 

１ 左記の金額が 5,000 万円（建築

一式は8,000万円）未満 

２ 工事の全てを自分（自社）で施工 

 

 

 

   この特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられているもので、法令上特別の義務

が課せられます。また、特定建設業の許可を取得する場合、営業所には特定営業所技術者を置く必要

があります（営業所技術者等については18ｐを参照）。 

  

 

 

 

 

 

発 注 者 

特 定 建 設 業 一 般 建 設 業 

（注）営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次

の要件を備えているものをいいます。 

  ① 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。 

  ② 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられて

いること。 

  ③ 建設業の経営経験を有する役員等（建設業法施行規則第７条第１号の要件を満たす者）又

は建設業法施行令第３条の使用人（①に関する権限を付与された者）が常勤していること。 

  ④ 営業所技術者等が常勤していること。 

【注８】〔指定建設業について〕 

    次の７業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」と定められてい

るため、特定建設業の許可を受けようとする者の特定営業所技術者は、一級の国家資格

者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。 

    土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業及び造

園工事業 
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３ 許可の有効期間－法第３条－ 

  許可の有効期間は、許可のあった日から５年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。許

可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。 

  したがって、引き続き当該許可に係る建設業者として営業する場合には、期限が満了する日の３０日

前までに、許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。手続

きを怠れば期間満了とともにその効力を失い、当該許可に係る建設業者として営業することができなく

なります。 

  なお、許可の更新の手続きを行えば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまで

は、従前の許可が有効です。 

 

４ 許可の基準（許可を受けるための資格要件）－法第７・８・15条－ 

許可を受けるためには、次の５つの項目の資格要件を備えていることが必要です。 

１ 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること。（法第７条第１号（一般

建設業）、第１５条第１号（特定建設業）） 

（１）経営業務の管理責任者（体制）として国土交通省令（建設業法施行規則（以下「規則」という。））

で定める基準に適合する者であること。（規則第７条第１号【一般建設業・特定建設業共通】） 

イ 経営業務の管理責任者 

常勤役員等のうち１人が①～③のいずれかに該当する者であること。 

「常勤役員等」とは 

法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの 

個人である場合にはその者又はその支配人 

「役員」とは 

業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者。 

① 建設業に関し５年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 

「経営業務の管理責任者」とは 

業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事

業主又は支配人その他支店長、営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経

営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者 

② 建設業に関し５年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者（経営業務を執行する権

限の委任を受けた者に限る。）として経営業務を管理した経験を有する者 

「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」とは 

  業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事

業主又は支配人その他支店長、営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制

上の地位にある者 

「経営業務を執行する権限の委任を受けた者」とは 

取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委

譲を受ける者として専任された者（例：執行役員） 



- 16 - 
 

③ 建設業に関し６年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責

任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 

「経営業務の管理責任者を補佐する業務」とは 

建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業

者との契約の締結等の経営業務全般 

ロ 経営業務の管理責任体制 

①及び②の要件全てに該当すること。 

① 常勤役員等のうち１人が次のいずれかに該当する者であること 

１ 建設業に関し、２年以上役員等としての経験を有し、かつ、５年以上役員等又は役員等に

次ぐ職制上の地位にある者（財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。）

としての経験を有する者 

「財務管理の業務経験」とは 

建設工事を施工するに当たって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への

代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験 

「労務管理の業務経験」とは 

社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続を行う部署におけるこれらの業務

経験 

「業務運営の業務経験」とは 

会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験 

２ ５年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、２年以上役員等としての経験

を有する者 

② ①の常勤役員等を直接に補佐する者が、それぞれ次の業務経験を５年以上有する者であるこ

と。（ただし、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする「建

設業を営む者」にあっては当該「建設業を営む者」における建設業の業務経験に限る。） 

１ 財務管理の業務経験 

２ 労務管理の業務経験 

３ 業務運営の業務経験 

※ 常勤役員等を直接に補佐する者が、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数の業務経

験を有する者であるときは、その１人の者が当該業務経験に係る常勤役員等を直接に補佐す

る者を兼ねることができる。また、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する

地位での経験については、それぞれの業務経験としてその期間を計算することができる。 

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの 
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【経営業務の管理責任者（体制）の基準一覧】 

経験期間

の地位 

建設業に関する

経営業務の管理

責任者 

建設業に関する経営業務の管理責

任者に準ずる地位 

建設業に関する

役員又は役員等

に次ぐ職制上の

地位 

役員等（建設業

以外の職種を含

む） 

経験の内

容 

経営業務の管理

責任者としての

経験 

経営業務を執行

する権限の委任

を受けた者とし

て経営業務を管

理した経験 

経営業務の管理

責任者を補佐す

る業務に従事し

た経験 

役員等に次ぐ職制上の地位の場合

は財務管理・労務管理・業務運営

のいずれかの経験に限る） 

経験年数 ５年以上 ６年以上 

５年以上 

（建設業に関する役員等の経験２

年以上含む） 

常勤役員

等を直接

補佐する

者 

   

建設業の財務管理・労務管理・業

務運営についてそれぞれ業務経験

５年以上の者 

（１人の者が複数の経験を兼ねる

ことが可能） 

根拠法令

（規則） 

第７条第１号イ

（１） 

第７条第１号イ

（２） 

第７条第１号イ

（３） 

第７条第１号ロ

（１） 

第７条第１号ロ

（２） 

 

（２）社会保険加入事業所として、次のいずれにも該当する者であること。（規則第７条第２号）【一般

建設業・特定建設業共通】 

イ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第３条第３項に規定する適用事業所に該当する全ての

営業所に関し、健康保険法施行規則（大正１５年内務省令第３６号）第１９条第１項の規定によ

る届書を提出した者であること。 

ロ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第６条第１項に規定する適用事業所に該当する

全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則（昭和２９年厚生省令第３７号）第１３条第１項

の規定による届書を提出した者であること。 

ハ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第５条第１項に規定する適用事業の事業所に該当す

る全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１４１条第１項の

規定による届書を提出した者であること。 
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２ 営業所ごとに営業所技術者等を置いていること。（法第７条第２号（一般建設業）、法第１５条第２

号（特定建設業）） 

「営業所技術者等」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいう。 

２以上の業種の許可を申請する場合、同表の各基準を満たしている者は、同一営業所内において、

それぞれの業種の「営業所技術者等」を兼ねることができる。 

営業所技術者等は、建設業の他社の技術者、管理建築士及び宅地建物取引主任者等他の法令により

専任性を要するとされる者と兼ねることはできない。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、

兼ねることができる。 

許可を受けることができる建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、またその業種により

必要となる技術資格要件の内容が異なる。また、特定建設業の許可を取得した建設業者の営業所に置

かれる営業所技術者は、「特定営業所技術者」と呼ばれる。営業所技術者等となり得る技術資格要件は

以下のとおりである。 

一般建設業の営業所技術者となり得る 

技術資格要件（次の①～③のいずれか） 

特定建設業の特定営業所技術者となり得る 

技術資格要件（次の①～③のいずれか） 

① 一定の国家資格等【注１】を有する者 

 

② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に

関して、下記のいずれかの実務経験【注２】を有

する者 

 ・大学又は高等専門学校の指定学科【注３】を卒

業した後３年以上の実務経験を有する者 

 ・高等学校又は中等教育学校の指定学科【注３】 

  を卒業した後５年以上の実務経験を有する者 

 ・専修学校の専門士又は高度専門士を称するもの

で指定学科【注３】を卒業した後３年以上の実

務経験を有する者  

 ・専修学校の指定学科【注３】を卒業した後５年

以上の実務経験を有する者  

 ・一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後

３年以上の実務経験を有する者 

  ただし、指定建設業【注８】及び電気通信工事業

は除く。 

 ・二級の第一次検定又は第二次検定に合格した後

５年以上の実務経験を有する者 

  ただし、指定建設業【注８】及び電気通信工事業

は除く。 

 ・１０年以上の実務経験を有する者 

 ・複数業種について一定期間以上の実務経験を有

する者【注４】 

 

① 一定の国家資格等【注１】を有する者 

 

② 一般建設業の営業所技術者となり得る技術資

格要件を有し、かつ、許可を受けようとする

建設業に係る建設工事に関して、発注者から

直接請け負い、その請負代金の額が４，５０

０万円以上【注６】であるものについて２年

以上の指導監督的な実務の経験【注７】を有

する者 

ただし、指定建設業【注８】は除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ その他  

 ・海外での工事実務経験を有する者で、当該

経験の内容につき国土交通大臣の個別審査
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③ その他  

 ・海外での工事実務経験を有する者で、当該経験

の内容につき国土交通大臣の個別審査【注５】

を受け一般建設業の営業所技術者となり得ると

してその認定を受けた者 

 

【注５】を受け一般建設業の営業所技術者

となり得るとしてその認定を受けた者 

 ・指定建設業【注８】に関して、過去に特別認

定講習を受け、同講習の効果評定に合格した

者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合

格した者【注９】 

 

 

【注１】営業所技術者等となり得る国家資格者等一覧（Ｐ.７２～７７） 

【注２】「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験をいい、建設工事の発注に当

たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及

びその見習いに従事した経験等も含まれますが、ただ単に建設工事の雑務のみの経験については

含まれません。《建設業許可事務ガイドラインについて》 

【注３】指定学科一覧（Ｐ.７０） 

【注４】一般建設業の営業所技術者となり得る「複数業種に係る実務経験」一覧（Ｐ.２９） 

【注５】国土交通大臣の個別審査は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課にお問い合わせ下さい。 

【注６】以下についても４，５００万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなされます。 

   ・昭和５９年１０月１日前に請負代金の額が１，５００万円以上４，５００万円未満の建設工事に

関して積まれた実務の経験 

   ・昭和５９年１０月１日以降平成６年１２月２８日前に請負代金の額が３，０００万円以上 

４，５００万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験 

【注７】「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は

工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。《建設業

許可事務ガイドラインについて》 

【注８】指定建設業とは以下のとおり。 

    土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 

    計７業種 

【注９】この特別認定講習及び考査については、過去の法律等改正時に経過措置的に行われたものですの

で、現在、新規に当該講習等を受けることはできません。 
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３ 法人の役員等及び政令で定める使用人（支店長、営業所長等）又は個人及び政令で定める使用人（支

配人）が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。（法第７条第３

号【一般建設業・特定建設業共通】） 

「役員等」とは 

相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主（個人に限る）、出資の総額の100分

の5以上に相当する出資をしている者（個人に限る）、その他役職を問わず取締役と同等以上の支配

力を有する者 

「不正又は不誠実な行為」とは 

請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為や、工事内容、

工期等請負契約に違反する行為 

建設業法、建築士法、宅地建物取引法等で「不正な行為」又は「不誠実な行為」を行ったことによ

り、免許等の取消処分を受け、又は営業の停止等の処分を受けて５年を経過しない者は、誠実性のな

い者として取り扱われる。 
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４ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。（法第７条第４号（一般

建設業）、法第１５条第３号（特定建設業）） 

一 般 建 設 業 特 定 建 設 業 

倒産することが明白でなく、かつ、イ、ロ又は

ハのいずれかに該当すること。 

イ 自己資本の額が500万円以上あること。 

「自己資本」とは 

法人の場合：純資産合計額 

個人の場合：期首資本金、事業主借勘定、

事業主利益の合計額から事

業主貸勘定の額を控除した

額に負債の部に計上されて

いる利益留保性の引当金、

準備金の額を加えた額 

ロ 500万円以上の資金調達能力があること。 

「資金調達能力」とは 

担保とすべき不動産を有していること等

により金融機関から資金の融資が受けられ

る能力 

（提出書類：取引金融機関発行の500万円以

上の預金残高証明書、融資可能証明書等（申

請受理前１か月以内のもの）） 

ハ 許可申請直前の過去５年間宮城県知事許可

を受けて継続して営業した実績があること。 

※ 新規に許可を受けてから初めての更新で

は、建設業の継続について申立書の提出があ

り決算変更届により確認できれば５年間の

実績とみなすことができる。 

倒産することが明白でなく、かつ、申請時直近

の貸借対照表（定時株主総会の承認を得たもの）

において次の全ての要件に該当すること。 

イ 欠損の額が資本金の額の20％を超えていな

いこと。 

ロ 流動比率が75％以上であること。 

ハ 資本金の額が2,000万円以上であること。 

※ 申請日までに増資を行うことで基準を満

たすことも可能（増資後の登記事項証明書を

添付すること） 

ニ 自己資本の額が4，000万円以上であること。 

※ 新規設立の場合は、資本金の額が4,000万

円以上であれば上記に該当する。 

 

※ 決算期を変更すれば財産的基礎を満たす場合  

には、変更後の決算期における変更届出書の提

出が必要。（定款・議事録・確定申告書の原本と

写しを添付） 

【特定建設業の財産的基礎の計算式】 

事 項 法 人 個 人 

①欠損比率 

 

②流動比率 

  

③資 本 金 資 本 金≧2,000万円 期首資本金≧2,000万円 

④自己資本 
純資産合計≧4,000万円 

純資産合計≧4,000 万円 

（預金残高証明書による） 

 

※繰越利益剰余金が負の場合，以下の式にあてはめて判断する
 (繰越利益剰余金が正の場合は，欠損が出ていないので要件を満たす)

                 ×100≦20％

　　　　　　　　　　　　　資本金
 繰越利益剰余金－(資本剰余金＋利益準備金＋その他の利益剰余金)

流動資産合計
　　×100≧75％

流動負債合計

流動資産合計
　　×100≧75％

流動負債合計

事業主 損 失＋事 業主 貸勘定＋ 事業主 借 勘定

期 首 資 本 金 

×100≦20％ 繰越利益剰余金 
のマイナスをとる 
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５ 欠格要件等に該当しないこと。（法第８条【一般建設業・特定建設業共通】） 

次のいずれかに該当する場合は、許可を受けられない。 

※ 成年被後見人又は被保佐人に該当する場合であっても、医師の診断書等により、回復の見込み

や医師の所見を考慮した上で、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切

に行うことができると認められる場合については、欠格事由に該当しない場合がある。詳細は個

別の相談による。 

（１）法人・法人の役員等、個人事業主・支配人、その他支店長・営業所長等が、次に掲げる事由に該

当しているとき。 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ロ 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて５年を経過しない者 

ハ 許可の取消を逃れるために廃業の届出をしてから５年を経過しない者 

ニ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすお

それが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜら

れ、その停止の期間が経過しない者 

ホ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった

日から５年を経過しない者 

ヘ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工等に関する法令のうち政令（→建設業

法施行令第３条の２）で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなく

なった日から５年を経過しない者 

ト 暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団

員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者） 

チ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令（→建設業法施行

規則第８条の２）で定めるもの 

リ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

（２）許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載

が欠けているとき。 
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第二編 許可申請について 

５ 許可の申請手続 

（１）宮城県知事許可の申請手続 

申請から許可（認可）に至るまでの手続は、次のとおりです。 

申請書入手 → 申請予約 → 提出・要件審査・受付 → 審 査 → 許可（認可） → 通知書交付 

  ※電子申請システムによる申請方法は、「建設業許可の手引き（電子申請版）」を確認してください。 

 

申請書入手 

申請に必要な書類は、下記宮城県土木部事業管理課ホームページからダウンロードしてください。 

事業管理課ホームページ（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/） 

また、各管轄土木事務所にも備えてあります。 

申請予約（宮城県知事許可の申請のみ） 

申請が集中することによる窓口の混雑を解消し、県民サービス向上を図るため、建設業許可申請等（事前相

談も含む）について予約による申請の御協力をお願いしております。 

イ 予約対象となる許可申請手続 

 1.新規(組織換を含む) 

2.許可換え新規 

3.般・特新規 

4.業種追加 

5.更新 ※有効期間満了の１か月前までに申請して下さい。満了の３か月前から申請可能です。 

6.上記を含む組み合わせ(業種追加＋更新など) 

7.建設業許可を受けた地位を承継する場合の認可申請 

8.上記に係る事前の御相談や予備審査(事前の書類チェック) 

ロ 予約方法 

●インターネットの窓口予約フォームから予約をお願いします。 

 ※「宮城県事業管理課トップページ」＞「建設業許可申請の予約制について」 

URL（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyoka-yoyaku.html） 
 ●管轄の土木事務所については、Ｐ.25「所在地別管轄土木事務所一覧」を参照願います。 

 ●予約可能な日程・時間帯は、各事務所の受付フォームから確認願います。 

●予約は先着順となり、御希望の日時の予約ができない場合もありますので、あらかじめ了承願います。 

●各土木事務所の予約申込開始日は、以下のとおりです。 

 大河原土木事務所、北部土木事務所、気仙沼土木事務所・・・予約希望日の31日前 

仙台土木事務所、東部土木事務所          ・・・予約希望日の60日前 

●審査（相談）当日の混雑状況や審査状況により、待ち時間が長くなる場合もあります。 

ハ 窓口予約フォーム入力事項 

 ●予約1件ごとに必要な入力項目は以下のとおりです。 

①申込内容（建設業許可申請、建設業認可申請、各種相談等の項目から選択。必須） 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyoka-yoyaku.html
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②建設業者の商号又は名称（必須） 

③建設業許可番号（すでに許可を受けている建設業者のみ） 

④許可年月日（すでに許可を受けている建設業者のみ） 

⑤予約者（来所される方）（本人、代理人から選択。必須） 

⑥来所される方について（氏名、電話番号、メールアドレス。必須） 

   ＊インターネット回線の不調等により予約フォームを利用できない場合には、上記項目により電話によ

る予約を受け付けます。 

※ 当日、審査開始時間に来庁していない場合は、予約取消（キャンセル）として取り扱うことがありま

すので了承願います。 

なお、各種変更届、建設業許可証明書の申請については、予約は不要です。（月～金曜日(土日祝日、 

閉庁時除く) の各管轄土木事務所申請窓口の申請受付時間中に、提出してください）。 

提 出 

イ 提出場所 （許可申請書の提出は窓口のみの受付となります。決算変更届等、一部の変更届出書につい

ては、郵送による提出を受け付けております。詳しくはＰ.115を御確認ください。） 

●Ｐ.25「所在地別管轄土木事務所一覧」参照 

●申請受付時間は、予約の際にお時間をお伝えしますので、その時間に御来庁ください。 

ロ 提出部数 

    正本１通 Ｐ.２７、２８の一覧表に記載した順に綴ったもの 

    写し２通（正本のコピーで可）土木事務所へ提出分１通、本社控分１通 

     ※確認書類（確認資料）は正本及び本社控分の計２通に添付してください。 

要件審査・受付 

イ 申請内容が許可の基準を満たしているか要件審査を行います。要件審査終了後、記入漏れはないか、内

容を裏付ける資料が揃っているか等を確認し、必要事項が備わっていると認められると受理されます。 

ロ 申請手数料は、一般建設業、特定建設業別に、それぞれ次の表により納入してください。 

  納入方法は、各合同庁舎等に設置のセルフレジでの支払い、及び窓口でのキャッシュレス決済（仙台土

木事務所のみ）となります（宮城県収入証紙の使用期限は令和8年3月31日です。）。キャッシュレス決済

等の詳細は、県ＨＰを御確認ください。 

URL（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kaikei/cashless.html） 

申請区分 申請手数料等 

○新規、許可換え新規、般・特新規 申請手数料９万円 

○業種追加又は更新 申請手数料５万円 

○その他上記の組合せにより、加算されます。窓口にお問い合わせ下さい。 

（注）納入された手数料については、許可申請の審査に対するものであるため、不許可の場合でも還付されま

せん。 

ハ 申請区分については、下表を参考にしてください。 

 申請区分 説明 

１ 新規 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合 

２ 許可換え新規 ○他都道府県知事許可から宮城県知事許可へ 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kaikei/cashless.html
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○宮城県知事許可から国土交通大臣許可へ 

○国土交通大臣許可から宮城県知事許可へ 

３ 般・特新規 ○「一般建設業」のみの許可業者が「特定建設業」を申請する場合 

○「特定建設業」のみの許可業者が「一般建設業」を申請する場合 

 （同じ業種について、特定から一般にする場合は廃業届が必要です。） 

４ 業種追加 ○「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合 

○「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合 

５ 更新 「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合 

６ 般・特新規＋業種追加 ３と４を同時に申請する場合 

７ 般・特新規＋更新 ３と５を同時に申請する場合（注１） 

８ 業種追加＋更新 ４と５を同時に申請する場合（注１） 

９ 般・特新規＋業種追加＋

更新 

３と４と５を同時に更新する場合（注１） 

（注１）７・８・９の申請については、あらかじめご相談の上、許可の有効期間が十分（２か月程度）残って

いるうちに窓口に申請してください。 

（注２）個人から法人への組織変更や企業合併等が予想される場合には、あらかじめ窓口にご相談ください。 

 許可（認可） 

イ 申請書受付後、審査を行い、基準を満たすと許可（認可）になります。 

ロ 新規申請の許可については、申請書受付後おおむね35日の期間を要します。 

 許可通知書の交付 

イ 「許可通知書」は申請した窓口で交付します。 

ロ 建設業許可通知書は、再交付しません。紛失等の際には、建設業許可証明書を受けてください。   

（Ｐ.１２７参照） 

 許可申請の取下げ 

 許可申請をした者が、都合によりその申請の取下げをしようとする場合は、「許可申請の取下げ願」を提出し

てください。受付後に申請書類をお返ししますが、申請手数料は還付されません。 

 

【所在地別管轄土木事務所一覧】 

所管区域 申請書等提出先 所在地 電話番号 

白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、

伊具郡 

大河原土木事務所 

庶務担当 

〒989-1243 

柴田郡大河原町字南129-1 

（大河原合同庁舎３階） 

0224-53-3135 

 

仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、

岩沼市、富谷市、亘理郡、宮城郡、

黒川郡 

仙台土木事務所 

総務班 

〒983-0836 

仙台市宮城野区幸町4-1-2 

022-297-4113 

大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 北部土木事務所 

庶務担当 

〒989-6117 

大崎市古川旭4-1-1 

0229-91-0731 
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（２）国土交通大臣許可の申請手続 

宮城県内に主たる営業所があり国土交通大臣許可の申請をする方は、東北地方整備局で発行する「東北

地方整備局管内の建設業大臣許可業者における建設業許可の手引き」を確認の上、以下の受付窓口に申請

してください。（※申請書類の内容に関する質問は、東北地方整備局までお願いいたします。） 
※本手引きは主に宮城県知事許可業者を対象としていますので、国土交通大臣許可を申請する際の提出書

類と異なる場合があります。特に確認資料については直接下記までお問い合わせください。 

≪管轄行政庁・申請窓口≫（郵送可） 

国土交通省東北地方整備局 建政部建設産業課建設業係 

   〒980－8602 仙台市青葉区本町３丁目３－１ 仙台第１地方合同庁舎（Ｂ棟）１４階   

電話：  022-225-2171（代表）（内線6145） 

※最新の情報はＨＰ等で御確認ください。 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：  https://www.thr.mlit.go.jp/ 

（大崎合同庁舎５階） 

石巻市、東松島市、登米市、牡鹿郡 東部土木事務所 

総務班 

〒986-0850 

石巻市あゆみ野5-7 

（石巻合同庁舎５階） 

0225-98-3157 

気仙沼市、本吉郡 気仙沼土木事務所 

総務班 

〒988-0181 

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 

（気仙沼合同庁舎４階） 

0226-22-2622 

 

https://www.thr.mlit.go.jp/


６　許可申請書の作成（申請書類の記入例及び記入上の注意）
建設業許可申請書類等一覧
綴順 様式番号 頁 新規 追加 更新 摘要

1 表紙 30 ○ ○ ○ 知事許可の場合必要

2 第一号 31 ○ ○ ○
3 別紙一 34 ○ ○ ○ 個人の場合も必要

4 別紙二（１） 35 ○ ○
5 別紙二（２） 36 ○
6 別紙三 37 ○ ○ ○
7 別紙四 38 ○ ○ ○

8 第二号 40-49 ○ ○
業種別に作成、実績なしで
も添付、追加の場合は追加
業種分のみ

9 第三号 50-51 ○ ○

10 第四号 52 ○ ○

11 第六号 53 ○ ○ ○

12 第七号 54 ○ ○ ○

13
第七号
別紙

55 ○ ○ ○

14
第七号
の二

58 ○ ○ ○

15
第七号の二

別紙一
62 ○ ○ ○

16
第七号の二

別紙二
63 ○ ○ ○

17
第七号
の三

66 ○ ○ ○

18 第八号 68 ○ ○

19 － ○ ○

20 － ○ ○ 必要な場合のみ

21 － ○ ○
Ｐ.71～77の表の技術者の
資格区分に該当するものの
み

22 第九号 78 ○ ○ 証明者別に作成

23 第十号 79 ○ ○ 証明者別に作成

24
第十一
号

80 ○ ○ ○
個人で支配人を置くもの及
び別紙二（１）別紙二
（２）の「従たる営業所」
を記入したもののみ

25
第十二
号

81 ○ ○ ○
監査役は不要
経営業務の管理責任者は作
成不要

26 登記されていないことの証明書（注２） 82 〇 〇 〇
発行後３か月以内のもの
経営業務の管理責任者分も
添付必要、株主等は不要

27 身元（身分）証明書（注２） 83 〇 〇 〇
発行後３か月以内のもの
外国籍の人は不要

28
第十三
号

84 ○ ○ ○
個人で支配人を置くもの及
び別紙二（１）別紙二
（２）の「従たる営業所」
を記入したもののみ

29 登記されていないことの証明書（注２） 82 〇 〇 〇
発行後３か月以内のもの

30 身元（身分）証明書（注２） 83 〇 〇 〇
発行後３か月以内のもの
外国籍の人は不要

31 定款（欄外の説明をご参照ください） － ○ △ △
法人のみ
会社保有の現行定款と同一
内容のもの（議事録を含
む）

32
第十四
号

85 ○ △ 法人のみ

提出書類

建設業許可申請書

常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書

直前３年の各事業年度における工事施工金額

役員等の一覧表

営業所一覧表（新規許可等）

営業所一覧表（更新）

宮城県レシート（提出用）等貼付書

工事経歴書

営業所技術者等一覧表

使用人数

誓約書

建設業許可申請書

指導監督的実務経験証明書

建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月
日等に関する調書

建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人・法定
代理人の役員等）の住所、生年月日等に関する調書

様式第七号の二、別紙一、
別紙二を提出した時は提出
不要

様式第七号、別紙を提出し
た時は提出不要

常勤役員等の略歴書

営業所技術者等証明書（新規・変更）

卒業証明書

資格証明書の写

実務経験証明書

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の
証明書

常勤役員等の略歴書

常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

健康保険等の加入状況

監理技術者資格者証（写）

株主（出資者）調書

※該当す
る資料の
み添付

（注１）
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33

財務諸表表紙
第十五号
第十六号
第十七号
第十七号の二
第十七号の三

86-
102 ○

新規設立会社で決算期が未
到来の場合は開始貸借対照
表

34
財務諸表表紙
第十八号
第十九号

86、
103-106 ○

新規開業で決算期が未到来
の場合は添付不要

35 － ○ ○ ○ 発行後３か月以内のもの

36
第二十
号

107 ○ ○

37
第二十
号の二

108 ○ △ 該当なしの場合も添付

法人事業税 ○

・新規設立会社で決算期未到
来の場合は、法人設立等届出
書又は電子申請受付確認の
ハードコピー等を添付

個人事業税 ○

・個人で決算期未到来の場合
は事業開始等届出書又は電子
申請受付確認のハードコピー
等を添付

39
第二十
号の三

109 ○ △

40 － △ 許可換え新規の場合必要

41 － ☆ ☆ ☆
代理申請の場合
発行後３か月以内のもの

― ○ ○ ○

33 ○

21 ○ ○ ○
56､57､
64､65 ○ △

69、79 ○ ○ 国家資格の場合は不要

66 ○ ○ ○

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokashinseisho20201001.html

－

主要取引金融機関名

※法第十七条の二、三に規定される譲渡・合併・分割・相続を伴う認可申請書類については、本手引き記載例の様式と
は異なりますので、御注意ください。
　様式は、事業管理課ＨＰに掲載しております。これらの申請にあたっては、お早めに管轄の土木事務所へ御相談願い
ます。

（注３）No.33の附属明細表〔様式第十七号の三〕について
　資本金が１億円を超える、又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社
のみ提出が必要です。

(注２）No.26、No.27、No.29、No.30「登記されていないことの証明書」及び「身元（身分）証明書」について
　取締役ではない「相談役」「顧問」「100分の5以上の株主」「100分の5以上の出資者」（いずれも個人に限
る）については、役員等の一覧表（別紙１）に記載する必要がありますが、法務局が交付する「登記されていな
いことの証明書」及び市区町村長が交付する「身元（身分）証明書」の添付は不要です。

○印→必要とする書類
△印→既に申請（変更届を含む。）したものと記載事項に変更がない場合は省略できる書類
☆印→場合によっては必要な書類

（注１）No.19～23について
　該当するもののみ添付して下さい。国土交通大臣による特別認定者で営業所技術者等になっている者が、許可
の有効期間内に認定の更新を行った場合は、許可の更新時に認定書の写しを添付して下さい。

確
　
認
　
資
　
料

財産的基礎の確認資料 (注４)

適正な経営体制の確認資料

実務経験の確認資料

所属建設業者団体

38

納税証明書（原本）

※以下の記載があるもの
　・納付すべき額
  ・納付済額

財務諸表（個人用）（直前１年分）

登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る）

営業の沿革

財務諸表（法人用）（直前１年分）（注３)

保険加入状況の確認資料

既に受けている建設業の許可通知書

常勤性の確認資料（常勤役員等・営業所技術者等・令３条の
使用人）

営業所所在地の確認資料

委任状

P57、P65（注６）要確認
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定款について

●一般建設業の営業所技術者になり得る「複数業種に係る実務経験」の一覧
(P.19、の【注４】の内容)

大工工事業

許可を受けようと
する建設業 実務経験

1.建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に
係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

2.大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事
業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

とび・土工工
事業

土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土
工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

　設立後変更がない場合は原始定款の写し（公証人の認証部分を含む）を、設立以降に変更があった場合には原
始定款と株主総会の議事録の写しを添付する必要がありますが、何度も変更があった場合には現在定款を改めて
まとめた上で代表者による原本証明（３部全てに証明日と「当社の現行定款に相違ない」旨と所在地、名称、代
表者役職及び代表者名を記載）を行ったものを提出してください。

（注４）確認資料「財産的基礎の確認資料」について
・新規申請の場合、下記①又は②で確認します。
・更新申請の場合、下記①、②又は③で確認します。
・業種追加申請の場合、下記①、②又は③で確認します。
①「自己資本が500万円以上あること。」で確認
　　→許可申請時に提出する財務諸表又は直近の決算変更届出書に含まれる、「様式第十五号　貸借対照表」
　　　により確認。
②「500万円以上の資金調達能力のあること。」で確認
　　→「取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書」
　　　　※申請受理前１か月以内のものにより確認。
③「直前５年間宮城県知事許可を受けて継続して営業した実績のあること。」で確認。
　　→詳細はP21を御覧ください。

屋根工事業 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、屋根工事業に係
る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

しゅんせつ工
事業

土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、しゅんせ
つ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

ガラス工事業 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、ガラス工事業
に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

防水工事業 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、防水工事業に係
る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

内装仕上工事
業

1.建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上
工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

2.大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上
工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

3.とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工
事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

2.建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に
係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

熱絶縁工事業 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、熱絶縁工事業
に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

水道施設工事
業

土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、水道施設工
事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

解体工事業 1.土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に
係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
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（１）　建設業許可申請書〔表紙〕

年 月 日 般 特

○

許可年月日 ※ 年 月 日

宮城県知事許可 ※ 第 号 ○

・該当する数字を○で囲む

○

9 8 0 － 8 5 7 0

○

　　宮城県仙台市青葉区本町３－８－１

１

申 請 書 類 記 載 例

建　設　業　許　可　申　請　書

令和 ○○ ○○ ○○ 申請 申　請　業　種

土 木 工 事 業

申　請　区　分 令和 建 築 工 事 業

新 規 大 工 工 事 業

左 官 工 事 業

と び ・ 土 工 工 事 業

２ 許 可 換 え 新 規

石 工 事 業

般 ・ 特 新 規３

屋 根 工 事 業５ 更 新

管 工 事 業

４ 業 種 追 加

電 気 工 事 業６ 般 ・ 特 新 規 ＋ 業 種 追 加

タイル・れんが・ブロック工事業

板 金 工 事 業

ガ ラ ス 工 事 業

７ 般 ・ 特 新 規 ＋ 更 新

鋼 構 造 物 工 事 業

８ 業 種 追 加 ＋ 更 新

鉄 筋 工 事 業

９ 般・特新規＋業種追加＋更新

舗 装 工 事 業

（特記事項）

し ゅ ん せ つ 工 事 業

水 道 施 設 工 事 業

塗 装 工 事 業

防 水 工 事 業

審査担当者

内 装 仕 上 工 事 業

機 械 器 具 設 置 工 事 業

熱 絶 縁 工 事 業

電 気 通 信 工 事 業

造 園 工 事 業

主 た る さ く 井 工 事 業

営 業 所 電話　０２２－２１１－３１１６ 建 具 工 事 業

※印の部分は記入不要

電話　　　　　　　（　　　　）

消 防 施 設 工 事 業

清 掃 施 設 工 事 業

株式会社仙台建設

申請する業種の該当する欄に○印を記入

解 体 工 事 業商  号 又
は 名 称

代 表 者
代表取締役　仙台太郎

職 氏 名

担当者・申請代理人

事実上の所在地と登記上の所在地が
異なる場合は２段書きにする。

（例） （登記上） ○○市……
（事実上） ○○市……

法人の場合は代表者、
個人の場合はその本人

記入しない。

申請する業種に
○をつける。

該当する申請区
分に○をつける。

※代理申請について
申請書の作成に行政書士が係っている場合、担当者・申請代理人欄に記名してください。
なお、代理申請の詳細については、P.157-158を御確認下さい。
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（２）　建設業許可申請書〔様式第一号〕
　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

行政庁側記入欄

１．す　る

般・特新規＋業種追加 般・特新規＋業種追加＋更新 ２．しない

解

資本金額又は出資総額

１．有
２．無

旧許可年月日

役員等、営業所及び営業所技術者等（建設業法第７条第２号に規定する営業所技術者及び建設業法第15条第２号に規定する特定営業所技術者をいう。以下同じ。）
については別紙による。

連絡先

ファックス番号　０２２－２１１－３２９２

所属等　　　　　総　務　部 氏名　　　　石　崎　　花　子 電話番号　　（０２２）２１１－３１１６

月 日
知事 特

号 令和 年

15

旧 許 可 番 号 １ ６
国土交通大臣

許可（
般

－ ）第

大臣コード
知事

3 5 10

販　売　業

許可換えの区分 １ ５ （１．大臣許可→知事許可　　２．知事許可→大臣許可　　３．知事許可→他の知事許可）

11 13

（千円）

3 建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ４ 1 （ ）

3

１ ３ 1法人又は個人の別
1.法人
2.個人

（ ） 3 5 0 0 0

4 5 10

フ ァ ッ ク ス 番 号 ０２２－２１１－３２９２

1 1 － 3電 話 番 号 0 2 2 － 20 － 8 5 1 0郵 便 番 号 １ ２ 9 8 61 1

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 － 8 － 1主たる営業所の
所 在 地

１ １ 本 町

宮城県 市区町村名 仙台市青葉区

3 5 10 15 20

0 4 1 0 1 都道府県名
主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

１ ０

太 郎

3 5 10 支配人の氏名
代 表 者 又 は

０ ９ 仙 台個 人 の 氏 名

ダ イ タ ロ ウ代表者又は個人
の氏名のフリガナ

０ ８ セ ン

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

） 仙 台 建 設商 号 又 は 名 称 ０ ７ （ 株

3 5 10 15 20

ン セ ツ

20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ６ セ ン ダ イ ケ

3 5 10 15

23 25 30 35 40

1

25 30

０ ５ 2 2 2

と す る 建 設 業
（

１．一般
２．特定

）
申請時において
既に許可を受けて
い る 建 設 業

3 5 10 15 20

122

消 清
許可を受けよう

０ ４ 2

絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

日

土 建 大 左 と 石 屋 電

年 月申 請 年 月 日 ０ ３ 令和

３．般 ・ 特 新 規 ６．

国土交通大臣

3 5 7

８．業 種 追 加 ＋ 更 新 許可の有効
2

許可（
般

－

（ ）

4

申 請 の 区 分 ０ ２ ２．許 可 換 え 新 規 ５．更 新

９． 期間の調整

3 １．新 規 ４．業 種 追 加 ７．般 ・ 特 新 規 ＋ 更 新

日
知事 特

月年号 令和）第

様式第一号（第二条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ １

知事コード

北海道開発局長 　　　　　　　株式会社　仙　台　建　設　　
宮城県　知事 殿 申請者 　　　　　代表取締役　仙　台　太　郎

許可年月日

　（注１）

建　設　業　許　可　申　請　書

この申請書により、建設業の許可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和　○　　年　○　　月　○　　日

地方整備局長 　　　　　　宮城県仙台市青葉区本町３－８－１

項 番 3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ０ １

13 15

法人番号

1 2 3 4 5 6

枠内は記入
しないこと。

新規・許可換え

の場合は上段

のみ

記入する。

濁点、半濁点は、
１文字とすること。

（例）：

市区町村コード
表（Ｐ.33）の番号
を記入する。

右詰めで記入す
る。

許可換え申請の
場合のみ記入
する。

個人の場合は記入
しない。

この部分のフリ
ガナはいらな
い。

ダ

事実上の所在地と登記上の所在
地が異なる場合は２段書きにする。

（例） （登記上） ○○市……
（事実上） ○○市……

法人の場合は代表者、
個人の場合はその本人

更新時に２つ以上ある許
可日を１つにまとめるとき
は「１」、それ以外は「２」を
記入する。

該当する業種のカラムに
一般の場合は「１」、特定
の場合は「２」を記入する。

個人で支配人登記してい
る場合のみ記入する。

姓と名の間は１カラムあけ
ること。

原則として本店所在地を記入
する。登記上と事実上の所在
地が異なる場合は、事実上の
所在地を記入する。
なお、記入の際は、市区町村
に続くところから記入する。

（例）
○○市○○字○○－○

ハイフン
“－”で継

建設業以外に営業してい
る業務があれば記入する。

複数の許可を受けている
場合は、最も古いものを
記入する。

必ず会社等の担当者
の名前を記載する。

カラム欄に記入する字体について
○ 法人の場合は、商号、代表者名は登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る）による。

下記の「注 １」を参照のこと。

主たる営業所の所在する都
道府県名及び市区町村名
を記載する。

パ

行政書士が作
成を代理している
場合、申請者欄
に２段書きで記名
する。
※この場合、行政
書士法施行規則
第９条の規定によ
り、行政書士の職
印が必要です。

※法第十七条の二、三に規定される譲
渡・合併・分割・相続を伴う認可申請書類
については、本手引き記載例の様式とは
異なりますので、御注意ください。

様式は、事業管理課ＨＰに掲載しており
ます。
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記載要領 

１ 「 地方整備局長 
北海道開発局長    「国土交通大臣  及び「般  については、不要のものを消すこと。 

              知事」、               知事」       特」 

 ２ 「申請者」の欄は、この申請書により許可を申請する者（以下「申請者」という。）の他にこの申請書又は添付書類を

作成した者がある場合には、申請者に加え、その者の氏名も記載すること。この場合には、作成に係る委任状の写しその

他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。 
 ３ 太線の枠内には記入しないこと。 
 ４        で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、カ

ラムからはみ出さないように記入すること。数字を記入する場合は、例えば    １ ２のように右詰めで、また、文字
を記入する場合は、例えばＡ 建 設 工 業    のように左詰めで記入すること。 

 ５ ０ ２「申請の区分」の欄の「許可の有効期間の調整」の欄は、この申請書により許可を申請する時に、既に許可を受
けている建設業の全部について許可の更新の申請を行い許可の有効期間の満了の日を同一とする場合は「１」を、しない
場合は「２」をカラムに記入すること。 

 ６ ０ ４「許可を受けようとする建設業」の欄は、この申請書により許可を受けようとする建設業が一般建設業の場合は 
   「１」を、特定建設業の場合は「２」を、次の表の（ ）内に示された略号のカラムに記入すること。 

土木工事業（土） 
建築工事業（建） 
大工工事業（大） 
左官工事業（左） 
とび・土工工事業（と） 
石工事業（石） 
屋根工事業（屋） 
電気工事業（電） 
管工事業（管） 
タイル・れんが・ブロツク工事業（タ） 

鋼構造物工事業（鋼） 
鉄筋工事業（筋） 
舗装工事業（舗） 
しゅんせつ工事業（しゅ） 
板金工事業（板） 
ガラス工事業（ガ） 
塗装工事業（塗） 
防水工事業（防） 
内装仕上工事業（内） 
機械器具設置工事業（機） 

熱絶縁工事業（絶） 
電気通信工事業（通） 
造園工事業（園） 
さく井工事業（井） 
建具工事業（具） 
水道施設工事業（水） 
消防施設工事業（消） 
清掃施設工事業（清）  
解体工事業（解） 

 

 ７ ０ ５「申請時において既に許可を受けている建設業」の欄は、この申請書により許可を申請する時に既に許可を受け
ている建設業があれば６と同じ要領で記入すること。 
 なお、更新の申請の場合は、０ ４「許可を受けようとする建設業」の欄及び０ ５「申請時において既に許可を受けて
いる建設業」の欄の両方に記入すること。 

 ８ ０ ６「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁音を表す文字については、例え
ばギ又はパのように１文字として扱うこと。 

   なお、株式会社等法人の種類を表す文字については、フリガナは記入しないこと。 
 ９  ０ ７「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を用いること。 

  （例 （ 株 ） Ａ 建 設   
       Ｂ 建 設 （ 有 ）  ）  

 

 

 

 種 類  略 号 

 株 式 会 社  （株） 

 有 限 会 社  （有） 

 合 名 会 社  （名） 

 合 資 会 社  （資） 

 合 同 会 社  （合） 

 協 同 組 合  （同） 

 協 業 組 合  （業） 

 企 業 組 合  （企） 

 10 ０ ８「代表者又は個人の氏名のフリガナ」の欄は、カタカナで姓と名の間に１カラム空けて記入し、その際、濁音又
は半濁音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。 

 11 ０ ９「代表者又は個人の氏名」の欄は、申請者が法人の場合はその代表者の氏名を、個人の場合はその者の氏名を、
それぞれ姓と名の間に１カラム空けて記入すること。 

 12 １ ０「主たる営業所の所在地市区町村コード」の欄は、都道府県の窓口備付けのコードブック（総務省編「全国地方
公共団体コード」）により、主たる営業所の所在する市区町村の該当するコードを記入すること。 

 13 １ １「主たる営業所の所在地」の欄は、12により記入した市区町村コードによって表される市区町村に続く町名、街
区符号及び住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」については－（ハイフン）を用いて、例えば霞 が 関 ２ － １
 － １ ３  のように記入すること。 

 14 １ ２のうち「電話番号」の欄は、市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切り、例えば０ ３ － ５ 
２ ５ ３ － ８ １ １ １ のように記入すること。 

       「 資 本 金 額 
 15 １ ３                  の欄は、申請者が法人の場合にのみ記入し、株式会社にあっては資本金額を、それ以外の 
            又は出資総額 」    
  法人にあっては出資総額を記入し、申請者が個人の場合には記入しないこと。 
 16 １ ５「許可換えの区分」の欄並びに１ ６「旧許可番号」及び「旧許可年月日」の欄は、現在許可を受けている行政

庁以外の行政庁に対し新規に許可を申請する場合にのみ記入すること。 
                         「大臣 

  「旧許可番号」の欄の      コード の欄は、現在許可を受けている行政庁について建設業法施行規則別表（一）の分 
                         知事    」 

   類に従い、該当するコードを記入すること。                             
  また、「旧許可番号」及び「旧許可年月日」の欄は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、カラ

ムに数字を記入するに当たって空位のカラムに「０」を記入すること。 
  なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて記

入すること。 
 17 「連絡先」の欄は、この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請の内容に係る質問等に応答できる者の氏名、

電話番号等を記入すること。 



- 33 - 
 

営 業 所 所 在 地 の 確 認 資 料 
◎営業所（本店及び支店等）の写真（①～④全て） 
  申請（届出）時の状況を撮影し、写真台紙（事業管理課 HP に掲載）に営業所名、使用権原 

（自己所有、賃貸借の別）、撮影年月日を明記すること。 
事業管理課 HP 掲載の写真台紙を使用しない場合（デジタルカメラで撮影したものを印刷した場

合）は、用紙に、営業所名、使用権原、撮影場所、撮影年月日等を明記して下さい。 
 ①外観全景（看板等を確認できるもの）※入居者案内板等がある場合には、それらの写真も添付。 
 ②入口付近（表札等を確認できるもの） 
 ③内部前景（電話、机等の什器備品を確認できるもの） 
 ④建設業の許可票（標識の記載内容が判読可能なもの）※新規許可申請の場合は不要 
（注）営業所所在地に疑義がある場合は、必要に応じて追加で資料を確認させていただきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 

宮 城 県 市 区 町 村 コ ー ド 番 号 表（令和６年３月現在） 
 

04206 
04208 
04301 
04302 
04321 
04322 
04323 
04324 
04341 

大河原土木 
白 石 市 
角 田 市 
蔵 王 町 
七 ヶ 宿 町 
大 河 原 町 
村 田 町 
柴 田 町 
川 崎 町 
丸 森 町 

 
04101 
04102 
04103 
04104 
04105 
04203 
04207 
04209 
04211 
04216 
04361 
04362 
04401 
04404 
04406 
04421 
04422 
04424 

仙台土木 
青 葉 区 
宮 城 野 区 
若 林 区 
太 白 区 
泉   区 
塩 竈 市 
名 取 市 
多 賀 城 市 
岩 沼 市 

  富 谷 市 
亘 理 町 
山 元 町 
松 島 町 
七 ヶ 浜 町 
利 府 町 
大 和 町 
大 郷 町 
大 衡 村 

 
04213 
04215 
04444 
04445 
04501 
04505 

北部土木 
栗 原 市 
大 崎 市 
色 麻 町 
加 美 町 
涌 谷 町 
美 里 町 

 
04202 
04212 
04214 
04581 

東部土木 
石 巻 市 
登 米 市 
東 松 島 市 
女 川 町 

 
04205 
04606 

 

気仙沼土木 
気 仙 沼 市 
南 三 陸 町 

 

大臣コード ００ 

知事コード ０４ 



（３）役員等の一覧表〔別紙一〕

令和　　　年　　　月　　　日

役　員　等　の　一　覧　表

別紙一

役員等の氏名及び役名等

氏
フリ　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 カナ

　　　　　　　　　　　　名 役　　名　　等 常勤・非常勤の別

仙
セン

　台
ダイ

　太
タ

　郎
ロウ

代表取締役 常勤

仙
セン

　台
ダイ

　円
マド　 カ

　香 取　締　役 非常勤

１　法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者
（個人であるものに限る。以下「株主等」という。）について記載すること。
２　「株主等」については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「常勤・非常勤の別」の欄に記載することを要しない。

仙
セン

　台
ダイ

　善
ヨシ

　美
ミ

取　締　役 〃

須
ス

　藤
ドウ

　英
ヒデ

　夫
オ

取　締　役 〃

フリガナを必ずつける。

常勤・非常勤の別を記載する。
※ 「常勤の役員」とは、原則として本社・
支社等において、休日その他勤務を要
しない日を除き、一定計画のもとに常時
所定の時間中その職務に従事している
者をいう。

身元（身分）証明書に記載されている
字で記入する。

記載要領１に掲げられる者すべてについて、漏れなく記載すること。
例えば、役員を退任した場合でも、引き続き株主の議決権の100分の５以上
を有する株主等である場合には、株主等として記載が必要になるので注意す
ること。
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（４）営業所一覧表（新規許可等）〔別紙二（１）〕

別紙二（１）

行政庁側記入欄

許可年月日

フリガナ

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

20 25 30

変更前

と す る 建 設 業
（

１．一般
２．特定

）3 5 10 15

消 清 解
営 業 し よ う

8 8

絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4

20 25 30

変更前

と す る 建 設 業
（

１．一般
２．特定

）3 5 10 15

2

消 清 解
営 業 し よ う

8 8

絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

1

土 建 大 左 と 石 屋 電

2 3 － 6 1 1電 話 番 号 0 2 2 9 －9 － 6 1 6 2郵 便 番 号 8 7 9 8

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

2 － 1駅 前 大 通 4 －
従たる営業所の
所 在 地

8 6 古 川

3 5 10 15 20

0 4 2 1 5 都道府県名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5 宮　城　県 市区町村名 大　崎　市

23 25 30 35 40

支 店
従 た る 営 業 所 の

8 4 古 川
名 称

変更前

25 30

フルカワシテン
3 5 10 15 20

2

20

と す る 建 設 業
（

１．一般
２．特定

）3 5 10 15

2

具 水 消 清
営 業 し よ う

8 3 2

内 機 絶 通 園 井舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電 管 タ 鋼 筋土 建 大 左 と 石

（主たる営業所）

ホンテン
主たる営業所の
名 称 本　　店

月 日号 令和 年第許 可 番 号 8 2
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）
知事 特

大臣コード
知事

項 番 3 5

（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

（用紙Ａ４）

営業所一覧表（新規許可等）

項 番 3

区 分 8 1

10 11 13 15

建設業を営む営
業所を統括し、
指揮監督する権
限を有する営業
所。
名目上の本社、
本店であっても
その実態を有し
ないものは該当
しない。

主たる営業所以外
で建設業を営む営
業所をすべて記載
する。
ただし業種追加、

般・特新規の場合
においては、営業
しようとする建設
業が変更になる営
業所のみ記載する。

今回の申請で許可

を受けようとする
建設業のうち当該
営業所で営業しよ
うとする建設業を
記載する。
該当する業種のカ
ラムに一般の場合
は「１」、特定の

場合は「２」を記
入する。

従たる営業所がない（主たる営業所のみである）場合には、
余白に「該当なし」と記載する。
その際、主たる営業所に係る情報についても記載は不要。

※用紙が２枚以上にわたる場合、主たる営業所の情報は
１枚目のみに記載し、２枚目以降には記載不要。

記入しない。
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（５）営業所一覧表（更新）〔別紙二（２）〕

別紙二（２）

「主たる営業所」及び「従たる営業所」の欄は、それぞれ本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結

する事務所のうち該当するものについて記載すること。

て記載すること。

（当該用紙下段の記載要領を必ずご覧ください。）

（用紙Ａ４）

営　業　所　一　覧　表　（　更　新　）

営業所の名称 所在地（郵便番号・電話番号）
営業しようとする建設業

特定 一般

主
た
る

営
業
所

本　　店
　〒９８０－８５７０
　宮城県仙台市青葉区本町３－８－１
　（０２２）２１１－３１１６

土  と  内 

しようとする建設業を、許可申請書の記載要領６の表の（ ）内に示された略号により、一般と特定に分け

１

２ 「営業しようとする建設業」の欄は、許可を受けている建設業のうち左欄に記載した営業所において営業

従
　
た
　
る
　
営
　
業
　
所

古川支店
　〒９８９－６１６２
　宮城県大崎市古川駅前大通４－２－１
　（０２２９）２３－６１１１

園

当該営業所にお
いて営業しよう
とする建設業を
一般と特定に分
けて記載する。

主たる営業所以
外で建設業を営
む営業所をす
べて記載する。

更新申請のみを行う場合は別紙二（１）の替わりにこの様式を添付する。
業種追加又は般・特新規と更新を同時に申請する場合は、別紙二（１）に営業しようとする
建設業が変更になった営業所の情報を記載し、別紙二（２）に更新に係る営業所の情報
を記載する。

従たる営業所が
ない場合は「該
当なし」と
記載する。
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別紙三（第二条関係）

宮城県レシート（提出用）等はり付け欄

※宮城県レシート（提出用）等
をはり付けてください。

※　セルフレジ利用の場合は、シールタイプのレシート
（提出用）をはり付けてください。

※　窓口でのキャッシュレス決済の（仙台土木事務所のみ）
の場合でもこの貼付書用紙を申請書に添付してください。

（宮城県収入証紙のはり付けは、
令和８年３月３１日までに受け付ける申請書に限ります。）

（収入印紙は使えませんのでご注意ください。）
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（６）営業所技術者等一覧表〔別紙四〕
　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

＜資格証明書＞

牛坂　洋子 昭和57年6月23日生

本籍　宮城県 登録番号　第－○○○○○－号

氏名　牛坂　洋子 一級建築士

昭和57年6月23日生 登録年月日　令和○年○月○日

建設業法の規定に基づく令和　３年度土木

施工管理に関する １級の第一次検定に合格 免許された一級建築士であることを証明する。

格したことを証し,１級土木施工管理技士補 令和○年○月○日

と称することを認める。 中央指定登録機関

社団法人日本建築士会連合会会長　〇〇　〇〇

令和○年○月○日

国土交通大臣　　○　○　○　○

国土交通大臣　○　○　○　○

本籍　宮城県

氏名　牛坂　洋子

昭和57年6月23日生

建設業法の規定に基づく令和　３年度土木

施工管理に関する １級の第二次検定に合格

格したことを証し,１級土木施工管理技士と

称することを認める。

令和○年○月○日

国土交通大臣　　○　○　○　○

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)により

(^_^)

１級技術検定(第二次検定)合格証明書

社団法人日本建築士会連合会は建築士法第十条の四第１項の

規定により国土交通大臣が指定した中央指定登録機関である。

１級建築士免許証明書

(^_^)(^_^)

〃 永
ナガ

　浦
ウラ

　　　四
シ

　郎
ロウ

内－９ 37

古　川　支　店 馬
バ

　場
バ

　　仁
ジン

園－４ ０2

１級技術検定(第一次検定)合格証明書

営 業 所 の 名 称 営 業 所 技 術 者 等 の 氏 名 建 設 工 事 の 種 類 有 資 格 区 分

本　　　　　　店 菅
スガ

　原
ワラ

　　　三
サブ

　郎
ロウ

土－９，と－９ 13

別紙四

営業所技術者等一覧表

令和　　　○　年　　○　月　　○　日　　

フ　　　　リ　　　　ガ　　　　ナ

営業所技術者等と
なっている業種の略
号を記入する。

Ｐ. 71記載要領の建
設業の種類・有資格
区分のコード番号 表
にしたがって該当する
数字を記入する。

国家資格者はＰ.72～77の
資格表を参照し、該当する
コード番号を記入する。

営業所一覧表
（更新）〔別紙二
（２）〕に 記載し
た営業所を、記
載した順にすべ
て記載する。

〈記載対象者〉

①許可申請の場合

今回申請する業種の営業所技術者等だけでなく、既に許可を受けている場

合にはその営業所技術者等も含む全員を記載すること。

②変更届の場合

変更後の営業所技術者等全員を記載すること。

〈営業所技術者等の常勤性の確認〉

・次の営業所技術者等については、標準報酬
決定通知書で常勤性を確認します。

①新規、更新申請の場合
本様式に記載した者全員

②追加、般特新規申請の場合
申請に係る者のみ

③変更届の場合
変更のあった者（削除する者を除く）のみ
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記載要領 

１ 「建設工事の種類」の欄は、建設業許可申請書（別記様式第一号）別紙二（１）「営業所一覧表（新規許可等）」又

は別紙二（２）「営業所一覧表（更新）」の「営業しようとする建設業」の欄に記載した建設業のうち、記載する技術

者が営業所技術者等となる建設業に係る建設工事すべてについて、例えば「土－９」のように、次の分類に従い、該当

する数字と次の表の（ ）内に示された略号とを－（ハイフン）で結んで記載すること。 

 ・一般建設業の場合 

「１｣・・・・・・・法第７条第２号イ該当 

「４｣・・・・・・・法第７条第２号ロ該当 

「７｣・・・・・・・法第７条第２号ハ該当 

 ・特定建設業の場合 

「２｣・・・・・・・法第７条第２号イ及び法第15条第２号ロ該当 

「３｣・・・・・・・法第15条第２号ハ該当（同号イと同等以上） 

「５｣・・・・・・・法第７条第２号ロ及び法第15条第２号ロ該当 

「６｣・・・・・・・法第15条第２号ハ該当（同号ロと同等以上） 

「８｣・・・・・・・法第７条第２号ハ及び法第15条第２号ロ該当 

     「９｣・・・・・・・法第15条第２号イ該当 

土木一式工事（土） 

建築一式工事（建） 

大工工事（大） 

左官工事（左） 

とび・土工・コンクリート工事（と） 

石工事（石） 

屋根工事（屋） 

電気工事（電） 

管工事（管） 

タイル・れんが・ブロツク工事（タ） 

鋼構造物工事（鋼） 

鉄筋工事（筋） 

舗装工事（舗） 

しゆんせつ工事（しゆ） 

板金工事（板） 

ガラス工事（ガ） 

塗装工事（塗） 

防水工事（防） 

内装仕上工事（内） 

機械器具設置工事（機） 

熱絶縁工事（絶） 

電気通信工事（通） 

造園工事（園） 

さく井工事（井） 

建具工事（具） 

水道施設工事（水） 

消防施設工事（消） 

清掃施設工事（清） 

解体工事（解）  

 

 ２ 「有資格区分」の欄は、記載する技術者が営業所技術者等として該当する法第７条第２号及び法第15条第２号の区分

（法第７条第２号ハに該当する者又は法第15条第２号イに該当する者については、その有する資格等の区分）について

別表（二）の分類に従い、該当するコードを記載すること。 

 

 



様
式

第
二

号
（

第
二

条
、

第
十

三
条

の
二

、
第

十
三

条
の

三
、

第
十

九
条

の
八

関
係

）

（
建

設
工

事
の

種
類

）
工
事

 
（

　
税

込
　

・
　

税
抜

　
）

主
任

技
術

者
監

理
技

術
者 件

千
円

千
円

件
千
円

千
円

22
0,

50
0

千
円

千
円

20
5,

50
0

千
円

千
円

合
計

39
33

7,
00

0
7,

50
0

う
ち

　
元

請
工

事

月
千
円

千
円

小
計

9
23

6,
00

0
7,

50
0

う
ち

　
元

請
工

事

月
令
和

年
年

令
和

4
月

千
円

千
円

年
4

月
令
和

元
年

令
和

元

3
月

千
円

千
円

Ｉ
㈱

四
国

道
路

〃
一

般
国

道
１

０
０

号
線

道
路

改
良

工
事

の
内

カ
ッ

タ
ー

工
事

宮
城

県
仙

台
市

年
2

月
令
和

2
年

3,
80

0
上

田
太

郎
レ

令
和

2

9
月

千
円

千
円

Ｈ
山

田
建

設
㈱

下
請

白
石

川
改

修
工

事
の

内
掘

削
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
9

月
令
和

2
年

4,
20

0
阿

部
三

郎
レ

令
和

2

11
月

千
円

千
円

Ｇ
㈱

令
和

組
元

請
栄

ビ
ル

新
築

工
事

の
内

く
い

打
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
10

月
令
和

2
年

5,
50

0
豊

田
一

郎
レ

令
和

2

1
月

千
円

千
円

Ｆ
㈲

東
北

塗
装

〃
太

白
ア

パ
ー

ト
改

築
工

事
の

内
足

場
仮

設
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
1

月
令
和

2
年

6,
00

0
岡

崎
三

男
レ

令
和

2

5
月

千
円

千
円

Ｅ
㈱

東
北

道
路

〃
道

路
法

面
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
5

月
令
和

2
年

7,
50

0
7,

50
0

半
田

五
郎

レ

令
和

2

山
田

　
潔

3
月

千
円

千
円

Ｄ
㈱

昭
和

建
設

下
請

広
瀬

川
改

修
工

事
の

内
掘

削
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
3

月
令
和

2
年

9,
00

0
津

島
一

平
レ

令
和

2
年

80
,0

00
一

宮
二

郎
レ

令
和

2

（
30

,0
00

）
Ｃ

Ｂ
〃

Ｂ
邸

住
宅

敷
地

盛
土

及
び

基
礎

工
事

宮
城

県
仙

台
市

年
2

月
Ｂ

仙
台

産
業

㈱
〃

仙
台

ビ
ル

新
築

工
事

の
内

外
構

工
事

宮
城

県
仙

台
市

千
円

70
,0

00
上

田
太

郎
レ

令
和

2
4

月
千
円

年
10

月
Ａ

Ａ
元

請
A
邸

新
築

工
事

の
内

足
場

組
立

て
工

事
宮

城
県

仙
台

市

（
７

）
　

工
事

経
歴

書
〔

様
式

第
二

号
〕

　
○

経
営

事
項

審
査

を
受

け
な

い
場

合
の

記
載

例
　

　
　

　
　

※
Ｐ

.
4
5
-
4
9
の

記
載

要
領

を
必

ず
ご

覧
く

だ
さ

い

工
 
事

 
経

 
歴

 
書

10
0,

00
0

江
藤

一
郎

レ
令
和

2

- 40 -

と
び

・
土

工
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

注
文

者

元
請

又
は

下
請

の
別

J
V

の 別
工

　
事

　
名

工
事

現
場

の
あ

る
都

道
府

県
及

び
市

区
町

村
名

配
置

技
術

者
請

負
代

金
の

額
工

　
　

期

氏
　

名

主
任

技
術

者
又

は
監

理
技

術
者
の

別
（

該
当

箇
所

に
ﾚ
印

を
記

載
）

う
ち

、
　

・
P
C

　
・

法
面

処
理

　
・

鋼
橋

上
部

着
工

年
月
日

完
成

又
は

完
成

予
定

年
月

12
月

千
円

千
円

令
和

2
年

決
算

変
更

届
に

添
付

す
る

場
合

は
、

記
載

要
領

３
（２

）に
係

ら
ず

、
記

載

件
数

は
年

間
工

事
高

の
７

割
の

額
に

達
す

る
ま

で
と

し
、

７
割

ま
で

記
載

す

る
と

工
事

件
数

が
2
0件

を
超

え
る

場
合

は
20

件
ま

で
と

す
る

。

各
工

事
現

場
に

置
か

れ
た

配

置
技

術
者

に
つ

い
て

、
該

当

す
る

箇
所

に
レ

印
を

記
載

す
る

。

ペ
ー

ジ
ご

と
の

合
計

を
記

載
す

る
。

最
終

ペ
ー

ジ
に

お
い

て
、

業
種

ご
と

の

す
べ

て
の

工
事

の
合

計
を

記
載

す
る

。

申
請

又
は

届
出

を
す

る
日

の
属

す
る

事
業

年
度

の
前

事

業
年

度
に

完
成

し
た

建
設

工
事

及
び

未
成

工
事

に
つ

い
て

、
元

請
・下

請
を

問
わ

ず
、

完
成

工
事

高
の

大
き

い
順

に
記

載
す

る
。

ど
ち

ら
か

当
て

は
ま

る
方

に
丸

を
付

け
る

。

・
契

約
書

又
は

注
文

書
の

記
載

内
容

に
基

づ
き

、
工

事
名

を
具

体
的

に
記

載
し

ま
す

。

・
そ

も
そ

も
、

工
事

名
は

施
工

内
容

が
容

易
に

イ
メ

ー
ジ

可
能

な
も

の
と

し
て

お
く

必
要

が
あ

り
ま

す
。

・
工

事
名

と
建

設
工

事
の

種
類

と
の

関
連

性
が

分
か

り
に

く
い

場
合

は
、

()
書

き
で

工
事

内
容

の
説

明
を

入
れ

て
く

だ
さ

い
。

・
た

だ
し

、
注

文
者

及
び

工
事

名
の

記
載

に
当

た
っ

て
は

、
個

人
名

が
特

定
さ

れ
な

い
よ

う
に

注
意

す
る

こ
と

（
発

注
者

「
Ａ

」、
工

事
名

「Ａ
邸

新
築

工
事

」の
よ

う
に

記
載

す
る

）。

実
績

が
な

い
場

合
は

「
な

し
」

と
記

載
す

る
。

業
種

ご
と

に
用

紙
を

改
め

る
。

工
事

進
行

基
準

又
は

収
益

認
識

基
準

が

適
用

さ
れ

る
工

事
は

、
そ

の
完

成
工

事
高

を
括

弧
書

で
付

記
す

る
。

ペ
ー

ジ
ご

と
の

完
成

工
事

高
の

合
計

額
(A

～
Ｉの

合
計

額
)

ペ
ー

ジ
ご

と
の

元
請

完
成

工
事

高
の

合
計

額
(A

+
B

+
C

+
G

)

当
該

工
事

の
施

工

中
に

配
置

技
術

者
の

変
更

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
変

更
前

の
者

を
含

む
す

べ
て

の
者

を
記

載
す

る
。

・
契

約
で

の
工

期
で

な
く

実
際

の
着

工
年

月

及
び

引
き

渡
し

た
年

月
を

記
載

し
ま

す
。

営
業

所
の

営
業

所
技

術
者

等
は

原
則

と
し

て
工

事
現

場
の

配
置

技
術

者
と

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

た
だ

し
、

次
の

場
合

は
例

外
的

に
、

工
事

現
場

の
配

置
技

術
者

と
な

っ
て

も
営

業
所

に
常

勤
し

て
い

る
も

の
と

で
き

る
。

・当
該

営
業

所
に

お
い

て
請

負
契

約
が

締
結

さ
れ

た
建

設
工

事
で

あ
っ

て
、

工
事

現
場

の
職

務
に

従
事

し
な

が
ら

実
質

的
に

営
業

所
の

職
務

に
も

従
事

し
う

る
程

度
に

工
事

現
場

と
営

業
所

が
近

接
し

、
当

該
営

業
所

と
の

間
で

常
時

連
絡

を
と

り
う

る
体

制
に

あ
る

場
合

。



○経営事項審査を受ける場合の記載方法

       NO

 YES

 NO

 YES
       　　YES

　NO

NO

 YES
YES

 NO

全体の7割を超えた

完　成　工　事　に　係　る　記　載　終　了　し　て　く　だ　さ　い。

主　な　未　成　工　事　を　記　載　し　て　く　だ　さ　い。

完　　　　　　　　　了

*3 元請７割分に記載した軽微な
　　工事と合わせて10件まで記載
　　してください。

元請工事が7割を超えた

元請工事７割部分に係る記載を終了してください。

元請工事の残りの部分及び下請工事について請負代金の大きい順に記載してください。  *2

*2 元請工事がない場合は、
　  下請工事のみ記載してください。

全体の７割超までに
1,000億円に達した

全体の７割超までに  *3
軽微な工事が１０件に達した

元請工事があるか

元請工事について請負代金の大きい順に記載してください。

元請工事の７割超までに
1,000億円に達した

元請工事の7割超までに
軽微な工事が10件に達した

① 元請工事に係る完成工事について、その請負代金の額の合計額の７割を超えるとこ

ろまで、請負代金の大きい順に記載してください。
② ①に続けて、①以外の元請工事及び下請工事に係る完成工事について全ての完成

工事高の７割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載してください。
③ ②に続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載してください。

工事経歴書（様式第二号）の記載フロー

①、②について

■軽微な工事＊１については合わせて10件まで記載してください。
■請負代金の額の、合計額の1,000億円超部分は記載不要です。

*1 軽微な工事とは、500万円未満（建築一
式は1,500万円未満又は延べ面積150㎡

未満の木造住宅）の工事
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様
式

第
二

号
（
第
二

条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
、
第
十

九
条

の
八

関
係

）

（
建
設
工

事
の
種
類
）

工
事

 
（
　
税
込
　
・
　
税
抜
　
）

主
任

技
術

者
監

理
技

術
者 件

千
円

千
円

件
千

円
千

円

- 42 -

26
3,
50

0
80
,0
00

千
円

千
円

・
・

・
「

軽
微

な
工

事
」

18
8,
70

0
80
,0
00

千
円

千
円

合
計

35
31
0,
00

0
80
,0
00

う
ち

　
元

請
工

事

月
千

円
千

円

小
計

9
22
0,
50

0
80
,0
00

う
ち

　
元

請
工

事

令
和

年
年

木
千

円
千

円
令

和
年

年
木

令
和

令
和

月

3
月

千
円

千
円

年
2

月
令

和
22

年
令

和
22

火
千

円
千

円

宮
城

県
元

請
道

路
法

面
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
火

令
和

年

90
,0
00

80
,0
00

レ

令
和

月
千

円
千

円

（
主
な
未

成
工

事
）

年
月

令
和

年
令

和

4
月

千
円

千
円

年
4

月
令

和
2

年
令

和
2

3
月

千
円

千
円

Ｉ
四
国
道

路
下

請
一

般
国

道
１

０
０
号

線
道

路
改

良
工

事
の

内
カ

ッ
タ

ー
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
2

月
令

和
3

年

3,
80
0

上
田

太
郎

レ

令
和

3

9
月

千
円

千
円

Ｈ
宮
城

県
元

請
C
邸

住
宅

敷
地

盛
土

及
び

基
礎

工
事

宮
城

県
仙

台
市

年
9

月
令

和
2

年

4,
20
0

阿
部

三
郎

レ

令
和

2

11
月

千
円

千
円

Ｇ
㈱
令
和

組
〃

栄
ビ

ル
新

築
工

事
の

内
く

い
打

工
事

宮
城

県
仙

台
市

年
10

月
令

和
2

年

5,
50
0

豊
田

一
郎

レ

令
和

2

1
月

千
円

千
円

Ｆ
㈲
東
北

塗
装

〃
太

白
ア

パ
ー

ト
改

築
工

事
の

内
足

場
仮

設
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
1

月
令

和
2

年

6,
00
0

岡
崎

三
男

レ

令
和

2

5
月

千
円

千
円

Ｅ
令
和
産

業
㈱

〃
仙

台
ビ

ル
新

築
工

事
の

内
外
構

工
事

宮
城

県
仙

台
市

年
5

月
令

和
25

年

7,
50
0

半
田

五
郎

レ

令
和

25

山
田

　
潔

8
月

千
円

千
円

Ｄ
㈱
昭
和

建
設

下
請

広
瀬

川
改
修

工
事
の

内
掘
削

工
事

宮
城

県
仙

台
市

年
7

月
令

和
2

年

9,
00
0

津
島

一
平

レ

令
和

3
年

4,
50
0

一
宮

二
郎

レ
令

和
2

Ｃ
Ｂ

〃
Ｂ

邸
住

宅
敷

地
盛

土
及
び

基
礎

工
事

宮
城

県
仙

台
市

年
11

月
Ｂ

宮
城

県
〃

道
路

法
面

工
事

宮
城

県
仙

台
市

千
円

90
,0
00

90
,0
00

上
田

太
郎

レ
令

和
2

（
80
,0
00
）

（
80
,0
00
）

4
月

千
円

年
10

月
Ａ

Ａ
元

請
A
邸

新
築
工

事
の

内
足

場
組
立

て
工

事
宮

城
県

仙
台

市

○
経

営
事

項
審

査
を

受
け

る
場

合
の

記
載

例
①

（
全

て
の

完
成

工
事

高
の

合
計

額
の

７
割

に
達

し
た

場
合

）

　
※

P
.
4
1
の
フ
ロ
ー
図
、
P
.
4
5
-
4
9
の

記
載

要
領

を
必

ず
ご

覧
く

だ
さ

い

工
 
事

 
経

 
歴

 
書

10
0,
00
0

江
藤

一
郎

レ
令

和
2

と
び

・
土

工
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

注
文
者

元
請

又
は

下
請

の
別

J
V

の 別
工
　

事
　

名
工

事
現

場
の

あ
る

都
道

府
県

及
び

市
区

町
村

名

配
置

技
術
者

請
負

代
金

の
額

工
　

　
期

氏
　

名

主
任

技
術

者
又

は
監

理
技

術
者
の

別
（

該
当

箇
所

に
ﾚ
印

を
記

載
）

う
ち
、

　
・
P
C

　
・
法
面
処
理

　
・
鋼
橋
上
部

着
工

年
月

日
完

成
又

は
完

成
予

定
年

月

12
月

千
円

千
円

令
和

3
年

① 元 請 工 事 に 係 る 完 成 工 事

② ① 以 外 の 元 請 及 び 下 請 に 係 る 完 成 工 事

２
．

記
載

額
が

完
成

工
事

全
体

の
７

割
に

達
し

た
た

め
記

載
終

了

X
Y

Ａ
～

Iの
合

計
額

≧
X

の
7
割

ペ
ー

ジ
ご

と
の

元
請

工
事

に
係

る
完

成
工

事
高

の
合

計
額

(A
+
B

+
C

+
H

)

ペ
ー

ジ
ご

と
の

完
成

工
事

高
の

合
計

額
(A

～
Ｉの

合
計

額
)

ペ
ー

ジ
ご

と
の

合
計

を
記

載
す

る
。

最
終

ペ
ー

ジ
に

お
い

て
、

業
種

ご
と

の
す

べ
て

の
工

事
の

合
計

を
記

載
す

る
。

未
成

工
事

に
つ

い
て

は
、

配
置

技
術

者
の

記
載

は
不

要

業
種

ご
と

に
用

紙
を

改
め

る
。

実
績

が
な

い
場

合
は

「
な

し
」

と
記

載
す

る
。

各
工

事
現

場
に

置
か

れ
た

配
置

技
術

者
に

つ
い

て
、

該
当

す
る

箇
所

に
レ

印
を

記
載

す
る

。

企
業

共
同

体
（J

V
）
と

し
て

行
っ

た
工

事
に

は
「
JV

」
と

記
載

当
該

工
事

の
施

工

中
に

配
置

技
術

者
の

変
更

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
変

更
前

の
者

を
含

む
す

べ
て

の
者

を
記

載
す

る
。

工
事

進
行

基
準

又
は

収
益

認
識

基
準

が
適

用
さ

れ
る

工
事

は
、

そ
の

完
成

工
事

高
を

括
弧

書
で

付
記

す
る

。

③ 主 な 未 成 工 事

１
．

元
請

工
事

に
係

る
完

成
工

事

の
7
割

ま
で

記
載

申
請

又
は

届
出

を
す

る
日

の
属

す
る

事
業

年
度

の
前

事
業

年
度

に
完

成
し

た
建

設
工

事
及

び
未

成
工

事
を

記
載

す
る

。

Ａ
～

C
の

合
計

額
≧

Ｙ
の

7
割

経
審

を
受

け
る

場
合

は
「税

抜
」と

す
る

。

「
注

文
者

」
及

び
「
工

事
名

」
に

記
入

に
際

し
て

は
、
工

事
内

容
が

分
か

る
よ

う
に

具
体

的
に

記
載

す
る

。

た
だ

し
、

個
人

の
氏

名
を

記
載

し
な

い
よ

う
に

注
意

す
る

こ
と

（
発

注
者

「Ａ
」
、

工
事

名
「
Ａ

邸
新

築
工

事
」
の

よ
う

に
記

載
す

る
）
。



様
式

第
二

号
（
第
二
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
、
第
十
九

条
の

八
関

係
）

（
建
設
工
事
の
種
類
）

工
事

 
（
　
税
込
　
・
　
税
抜
　
）

主
任

技
術

者
監

理
技

術
者 件

千
円

千
円

件
千

円
千

円

25
,0
00

千
円

千
円

・
・

・
「

軽
微

な
工

事
」

19
,4
00

千
円

千
円

合
計

52
70
,0
00

う
ち

　
元

請
工

事

月
千

円
千

円

小
計

13
45
,7
00

う
ち

　
元

請
工

事

月
令

和
年

年

5
月

千
円

千
円

年
5

月
令

和
2

年

令
和

令
和

2

5
月

千
円

千
円

Ｍ
明
治
製
作

㈱
〃

県
道
１

２
３
号

線
道

路
側

溝
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
5

月
令

和
2

年

1,
00
0

岡
崎

三
男

レ

令
和

25

5
月

千
円

千
円

Ｌ
㈱
昭
和
建

設
〃

県
道
７

５
８
号

線
道

路
側

溝
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
4

月
令

和
2

年

1,
50
0

岡
崎

三
男

レ

令
和

25

12
月

千
円

千
円

Ｋ
㈱
江
戸
機

械
下

請
 
 
Ｇ
邸

新
築

工
事
の

内
基

礎
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
12

月
令

和
2

年

1,
60
0

豊
田

一
郎

レ

令
和

2

4
月

千
円

千
円

Ｊ
Ｆ

元
請

Ｆ
邸

玄
関

コ
ン

ク
リ
ー

ト
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
4

月
令

和
2

年

1,
70
0

岡
崎

三
男

レ

令
和

2

3
月

千
円

千
円

Ｉ
四
国
道

路
〃

一
般

国
道
１

０
０
号

線
道

路
改

良
工

事
の

内
カ
ッ

タ
ー

工
事

宮
城

県
仙

台
市

年
2

月
令

和
2

年

1,
80
0

上
田

太
郎

レ

令
和

2

9
月

千
円

千
円

Ｈ
中
国
建
築

㈱
〃

一
般

国
道
９

９
号

線
道

路
新

設
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
9

月
令

和
2

年

1,
90
0

阿
部

三
郎

レ

令
和

2

11
月

千
円

千
円

Ｇ
㈱
令
和

組
〃

栄
ビ

ル
新

築
工

事
の

内
く

い
打

工
事

宮
城

県
仙

台
市

年
10

月
令

和
2

年

2,
00
0

豊
田

一
郎

レ

令
和

2

1
月

千
円

千
円

Ｆ
㈲
東
北
塗

装
〃

太
白
ア

パ
ー

ト
改

築
工

事
の

内
足

場
仮
設

工
事

宮
城

県
仙

台
市

年
1

月
令

和
2

年

2,
50
0

岡
崎

三
男

レ

令
和

2

5
月

千
円

千
円

Ｅ
令
和
産
業

㈱
〃

仙
台
ビ

ル
新

築
工

事
の

内
外

構
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
5

月
令

和
25

年

6,
00
0

半
田

五
郎

レ

令
和

25

山
田

　
博

8
月

千
円

千
円

Ｄ
㈱
昭
和
建

設
下

請
広

瀬
川

改
修

工
事
の

内
掘

削
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
7

月
令

和
2

年

8,
00
0

津
島

一
平

レ

令
和

2
年

3,
20
0

一
宮

二
郎

レ
令

和
2

Ｃ
Ｅ

〃
Ｅ

住
宅

敷
地

盛
土

及
び

基
礎
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
2

月
Ｂ

Ｄ
〃

Ｄ
邸

車
止
め

設
置

工
事

宮
城

県
仙

台
市

千
円

4,
50
0

上
田

太
郎

レ
令

和
2

3
月

千
円

年
10

月
Ａ

Ｃ
元

請
Ｃ

邸
新

築
工

事
の

内
足

場
組

立
て

工
事

宮
城

県
仙

台
市

○
経

営
事

項
審

査
を

受
け

る
場

合
の

記
載

例
②

（
全

体
で

軽
微

な
工

事
が

１
０

件
に

達
し

た
場

合
）

 
 
※
P
.
4
1
の
フ
ロ
ー
図
、

P
.
4
5
-
4
9
の

記
載

要
領

を
必

ず
ご

覧
く

だ
さ

い

工
 
事

 
経

 
歴

 
書

12
,0
00

江
藤

一
郎

レ
令

和
2

（
10

,0
00

）

- 43 -

と
び

・
土

工
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

注
文

者

元
請

又
は

下
請

の
別

J
V

の 別
工
　

事
　

名
工

事
現

場
の

あ
る

都
道

府
県

及
び

市
区

町
村

名

配
置

技
術
者

請
負

代
金

の
額

工
　

　
期

氏
　

名

主
任

技
術

者
又

は
監

理
技

術
者
の

別
（

該
当

箇
所

に
ﾚ
印

を
記

載
）

う
ち
、

　
・
P
C

　
・
法
面
処
理

　
・
鋼
橋
上
部

着
工

年
月

日
完

成
又

は
完

成
予

定
年

月

5
月

千
円

千
円

令
和

3
年

① 元 請 工 事 に 係 る 完 成 工 事

② ① 以 外 の 元 請 及 び 下 請 に 係 る 完 成 工 事

２
．

軽
微

な
工

事
が

１
０

件
に

達
し

た
た

め
記

載
終

了

１
．

元
請

工
事

に
係

る
完

成
工

事
の

7
割

ま
で

記
載

B
・
C

＋
F

～
M

の
件

数
≦

１
０

件

申
請

又
は

届
出

を
す

る
日

の
属

す
る

事
業

年
度

の
前

事
業

年
度

に
完

成
し

た
建

設
工

事
及

び
未

成
工

事
を

記
載

す
る

。

工
事

進
行

基
準

又
は

収
益

認
識

基
準

が

適
用

さ
れ

る
工

事
は

、
そ

の
完

成
工

事
高

を
括

弧
書

で
付

当
該

工
事

の
施

工

中
に

配
置

技
術

者
の

変
更

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
変

更

前
の

者
を

含
む

す
べ

て
の

者
を

記
載

す
る

。

ペ
ー

ジ
ご

と
の

完
成

工
事

高
の

合
計

額
(A

～
M

の
合

計
額

)

ペ
ー

ジ
ご

と
の

元
請

完
成

工
事

高
の

合
計

額
(A

+
B

+
C

+
Ｊ)

ペ
ー

ジ
ご

と
の

合
計

を
記

載
す

る
。

最
終

ペ
ー

ジ
に

お
い

て
、

業
種

ご
と

の
す

べ
て

の
工

事
の

合
計

を
記

載
す

る
。

経
審

を
受

け
る

場
合

は
「
税

抜
」
と

す
る

。

業
種

ご
と

に
用

紙
を

改
め

る
。

「
注

文
者

」
及

び
「
工

事
名

」
に

記
入

に
際

し
て

は
、
工

事
内

容

が
分

か
る

よ
う

に
具

体
的

に
記

載
す

る
。

た
だ

し
、

個
人

の
氏

名
を

記
載

し
な

い
よ

う
に

注
意

す
る

こ
と

（発

注
者

「Ａ
」、

工
事

名
「
Ａ

邸
新

築
工

事
」の

よ
う

に
記

載
す

る
）。



様
式

第
二

号
（

第
二

条
、

第
十

三
条

の
二

、
第

十
三

条
の

三
、

第
十

九
条

の
八

関
係

）

（
建

設
工

事
の

種
類

）
工

事
 
（

　
税

込
　

・
　

税
抜

　
）

主
任

技
術

者
監

理
技

術
者 件

千
円

千
円

件
千

円
千

円

と
び

・
土

工
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

注
文

者

元
請

又
は

下
請

の
別

J
V

の 別
工

　
事

　
名

工
事

現
場

の
あ

る
都

道
府

県
及

び
市

区
町

村
名

配
置

技
術

者
請

負
代

金
の

額
工

　
　

期

氏
　

名

主
任

技
術

者
又

は
監

理
技

術
者

の
別

（
該

当
箇

所
に

ﾚ
印

を
記

載
）

う
ち
、

　
・
P
C

　
・
法
面
処
理

　
・
鋼
橋
上
部

着
工

年
月

日
完

成
又

は
完

成
予

定
年

月

4
月

千
円

千
円

令
和

2
年

○
経

営
事

項
審

査
を

受
け

る
場

合
の

記
載

例
③

（
元

請
工

事
で

軽
微

な
工

事
が

１
０

件
に

達
し

た
場

合
）

 
 
※

P
.
4
1
の

フ
ロ

ー
図

、
P
.
4
5
-
4
9
の

記
載

要
領

を
必

ず
ご

覧
く

だ
さ

い

工
 
事

 
経

 
歴

 
書

10
,0

00
東

京
一

郎
レ

令
和

2

（
９

,0
00

）

年
1
0

月
Ａ

Ｃ
元

請
Ｃ

邸
新

築
工

事
の

内
足

場
組

立
て

工
事

宮
城

県
仙

台
市

4,
50

0
愛

知
太

郎
レ

令
和

2
3

月
千

円

Ｃ
Ｅ

〃
Ｅ

住
宅

敷
地

盛
土

及
び

基
礎

工
事

宮
城

県
仙

台
市

年
2

月
Ｂ

Ｄ
〃

Ｄ
邸

車
止

め
設

置
工

事
宮

城
県

仙
台

市
千

円
令

和
2

年

3,
20

0
一

宮
二

郎
レ

令
和

2
3

月
千

円
千

円

Ｄ
㈱

昭
和

建
設

〃
広

瀬
川

改
修

工
事

の
内

掘
削

工
事

宮
城

県
仙

台
市

年
3

月
令

和
2

年

2,
50

0
津

島
一

平
レ

令
和

2
5

月
千

円
千

円

Ｅ
令

和
産

業
㈱

〃
仙

台
ビ

ル
新

築
工

事
の

内
外

構
工

事
宮

城
県

仙
台

市

年
5

月
令

和
2

年

2,
00

0
半

田
五

郎
レ

令
和
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50
,0
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千
円

千
円

・
・

・
「

軽
微

な
工

事
」

30
,7

00

千
円

千
円

合
計

52
65

,0
00

う
ち

　
元

請
工

事

月
千

円
千

円

小
計

13
45

,7
00

う
ち

　
元

請
工

事

① 元 請 工 事 に 係 る 完 成 工 事 ② 下 請 工 事 に 係 る 完 成 工 事

２
．

記
載

額
が

完
成

工
事

全
体

の
7割

に
達

し
た

た
め

記
載

終
了

１
．

軽
微

な
工

事
に

つ
い

て
１

０
件

を
超

え
る

部
分

は
記

載
不

要

B
～

K
の

件
数

≦
１

０
件

ペ
ー

ジ
ご

と
の

元
請

工
事

に
係

る
完

成
工

事
高

の
合

計
（
A

～
K

の
合

計
額
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申
請

又
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届
出
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す

る
日

の
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事
業
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の
前

事
業

年
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に
完

成
し

た
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設
工

事
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び
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成
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。
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の
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は
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容
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分
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に
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す
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た
だ

し
、

個
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の
氏

名
を
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し
な

い
よ
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に
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意
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こ
と

（発
注

者

「
Ａ

」、
工

事
名

「Ａ
邸

新
築

工
事

」の
よ

う
に

記
載

す
る

）。
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記載要領 

１ この表は、法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに作成すること。 

２ 「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。 

３ この表には、申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事（以下「完

成工事」という。）及び申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度末において完成してい

ない建設工事（以下「未成工事」という。）を記載すること。 

記載を要する完成工事及び未成工事の範囲については、以下のとおりである。 

  （１）経営規模等評価の申請を行う者の場合 

   ① 元請工事（発注者から直接請け負った建設工事をいう。以下同じ。）に係る完成工事（工事

進行基準を採用している場合又は会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該

契約から生ずる収益を認識する場合にあっては、完成工事及び未成工事。以下同じ。）について、

当該完成工事に係る請負代金の額（工事進行基準を採用している場合又は会社が顧客との契約に

基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合にあっては、完成工事

高。以下同じ。）の合計額のおおむね７割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載

すること（令第１条の２第１項に規定する建設工事については、10 件を超えて記載することを

要しない。）。ただし、当該完成工事に係る請負代金の額の合計額が 1,000 億円を超える場合に

は、当該額を超える部分に係る完成工事については記載を要しない。 

   ② それに続けて、既に記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事（下請負人として請け負

った建設工事をいう。以下同じ。）に係る完成工事について、すべての完成工事に係る請負代金

の額の合計額のおおむね７割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載すること（令

第１条の２第１項に規定する建設工事については、10 件を超えて記載することを要しない。）。

ただし、すべての完成工事に係る請負代金の額の合計額が 1,000 億円を超える場合には、当該額

を超える部分に係る完成工事については記載を要しない。 

   ③ さらに、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載すること。 

  （２）経営規模等評価の申請を行わない者の場合 

    主な完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載し、それに続けて、主な未成工事につ

いて、請負代金の額の大きい順に記載すること。 

４ 下請工事については、「注文者」の欄には当該下請工事の直接の注文者の商号又は名称を記載し、

「工事名」の欄には当該下請工事の名称を記載すること。 

５ 「元請又は下請の別」の欄は、元請工事については「元請」と、下請工事については「下請」と記

載すること。 

６ 「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのない

よう十分に留意すること。 

７ 「ＪＶの別」の欄は、共同企業体（ＪＶ）として行った工事について「ＪＶ」と記載すること。 

８ 「配置技術者」の欄は、完成工事について、法第 26 条第１項又は第２項の規定により各工事現場に

置かれた技術者の氏名及び主任技術者又は監理技術者の別を記載すること。また、当該工事の施工中

に配置技術者の変更があつた場合には、変更前の者も含むすべての者を記載すること。監理技術者補

佐を置いた場合又は特定専門工事に該当し主任技術者を配置しなかつた場合はその旨を記載するこ

と。 

９ 「請負代金の額」の欄は、共同企業体として行った工事については、共同企業体全体の請負代金の

額に出資の割合を乗じた額又は分担した工事額を記載すること。また、工事進行基準を採用している

場合には、当該工事進行基準が適用される完成工事について、会社が顧客との契約に基づく義務の履

行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合には、当該契約に係る完成工事について、

その完成工事高を括弧書で付記すること。 

10 「請負代金の額」の「うち、PC、法面処理、鋼橋上部」の欄は、次の表の（一）欄に掲げる建設工

事について工事経歴書を作成する場合において、同表の（二） 欄に掲げる工事があるときに、同表の

（三）に掲げる略称に丸を付し、工事ごとに同表の（二）欄に掲げる工事に該当する請負代金の額を

記載すること。 

 
（一） （二） （三） 

土木一式工事 プレストレストコンクリート構造物工事 ＰＣ 
とび・土工・コンクリート工事 法面処理工事 法面処理 

鋼構造物工事 鋼橋上部工事 鋼橋上部 
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○プレストレストコンクリート構造物工事に該当する請負代金の額として記載できる額について 

①入札公告の際の参加資格業種が「プレストレストコンクリート構造物工事」である場合 

請負代金の全額を計上することができる。 

②入札公告の際の参加資格業種が「土木一式工事」である場合 

参加資格業種が「土木一式工事」であり、その中に「プレストレストコンクリート構造物工事」を

含む場合は、当該契約の工事費内訳書等により下記に掲げる工事の工種（注１）について、請負代金

の額を計上の対象とする。 

 
（注１）橋梁、函渠等、プレストレストコンクリート構造物工事に掛かる以下の費用を対象とする。 

・材料費、制作費、施工費 

・附属施設等 

・舗装工 

・作業土工 

・仮設工 

・諸経費相当額 等 

（注２）プレストレストコンクリート構造物工事の請負代金について、経営事項審査を受ける場合で、

直前２年又は直前３年の平均が１億円を超える場合は、入札公告の際の参加資格業種が「プレス

トレストコンクリート構造物工事」である工事については、入札公告等、参加資業種が分かる資

料及び契約書の写し（最終の請負代金がわかるもの）、参加資格業種が「土木一式工事」である工

事については、工事費内訳書等、プレストレストコンクリート構造物工事が明確に判別できる資

料（最終の工事費内訳がわかるもの）を、各一部提出すること。 

    尚、資料の提出は、経営事項審査で２年平均を選択する場合、プレストレストコンクリート構

造物工事の請負代金の合計が２億円に達するまで、３年平均を選択する場合には、プレストレス

トコンクリート構造物工事の請負代金の合計が３億円に達するまでで可とする。（※既に提出した

資料については省略可能） 

 

11 「小計」の欄は、ページごとの完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元請工事に係

る請負代金の額の合計及び 10 により「ＰＣ」、「法面処理」又は「鋼橋上部」について請負代金の額

を区分して記載した額の合計を記載すること。 

12 「合計」の欄は、最終ページにおいて、すべての完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのう

ちの元請工事に係る請負代金の額の合計及び 10 により「ＰＣ」、「法面処理」又は「鋼橋上部」につ

いて請負代金の額を区分して記載した額の合計を記載すること。 
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（７） 工事経歴書〔様式第二号〕 
 

○共通事項 

許可を申請する【受けている（受けようとする）】「建設工事の種類」ごとに、「完成

工事」「未成工事」に分けて記載します。 

許可を申請しない【受けていない（受けようとしない）】建設工事は、「建設工事の

種類」を「その他」として別葉に記載します。 

請負金額が少額であっても、複数の契約を「ほか○件」というように合算して記載

することはできません。 

一定の期間を通じた基本契約や１件の請負契約で複数の工事を施工する場合は、契

約１件に対応する請負金額総額で記載します。このときの「工事名」の欄は、「〇〇〇

〇（施工場所、施設名）ほか○件□□□□（工事の種類）工事」のように記載します。 

１件の請負契約を複数の工種に分割して記載することはできません。附帯工事があ

る場合など１件の請負契約に複数の工種が含まれている場合は、見積書等を参照し、

費用の割合がもっとも大きい工種に対応する「建設工事の種類」に計上してください。 

請負代金は千円未満を切り捨てで記載してください。 

 

○完成工事の記載方法 

 経営事項審査を受けない場合 経営事項審査を受ける場合 

消費税処理方式 税込・税抜どちらでも可 

（会計上採用している消費税処

理方式で記載する。） 

税抜 

【第１段階】   

記載する工事 元請・下請関係なく請負金額が

大きい工事から順に記載する。 

請負金額が大きい元請工事

から順に記載する。 

 次のいずれかの条件に当てはまったら記載を終了する。 

記載を終了する

条件 

☐ 記載した工事の請負金額の

合計が完成工事高の７割を

超える 

☐ 記載件数が２０件に到達す

る 

☐ 記載した元請工事の請負金

額の合計が１，０００億円

を超える 

 

次の条件に該当した場合は

【第２段階】に進む。 

☐ 記載した元請工事の請負金

額の合計が元請完成工事高

の７割を超える 

☐ 軽微な元請工事（※）の記載

件数が１０件に到達する 
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 経営事項審査を受けない場合 経営事項審査を受ける場合 

【第２段階】   

記載する工事  元請・下請関係なく請負金額

が大きい工事から順に記載す

る。 

 次のいずれかの条件に当て

はまったら記載を終了する。 

記載を終了する

条件 

☐ 記載した元請工事及び下請

工事の請負金額の合計が

１，０００億円を超える 

☐ 記載した元請工事及び下請

工事の請負金額の合計が完

成工事高の７割を超える 

☐ 軽微な工事（※）以外の元請

工事及び下請工事を全て記

載した上で、既に記載した

元請工事を含む軽微な工事

の記載件数が１０件に到達

する 

※ 軽微な工事：建築一式工事においては、請負金額１，５００万円未満（消費税を

含んだ金額）又は木造住宅で延面積１５０㎡未満のもの、その他の工事において

は、請負金額５００万円未満（消費税を含んだ金額）のもの。 

 

○未成工事の記載方法 

元請・下請にかかわらず、請負金額の大きい順に記載してください。 

請負金額は、千円未満切り捨てで記載してください。 

記載する件数に制限はありません。主な未成工事を適宜記載してください。 

配置技術者氏名は、記載を要しません。 

 

○記載上の注意点 

工事経歴書は、許可を受けている（新規、業種追加等許可申請書に添付する場合は、

許可を受けようとする）業種ごとに作成する必要があります。 

工事経歴書に記載するのは、建設業の営業（建設工事の完成を請け負う
．．．．．．．

営業）に係

るものが対象です。次の場合は建設業の営業に該当しませんので、記載の対象になり

ません。（損益計算書上も、「兼業事業売上高」に計上します。） 

  産業廃棄物等の収集、運搬業務 

  オペレーターが付かない建設機械のリース 



- 49 - 

 

  樹木の剪定、除草、伐根、伐採 

  除雪 

  道路・河川等の維持管理業務（その一部と認められる修繕・補修を含む） 

  測量、設計、地質調査 

  ビルなどの清掃業務 

  電気設備・消防施設・機械設備の保守点検業務（その一部と認められる修繕・

補修を含む） 

  消耗部品の交換 

  船舶や航空機などの土地に定着しない動産の築造、設備機器取付 

  自社施工 

  工事現場で作業に従事する人員の供出（いわゆる人工出し、常傭契約、応援） 

※ 維持管理業務の名称で契約されたものであっても、工事完成を目的としたも

のが含まれる場合には、当該工事部分を完成工事高に含めることができます。 

（例）○ 側溝新設や境界ブロック据付等による部分改良工事等 

    ○ 新たな植栽工事や樹木育成を目的とした土壌改良・支柱設置、及びそ

れに伴う当該樹木の剪定 

    ○ 造園工事業において「樹木整姿工」は完成工事高に含む 

      なお、工事に準じ技術者配置が義務付けられているものは全額計上可 

 

土木一式工事・建築一式工事は、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物

（建築物）を建設する工事」と定義されています。「総合的な企画、指導、調整」は、

元請が果たすべき役割を示すものであることから、土木一式工事・建築一式工事に計

上できるのは、原則元請として請け負った工事に限られます。 
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（８） 直前３年の各事業年度における工事施工金額〔様式第三号〕 

          （当該用紙下段の記載要領を必ずご覧ください。） 

 

様式第三号（第二条、第十三条の二、第十三条の三関係） 

 

（用紙Ａ４） 

直前３年の各事業年度における工事施工金額 

 
（税込・税抜／単位：千円） 

 
事 業 年 度 

注 文 者 
の 区 分 

許可に係る建設工事の施工金額 その他の建 
設工事の施 
工金額 

 
合  計 土木一式工事 とび土工工事 内装仕上工事 造 園工事 

第４２期 
令和元年 10 月１日から 
 
令和 2年 9月 30日まで 

元 
請 

公 共 1,178,701        0        0      0 1,178,701 

民 間 46,894         0     1,213          0    48,107 

下  請         0   136,346         0        500   136,846 

計 1,225,595   136,346     1,213        500 1,363,654 

第４３期 
令和2年 10月 1日から 
 
令和 3年 9月 30日まで 

元 
請 

公 共 1,171,988         0         0         0         0 1,171,988 

民 間    46,627    31,727     1,941    12,550         0    92,845 

下  請         0    51,608         0     2,013         0    53,621 

計 1,218,615    83,335     1,941    14,563         0 1,318,454 

第４４期 
令和3年 10月 1日から 
 
令和 4年 9月 30日まで 

元 
請 

公 共 1,272,898         0                0         0 1,272,898 

民 間    50,486     2,041            12,621         0    65,148 

下  請         0    85,157                 0    13,320    98,477 

計 1,323,384    87,198            12,621    13,320 1,436,523 
 第  期 
令和 年 月 日から 
 
令和 年 月 日まで 

元 
請 

公 共       

民 間       

下  請       

計       

第  期 
令和 年 月 日から 
 
令和 年 月 日まで 

元 
請 

公 共       

民 間       

下  請       

計       

第  期 
令和 年 月 日から 
 
令和 年 月 日まで 

元 
請 

公 共        

民 間       

下  請       

計       

 
 
記載要領 

１ この表には、申請又は届出をする日の直前３年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金の額を記載すること。 
２ 「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。 
３ 「許可に係る建設工事の施工金額」の欄は、許可に係る建設工事の種類ごとに区分して記載し、「その他の建設工事の

施工金額」の欄は、許可を受けていない建設工事について記載すること。 
４ 記載すべき金額は、千円単位をもつて表示すること。 

 ただし、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第６号に規定する大会社にあっては、百万円単位をもつて表示する
ことができる。この場合、「（単位：千円）」とあるのは「（単位：百万円）」として記載すること。 

５ 「公共」の欄は、国、地方公共団体、法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を
除く。）及び第 18 条に規定する法人が注文者である施設又は工作物に関する建設工事の合計額を記載すること。 

６ 「許可に係る建設工事の施工金額」に記載する建設工事の種類が５業種以上にわたるため、用紙が２枚以上になる場
合は、「その他の建設工事の施工金額」及び「合計」の欄は、最終ページにのみ記載すること。 

７ 当該工事に係る実績が無い場合においては、欄に「０」と記載すること。 

様式第二号にあわせて税込か税抜に丸を

付す。経営事項審査を受ける場合は、税抜

となる。 

＜記載要領補足＞ 

・許可を受けている建設工事（新規・業種追加等許可申請書に添付する場合には、許可を受けようとする建設工事

を含む）の種類ごとに区分して記載する。 

 許可を受けていない（受けようとしない）建設工事については、「その他の建設工事」として記載する。 

一部廃業届出をした場合は、廃業した業種の建設工事についても「その他の建設工事」として記載する。 

・千円未満は切り捨てで記載する。 

・新規設立法人で決算期が到来していない業者については、「決算未到来」と記載する。 

＜注意事項＞ 
  既に税込額で決算変更届を提出している事業者が経営事項審査を受ける場合は、決算変更届について訂正届出書（P.126） 

を提出する必要があります（免税事業者除く）。 
なお、経営事項審査については、土木部事業管理課へお問い合わせください。 

許可申請の申請直前の３年分を決算期別に記入する。 

財務諸表の 
完成工事高と

一致する。 

第４３期中に造園工事業を追加した場合。 

第４２期までの造園工事の施工金額は、

「その他の建設工事」として記載する。 

第４４期中に内装仕上工事業を廃業した

場合。 

第４４期以降の内装仕上工事の施工金額

は、「その他の建設工事」として記載する。 
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直前３年に課税期と免税期が混在する場合の記載例（※） 

 

様式第三号（第二条、第十三条の二、第十三条の三関係） 

 

（用紙Ａ４） 

 直前３年の各事業年度における工事施工金額 

 
（税込・税抜／単位：千円） 

 
事 業 年 度 

注 文 者 
の 区 分 

許可に係る建設工事の施工金額 その他の建 
設工事の施 
工金額 

 
合  計 内装仕上工事 造 園工事 工事 工事 

第４２期（免税） 
令和元年 10 月１日から 
 
令和 2年 9月 30日まで 

元 
請 

公 共 0  0    0  0  

民 間 1,123  2,330    0  3,543  

下  請   0  0    0  0  

計 1,213  2,330    0  3,543  

第４３期（税抜） 
令和2年 10月 1日から 
 
令和 3年 9月 30日まで 

元 
請 

公 共 0  0    0  0  

民 間 1,941  2,550    0  4,491  

下  請 0  2,013    0  2,013  

計 1,941  4,563    0  6,504  

第４４期（税込） 
令和3年 10月 1日から 
 
令和 4年 9月 30日まで 

元 
請 

公 共 0  0    0  0  

民 間 0  12,621    0  12,621  

下  請 0  0    3,320  3,320  

計 0  12,621    3,320  15,941  
 第  期 
令和 年 月 日から 
 
令和 年 月 日まで 

元 
請 

公 共      (1,449) 

民 間       

下  請       

計       

第  期 
令和 年 月 日から 
 
令和 年 月 日まで 

元 
請 

公 共       

民 間       

下  請       

計       

第  期 
令和 年 月 日から 
 
令和 年 月 日まで 

元 
請 

公 共        

民 間       

下  請       

計       

 

 

 

 

 

 

 

どちらにも丸は付さない。 

課税期は第○期（税抜）

として税抜額を記載す

る。免税期は第○期（免

税）として税込額を記載

する。 

許可を受けている建設工事（新規・業種追加等許可申請書に添付する場合には、

許可を受けようとする建設工事を含む）の種類ごとに区分して記載する。 
許可を受けていない（受けようとしない）建設工事については、「その他の建設

工事」として記載する。 

用紙が２枚以上になる場合 
は、その他の建設工事及び 
合計は最終ページに記入する。 

許可申請の申請直前の３年分を決算期別に記入する。 

 
＜注意事項＞ 
（１）経営事項審査を受けない方で、会社の決算が消費税込み処理方式による場合はすべて税込額で記載して下さい。 
 
（２）これまで経営事項審査を受けていない方が、経営事項審査を受けようとする場合、本頁の記載方法（直近の１年分を税 

抜にして上記の混在する記載方法）をするのではなく、直近３期分の工事施工金額を全て税抜にして決算変更届を提出して 

ください。 
 
（３）既に税込額で決算変更届を提出している事業者が経営事項審査を受ける場合は、決算変更届について訂正届出書（P.126） 

を提出する必要があります（免税事業者除く）。 
なお、経営事項審査については、土木部事業管理課へお問い合わせください。 

税込みの場合は、消費税

額を（ ）朱書きする。 

財務諸表の 
完成工事高と

一致する。 



（９）使用人数　〔様式第四号〕
（当該用紙下段の記載要領を必ずご覧ください。）

（用紙Ａ４）

建設業法第７条第２号
イ、ロ若しくはハ又は
同法第15条第２号イ若
しくはハに該当する者

その他の技術関係使用人

本　店 １０人 ５人 ３人 １８人

古 川 支 店 ２人 ２人 １人 ５人

合        計 １２人 ７人 ４人 ２３人

様式第四号（第二条、第十三条の二、第十三条の三関係）

記載要領
  １　この表には、法第５条の規定（法第17条において準用する場合を含む。）に基づく許可の申請の場合
　　は、当該申請をする日、法第11条第３項（法第17条において準用する場合を含む。）の規定に基づく届
　　出の場合は、当該事業年度の終了の日において建設業に従事している使用人数を、法第17条の２の規定
　　に基づく認可の申請の場合は、譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割した後に、法第17条の３の規定に
　　基づく認可の申請の場合は、相続の認可を受けた後に建設業に従事する予定である使用人数を、営業所
　　ごとに記載すること。
  ２　「使用人」は、役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用された者（申請者が法人の
　　場合は常勤の役員を、個人の場合はその事業主を含む。）をいう。
  ３　「その他の技術関係使用人」の欄は、法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第２号イ若しく
　　はハに該当する者ではないが、技術関係の業務に従事している者の数を記載すること。

令和　　　年　　　月　　　日

使　　用　　人　　数

営 業 所 の 名 称

技　術　関　係　使　用　人

事務関係使用人 合　　　計

主任技術者等として各工事現場に配置

することができる者及び営業所技術者等

の合計を記載します。

その他常時雇用となっていて

工事作業に従事する者の数を

記載します。

法人で兼業がある場合には、建設

業以外に従事する職員を除くこと。

別紙二（１）及び別紙二（２）

に記載した順に記載する。

○法人の場合、役員を含む。ただし、監査役は含めない。

○個人の場合、事業主を含む。

○兼業に従事する者、パート、アルバイト職員は除く。

○新規申請等の場合は、申請時点の人数

○決算の変更届出書に添付する場合は、決算期末日の人数
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（１０）　誓約書〔様式第六号〕

　　　　　　（当該用紙下段の記載要領を必ずご覧ください。）

様式第六号（第二条、第十三条の二、第十三条の三関係）

宮　城　県　知事 殿

記載要領

については、不要のものを消すこと。

（用紙Ａ４）

誓　　　　約　　　　書

令和　○　年　○　月　○　日

宮城県仙台市青葉区本町３－８－１

株式会社　仙　台　建　設　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  代表取締役　仙　台　太　郎　

地方整備局長

北海道開発局長

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の役員等及び建設業法施行令第３条に

規定する使用人並びに法定代理人及び法定代理人の役員等は、建設業法第８条各号
（同法第17条において準用される場合を含む。）に規定されている欠格要件に該当し
ないことを誓約します。

本文は消さない

不要のものを消す

申 請 者

譲 受 人

合併存続法人 、

分割承継法人

申 請 者

譲 受 人

合併存続法人

分割承継法人

申 請 者

譲 受 人

合併存続法人 、

分割承継法人

「 申 請 者

譲 受 人

合併存続法人 、

分割承継法人 」

「 地方整備局長

北海道開発局長

知事 」

申 請 者

譲 受 人

合併存続法人

分割承継法人

◎記載前に必ず確認！！
取締役、顧問、相談役、株主、支配人、支店長、個人事業主等が、法第８条の欠格要件に該当していないか、必ず確認すること。

許可後に欠格要件に該当していることが判明した場合は、不正の手段により許可を受けた場合に該当し、建設業許可が取り消さ

れ、その後５年間許可を受けることができなくなる可能性があります。

【法第８条の欠格要件の主な例】 ※必ず法律で詳細を確認すること

○禁錮以上の刑に処せられた者（又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者）

※執行猶予が付された場合も該当

○刑法等の罪を犯したことにより罰金刑に処せられた者（又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者）

○暴力団員（又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者）
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（１１）　常勤役員等証明書〔様式第七号〕
　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

（１）　下記の者は、建設業に関し、次のとおり第７条第１号イ　　　　　に掲げる経験を有することを証明します。

代表取締役

昭和　６０年　１０　月から　平成　１６年　　４月まで　満　１８　年　７　月

役　員

（例）

土木工事業　平成１６年６月２５日　許可

　　　　　　　宮城県仙台市本町３－８－１
　　　　　　　　株式会社　仙　台　建　設

（２）　下記の者は、許可申請者 で第７条第１号イ に該当する者であることに相違ありません。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】

元号〔令和R、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

◎【変　　更　　前】

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

備考
　　常勤役員等の略歴については、別紙による。

　　　　　　　　　（注１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注２）

常勤役員等（経 営 業 務 の 管 理 責 任 者 等）証 明 書

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考
宮城県知事（般－１６）第１２３４５号

様式第七号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

令和　○　年　○　月　○　日

地方整備局長 宮城県仙台市本町３－８－１
北海道開発局長 申請者 株式会社　仙　台　建　設

令和　○　年　○　月　○　日

証明者 代表取締役　仙　台　太　郎　　印

の常勤の役員
本 人
の 支 配 人

宮　城　県　知事 届出者 　　　　　　　　　代表取締役　仙　台　太　郎

項 番 3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

１ ７ 3

11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

許 可 番 号 １ ８ 0 4

3 5 10

3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮城県知事 特

記

3

氏名のフリガナ １ ９ セ ン

0 8 月 2 5 日5 号 令和 0 1 年第 0 1 2

18

氏 名 ２ ０ 仙 台 太 郎

3 5 10 13 14 16

月 2 2 日

住 所 　　宮城県多賀城市鶴ヶ谷１－４－１

Ｓ 3 0 年 0 5生 年 月 日

18

氏 名 ２ １

3 5 10 13 14 16

月 日年生 年 月 日

被証明者１人につき、証
明者別に作成する。

証明者が同一である場合で、被証明者
の経験期間が休職又は出向等によって
中断している場合は、当該経験期間を
２段書きにして１枚の証明書で証明
することができる。

正当な理由によりこの方法による
ことが出来ない場合は「備考」の欄に
理由を記入して、当該事実を証明
できる他の者（当時の取締役、本人
が証明）の証明を得ること。

代表取締役、取締役
事業主、支配人等の
役職名を記載する。

１１

証明者が申請者以外の
建設業者である場合は、
許可番号、許可年月日、
許可業種を記載する。

経験年数は実際の経験
年数ではなく、確認資料
で証明できる年数と一致
させること。

証明者は、証明し
ようとする期間被
証明者が在職して
いた法人の代表者
又は個人の事業主
とする（注２）。

右詰めで記入し左余白
は必ず“０”で埋める。

複数の許可を受けて
いる場合は、最も古い
ものを記入する。

１ 新規申請の場合
２ 現在証明されている常勤役員等を変更する

場合
３ 更新、業種追加、般特新規を申請する場合

①申請人が法人の場合
②申請人が個人の場合
③申請人が個人で支配人を

置いている場合
①
②
③

区分が変更の場合
は、変更年月日を
記載する。

大臣…………００
宮城県知事…０４

姓の最初から２
文字を記入

身元（身分）証明書
の字で記入。

0 4

許可申請書に添
付する場合は下
段を、それ以外の
場合は上段を消
す。

（１）

（２）

（３）

（１）

（２）

（３）
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（１２）常勤役員等の略歴書〔様式第七号別紙〕
　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

記載要領

※　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

氏　名　 仙　台　　太　郎   

　上記の通り相違ありません。

　 令和　　○　年　　○　月　　○　日

罰

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

　　な　　し
賞

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

歴 至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　Ｈ１３ 年　４月　  １日
　　　　　　　　　　   専務取締役　統括本部長

自　Ｈ１５ 年　３月　３１日

自　Ｈ１５ 年　４月　　１日
　　　　　　　　　　   代表取締役　　現在に至る

至　　　　　年　　　月　　　日

自　Ｈ７　  年　 ４月　  １日
　　　　　　　　　　　 取締役　石巻支店長

至　Ｈ１０　年　 ３月  ３１日

自　Ｈ１０　年　 ４月　  １日
　　　　　　　　　　　 常務取締役　総務部長

至　Ｈ１３　年　　３月 ３１日

自　Ｓ６０ 年　 ４月　 １日
　　　　　　　　　　　 取締役　大河原支店長

自　Ｈ２　 年　 ３月  ３１日

職 自　Ｈ２　  年　 ４月　　１日
　　　　　　　　　　　 取締役　大崎支店長

至　Ｈ７ 　 年　 ３月  ３１日

職　　　　　　　　  名 　　代　表　取　締　役

期　　　　　　間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

自　Ｓ４８ 年　 ４月　 １日
（株）仙台建設入社　　 本店営業部勤務

自　Ｓ６０ 年　 ３月  ３１日

現 住 所 　　宮城県多賀城市鶴ヶ谷１－４－１

氏 名 　　仙　台　　太　郎 生 年 月 日 Ｓ　３０　　年　　　５　月　　２２　日生

別紙
（用紙Ａ４）

常勤役員等の略歴書

建設業の経営経験が明らかになるように記載

する。

現在に至るまでの職

歴を記入する。

※様式第七号で示し

た経営業務の管理責

任者等としての期間に

ついては、特に具体

的に示すこと。

施行規則第７条１号イに規定する常勤役員等について記載すること。

◎記載前に必ず確認！！
取締役、顧問、相談役、株主、支配人、支店長、個人事業主等が、法第８条の欠格要件に該当していないか、必ず確認すること。

許可後に欠格要件に該当していることが判明した場合は、不正の手段により許可を受けた場合に該当し、建設業許可が取り消され、

その後５年間許可を受けることができなくなる可能性があります。

【法第８条の欠格要件の主な例】 ※必ず法律で詳細を確認すること

○禁錮以上の刑に処せられた者（又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者）

※執行猶予が付された場合も該当

○刑法等の罪を犯したことにより罰金刑に処せられた者（又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者）

○暴力団員（又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者）
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適正な経営体制の確認資料（規則第７条１号イ該当の場合） 

新 
 
 
 

規 
 

・ 
 

追 
 
 
 

加 

１ 常勤性を証明するものとして、法人はイ→ロ→ハ→ニの順に次のいずれか（個人事業主はニによる） 
 イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写又は７０歳以上被用者標準報酬月額相当額決定

のお知らせ 
 ロ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写 
 ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写 
 ニ 確定申告書→法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写 
        →個人においては所得税確定申告書の表紙の写及び第二表の写 
  ※標準報酬月額の確認を行います。 
  ※出向の場合には別途確認資料が必要となります。次ページを御参照ください。 

※現住所が勤務を要する営業所の所在地から遠距離にある場合（通勤時間が標準的な通勤経路におい

て概ね２時間を超える場合）は、（公共交通機関利用の場合は）通勤定期券、（車通勤の場合は）通勤

経路図（所要時間を明記して作成）及び高速料金領収証、ＥＴＣの利用明細書等の資料（写）を追加

で提出していただきます。 
２ 役職名及び経験年数を確認するもの 
 イ 法人の役員にあっては、役員を経験した法人の登記事項証明書又は閉鎖した役員欄の謄本（期間分） 

なお、更新の場合で経営業務の管理責任者に変更がない場合は確認資料不要。 
 ロ 令第３条に規定する使用人にあっては、期間分の建設業許可申請書（表紙（電子申請システムによる

届出の場合は、加えて申請・届出送信記録票）及び様式第一号）及び変更届出書（着任時と退任時の

様式第二十二号の二）の副本の写（土木事務所等の受付印が確認できないものは不可。） 
 ハ 個人の場合は経営経験を証明する期間分の確定申告書の写 

ニ 執行役員等（※）で申請する場合の確認資料（①～④の要件を全て満たす必要があります。） 
※取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の 
委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、 
代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した者。 

①執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認

するための書類 
組織図（写） 

②業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類 
業務分掌規程（写） 

③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、か

つ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締

役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類 
定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録

のいずれか（写） 
④執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類 
 取締役会の議事録、人事発令書のいずれか（写） 

ホ 経営業務補佐経験で申請する場合の確認資料（①～③の要件を全て満たす必要があります。） 
①被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理

事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次

ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類 
組織図（写） 

②被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類 
業務分掌規程、過去の稟議書のいずれか（写）  

③補佐経験の期間を確認するための書類 
人事発令書（写） 

３ 法第 7 条第 1 号（規則第７条第１号イ）の期間を証明するものとして次のいずれか 
 イ 変更届出書（決算報告）の表紙（電子申請システムによる届出の場合は、加えて申請・届出送信記録

票）及び直前三年の各事業年度における工事施工金額［様式第三号］（期間分）の写 
ロ 工事請負契約書、又は、注文書等（期間分）の写（工事請書のみの提出は不可。また、注文者の署名

又は押印のないものや担当者の押印のみの契約書・注文書等は不可。） 
ハ 発注証明書、領収書又は請求書及び入金確認書の写（期間分） 

被保険者等記号・番号に 
マスキングをすること。 
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更 
新 常勤性を証明するものとして上記１のイ→ロ→ハ→ニの順にいずれか 

（注１）変更する場合の確認資料は「新規・追加」と同様 
（注２）確認資料として令和６年１２月以前に税務署へ提出した確定申告書を提出する場合は、収受日      

付印の押なつがあるものを提出してください。 
 また、電子申告により確定申告を行っている場合には、税務署の受信通知を添付してください。 

（注３）経験年数については、概ね四半期に１件程度の工事を確認します。 
（工期の始期及び終期が属する四半期を含めてカウントします。） 
変更届出書（決算報告）で証明する場合は、決算日までの工期が属する工事が対象となります。 

    なお、他法令（電気工事士法、消防法等）により無資格者による施工が認められていない場合

は、資格を有しない者の実務経験を認めることはできません。さらに、電気工事業の営業に当た

っては、電気工事業の業務の適正化に関する法律（昭和４５年法律第９６号）第３条の規定によ

り登録を受けなければならないため、登録を受けて営業した期間又は、登録を受けた営業所に従

事した期間のみ経験年数として認めますので、同法第 7 条に基づく登録証の写しを提出してくだ

さい。 
    また、建設リサイクル法施行後の解体工事の経験は、土木工事業、建築工事業、もしくは解

体工事業許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験年

数として認めます。 
（注４）必要に応じて、上記資料以外の資料を確認する場合があります。 
（注５）確認資料について不明な点がある場合には、事前にお問い合わせください。 
（注６）宮城県知事許可において、過去に建設業法第７条第１号（規則第７条第１号イ）に規定され

る常勤役員等（令和２年９月３０日以前における経営業務の管理責任者）として証明された者

を再度証明する場合の特例 

今回の申請（届出）に添付する常勤役員等証明書（様式第七号）と、過去に証明された常勤

役員等証明書（様式第七号）（令和２年９月３０日以前における経営業務の管理責任者証明書

（様式第７号））の記載内容が同一である場合、上記の「２ 役職名及び経験年数を確認するも

の」及び「３ 法第 7 条第 1 号（規則第７条第１号イ）の期間を証明するもの」に関する資料

の提出を省略することができます。 

その際、過去に提出した常勤役員等証明書（様式第七号）（令和２年９月３０日以前における

経営業務の管理責任者証明書（様式第７号））の副本の写し及び、それらの書類を提出した際の

過去の建設業許可申請書（様式第一号）又は変更届出書（様式第二十二号の二）の副本の写し

（土木事務所の受付印が確認できないものは不可。）を確認資料として添付してください。 

   ※資料の提出を省略するものであり、審査を省略するものではありません。 

   ※宮城県知事許可業者以外で常勤役員等として証明された者の場合は、資料の提出を省略する

ことができません。 

（注７）資料の提出に関し「いずれか」と記載がある項目についても、提出された資料で要件を満た

していることが確認できない場合は追加で資料の提出を求めますので、用意できる資料につい

てはあらかじめ持参するようお願いいたします。 

（注８）出向者についても規則第７条第１号に定める常勤役員等（経営業務の管理責任者）及び営業

所技術者等にすることができます。その場合は、通常の常勤性の確認資料のほかに、次に挙げ

る確認資料も用意するようお願いいたします。 

    なお、原則として出向者を工事現場の配置技術者とすることはできません。 

    

出向者の常勤性を確認するための追加資料 

   ・ 出向契約書・覚書の写し（契約書等に出向者の氏名が記載されていない場合は出向命令書

又は辞令） 

   ・ 賃金相当分の負担先（出向元又は出向先）が確認できるもの 

   ・ 所属企業の雇用証明書の写し、又はマイナ保険証の資格情報（マイナポータルから出力し

たもので、事業所名と資格取得年月日の記載があり、引き続き在職している場合に限る。） 

   ・ 出向先の出勤簿の写し 



（１３）　常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書〔様式第七号の二〕
　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

（１）　下記の者は、次のとおり第７条１号ロ　　　　　に掲げる経験を有することを証明します。

取締役

平成　3０年　４　月から　令和　２年　　３月まで　満　２　年　　月

役　員

（例）

土木工事業　平成１６年６月２５日　許可

　　　　　　　宮城県仙台市本町３－８－１
　　　　　　　　株式会社　仙　台　建　設

（２）　下記の者は、許可申請者 で第７条第１号ロ に該当する者であることに相違ありません。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】

元号〔令和R、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

◎【変　　更　　前】

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

備考
　　常勤役員等の略歴については、別紙による。

　　　　　　　　　（注１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注２）

日年生 年 月 日

18

氏 名 ２ １

3 5 10 13 14 16

月

2 日

住 所 　　宮城県多賀城市鶴ヶ谷１－４－１

Ｓ 3 1 年 0 5生 年 月 日

18

氏 名 ２ ０ 仙 台 一 郎

3 5 10 13 14 16

月 2

記

3

氏名のフリガナ １ ９ セ ン

0 8 月 2 5 日5 号 令和 0 1 年第 0 1 2許 可 番 号 １ ８ 0 4

3 5 10

3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮城県知事 特

11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

宮　城　県　知事 届出者 代表取締役　仙　台　太　郎

項 番 3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

１ ７ 3

令和　○　年　○　月　○　日

地方整備局長 宮城県仙台市本町３－８－１
北海道開発局長 申請者 株式会社　仙　台　建　設

令和　○　年　○　月　○　日

証明者 代表取締役　仙　台　太　郎　　印

の常勤の役員
本 人
の 支 配 人

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考
宮城県知事（般－１６）第１２３４５号

様式第七号の二（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

（第一面）

被証明者１人につき、
証明者別に作成する。

証明者が同一である場合で、被証明者
の経験期間が休職又は出向等によって
中断している場合は、当該経験期間を
２段書きにして１枚の証明書で証明
することができる。

正当な理由によりこの方法による
ことが出来ない場合は「備考」の欄に
理由を記入して、当該事実を証明
できる他の者（当時の取締役、本人
が証明）の証明を得ること。

代表取締役、取締役
事業主、支配人等の
役職名を記載する。

１１

証明者が申請者以外の
建設業者である場合は、
許可番号、許可年月日、
許可業種を記載する。

役員等としての経験を有した期間を
記載する（注１）。
証明者が証明できる期間。

右詰めで記入し左余白
は必ず“０”で埋める。

複数の許可を受けて
いる場合は、最も古い
ものを記入する。

１ 新規申請の場合
２ 現在証明されている常勤役員等を変更する場合
３ 更新、業種追加、般特新規を申請する場合

（変更を伴わない場合）

①申請人が法人の場合
②申請人が個人の場合
③申請人が個人で支配人を

置いている場合
①
②
③

区分が変更の場合
は、変更年月日を
記載する。

大臣…………００
宮城県知事…０４

姓の最初から２
文字を記入

身元（身分）証明書の
字で記入。

0 4

許可申請書に添
付する場合は下
段を、それ以外の
場合は上段を消
す。

（１）

（２）

（１）

（２）

証明者は、証明し
ようとする期間被
証明者が在職して
いた法人の代表者
又は個人の事業主
とする（注２）。

- 58 -



（１３）　常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書〔様式第七号の二〕
　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

（３）　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の財務管理の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものであることに相違ありません。

殿

財務部長

平成　２７年　４　月から　令和　２年　　３月まで　満　５　年　　月

社　員

（例）

土木工事業　平成１６年６月２５日　許可

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

元号〔令和R、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

◎【変　　更　　前】

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

　　　　　　　　　（注１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注２）

令和　○　年　○　月　○　日

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考
宮城県知事（般－１６）第１２３４５号

様式第七号の二（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

（第二面）

地方整備局長 宮城県仙台市本町３－８－１
北海道開発局長 申請者 株式会社　仙　台　建　設

宮　城　県　知事 届出者 　  代表取締役　仙　台　太　郎

11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

申 請 又 は 届
出 の 区 分

２ ２ 1

許 可 番 号 ２ ３ 0 4

3 5 10

3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮城県知事 特

記

3

氏名のフリガナ ２ ４ セ ン

0 8 月 2 5 日5 号 令和 0 1 年第 0 1 2

18

氏 名 ２ ５ 仙 台 二 郎

3 5 10 13 14 16

月 2 2 日

住 所 　　宮城県多賀城市鶴ヶ谷１－４－１

Ｓ 3 2 年 0 5生 年 月 日

18

氏 名 ２ ６

3 5 10 13 14 16

月 日年生 年 月 日

被証明者１人につき、
証明者別に作成する。

証明者が同一である場合で、被証明者
の経験期間が休職又は出向等によって
中断している場合は、当該経験期間を
２段書きにして１枚の証明書で証明
することができる。

正当な理由によりこの方法による
ことが出来ない場合は「備考」の欄に
理由を記入して、当該事実を証明
できる他の者（当時の取締役、本人
が証明）の証明を得ること。

１１

建設業の財務管理の業務経験
を有した期間を記載する（注１）。
証明者が証明できる期間。

右詰めで記入し左余白
は必ず“０”で埋める。

複数の許可を受けて
いる場合は、最も古い
ものを記入する。

１ 新規申請の場合
２ 現在証明されている常勤役員等を直接に

補佐する者を変更する場合
３ 更新、業種追加、般特新規を申請する場合

（変更を伴わない場合）

区分が変更の場合
は、変更年月日を
記載する。

大臣…………００
宮城県知事…０４

姓の最初から２
文字を記入

身元（身分）証明書の
字で記入。

0 4

常勤役員等を補佐する者は、同一の者が複
数の常勤役員等を直接に補佐する者を兼ね
る場合であっても、それぞれの業務経験ごと
に作成する。
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（１３）　常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書〔様式第七号の二〕
　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の労務管理の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものであることに相違ありません。

殿

総務部長

平成　２７年　４　月から　令和　２年　　３月まで　満　５　年　　月

社　員

（例）

土木工事業　平成１６年６月２５日　許可

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

元号〔令和R、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

◎【変　　更　　前】

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

　　　　　　　　　（注１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注２）

日年生 年 月 日

18

氏 名 ３ ０

3 5 10 13 14 16

月

2 日

住 所 　　宮城県多賀城市鶴ヶ谷１－４－１

Ｓ 3 3 年 0 5生 年 月 日

18

氏 名 ２ ９ 仙 台 三 郎

3 5 10 13 14 16

月 2

記

3

氏名のフリガナ ２ ８ セ ン

0 8 月 2 5 日5 号 令和 0 1 年第 0 1 2許 可 番 号 ２ ３ 0 4

3 5 10

3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮城県知事 特

11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

申 請 又 は 届
出 の 区 分

２ ７ 1

令和　○　年　○　月　○　日

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考
宮城県知事（般－１６）第１２３４５号

様式第七号の二（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

（第三面）

地方整備局長 宮城県仙台市本町３－８－１
北海道開発局長 申請者 株式会社　仙　台　建　設

宮　城　県　知事 届出者     代表取締役　仙　台　太　郎

被証明者１人につき、
証明者別に作成する。

証明者が同一である場合で、被証明者
の経験期間が休職又は出向等によって
中断している場合は、当該経験期間を
２段書きにして１枚の証明書で証明
することができる。

正当な理由によりこの方法による
ことが出来ない場合は「備考」の欄に
理由を記入して、当該事実を証明
できる他の者（当時の取締役、本人
が証明）の証明を得ること。

１１

建設業の労務管理の業務経験
を有した期間を記載する（注１）。
証明者が証明できる期間。

右詰めで記入し左余白
は必ず“０”で埋める。

複数の許可を受けて
いる場合は、最も古い
ものを記入する。

１ 新規申請の場合
２ 現在証明されている常勤役員等を直接に

補佐する者を変更する場合
３ 更新、業種追加、般特新規を申請する場合

（変更を伴わない場合）

変更の場合は、変
更年月日を記載す
る。

大臣…………００
宮城県知事…０４

姓の最初から２
文字を記入

身元（身分）証明書の
字で記入。

0 4

常勤役員等を補佐する者は、同一の者が複
数の常勤役員等を直接に補佐する者を兼ね
る場合であっても、それぞれの業務経験ごと
に作成する。
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（１３）　常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書〔様式第七号の二〕
　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の業務運営の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものであることに相違ありません。

殿

業務部長

平成　２７年　４　月から　令和　２年　　３月まで　満　５　年　　月　

社　員

（例）

土木工事業　平成１６年６月２５日　許可

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

元号〔令和R、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

◎【変　　更　　前】

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

　　　　　　　　　（注１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注２）

日年生 年 月 日

18

氏 名 ３ ４

3 5 10 13 14 16

月

2 日

住 所 　　宮城県多賀城市鶴ヶ谷１－４－１

Ｓ 3 4 年 0 5生 年 月 日

18

氏 名 ３ ３ 仙 台 四 郎

3 5 10 13 14 16

月 2

記

3

氏名のフリガナ ３ ２ セ ン

0 8 月 2 5 日5 号 令和 0 1 年第 0 1 2許 可 番 号 ２ ３ 0 4

3 5 10

3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮城県知事 特

11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

申 請 又 は 届
出 の 区 分

３ １ 1

令和　○　年　○　月　○　日

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考
宮城県知事（般－１６）第１２３４５号

様式第七号の二（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

（第四面）

地方整備局長 宮城県仙台市本町３－８－１
北海道開発局長 申請者 株式会社　仙　台　建　設

宮　城　県　知事 届出者     代表取締役　仙　台　太　郎

被証明者１人につき、
証明者別に作成する。

証明者が同一である場合で、被証明者
の経験期間が休職又は出向等によって
中断している場合は、当該経験期間を
２段書きにして１枚の証明書で証明
することができる。

正当な理由によりこの方法による
ことが出来ない場合は「備考」の欄に
理由を記入して、当該事実を証明
できる他の者（当時の取締役、本人
が証明）の証明を得ること。

１１

建設業の業務運営の業務経
験
を有した期間を記載する（注１）。
証明者が証明できる期間。

右詰めで記入し左余白
は必ず“０”で埋める。

複数の許可を受けて
いる場合は、最も古い
ものを記入する。

１ 新規申請の場合
２ 現在証明されている常勤役員等を直接に

補佐する者を変更する場合
３ 更新、業種追加、般特新規を申請する場合

（変更を伴わない場合）

区分が変更の場合
は、変更年月日を
記載する。

大臣…………００
宮城県知事…０４

姓の最初から２
文字を記入

身元（身分）証明書の
字で記入。

0 4

常勤役員等を補佐する者は、同一の者が複
数の常勤役員等を直接に補佐する者を兼ね
る場合であっても、それぞれの業務経験ごと
に作成する。
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（１４）常勤役員等の略歴書〔様式第七号の二別紙〕
　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

記載要領

※　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

氏　名　 仙　台　　太　郎

　上記の通り相違ありません。

　 令和　　○　年　　○　月　　○　日

罰

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

　　な　　し
賞

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

歴 至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　H２７ 年　 ４月　 １日
　　　　　　　　　　取締役

至　H３０ 年　 ３月  ３１日

職 自　H３０ 年　 ４月　 １日
（株）仙台建設入社　　  取締役　現在に至る

至　R２　 年　 ３月  ３１日

職　　　　　　　　  名 　取　締　役

期　　　　　　間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

自　H２０ 年　 ４月　 １日
（株）宮城物産　　 本店営業部勤務

至　H３０ 年　 ３月  ３１日

現 住 所 　　宮城県多賀城市鶴ヶ谷１－４－１

氏 名 　　仙　台　　一　郎 生 年 月 日 Ｓ　３１　　年　　　５　月　　２２　日生

別紙１
（用紙Ａ４）

常勤役員等の略歴書

現在に至るまでの職歴

を記入する。

※様式第七号の二で

示した役員等としての

期間については、特に

具体的に示すこと。

施行規則第７条１号ロに規定する常勤役員等について記載すること。

◎記載前に必ず確認！！
取締役、顧問、相談役、株主、支配人、支店長、個人事業主等が、法第８条の欠格要件に該当していないか、必ず確認すること。

許可後に欠格要件に該当していることが判明した場合は、不正の手段により許可を受けた場合に該当し、建設業許可が取り消され、

その後５年間許可を受けることができなくなる可能性があります。

【法第８条の欠格要件の主な例】 ※必ず法律で詳細を確認すること

○禁錮以上の刑に処せられた者（又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者）

※執行猶予が付された場合も該当

○刑法等の罪を犯したことにより罰金刑に処せられた者（又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者）

○暴力団員（又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者）
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(15)常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書〔様式第七号の二別紙〕

　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

記載要領

※　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

現 住 所 　　宮城県多賀城市鶴ヶ谷１－４－１

氏 名 　　仙　台　　二　郎 生 年 月 日 Ｓ３２　年　５　月２２　日生

別紙２
（用紙Ａ４）

常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

職　　　　　　　　  名 　　財　務　部　長

期　　　　　　間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

自　Ｓ６０ 年　 ４月　 １日
（株）仙台建設入社　　 本店営業部勤務

至　H１０ 年　 ３月  ３１日

自　H１０ 年　 ４月　 １日
　　　　　　　　　　　 本店財務部勤務

至　Ｈ２７年　 ３ 月  ３１日

職 自　Ｈ２７ 年　  ４月　　１日
　　　　　　　　　　　 本店財務部長　現在に至る

至　R２ 　 年　  ３月  ３１日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

歴 至　　　　　年　　　月　　　日

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

　　な　　し
賞

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

罰

氏　名　 仙　台　　太　郎

　上記の通り相違ありません。

　 令和　　○　年　　○　月　　○　日

現在に至るまでの職歴

を記入する。

※様式第七号の二で

示した業務経験の期

間については、特に具

体的に示すこと。

施行規則第７条１号ロに規定する常勤役員等を直接

に補佐する者について記載すること。
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適正な経営体制の確認資料（規則第７条１号ロ該当の場合） 

新 
 
 
 

規 
 

・ 
 

追 
 
 
 

加 

○常勤役員等について 
１ 常勤性を証明するものとして法人はイ→ロ→ハ→ニの順に次のいずれか（個人事業主はニによる） 
 イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写又は７０歳以上被用者標準報酬月額相当額決定

のお知らせ  
 ロ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写 
 ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写 
 ニ 確定申告書→法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写 
        →個人においては所得税確定申告書の表紙の写及び第二表の写 
  ※標準報酬月額の確認を行います。 
  ※出向の場合には別途確認資料が必要となります。個別に御相談ください。 

※現住所が勤務を要する営業所の所在地から遠距離にある場合（通勤時間が標準的な通勤経路におい

て概ね２時間を超える場合）は、（公共交通機関利用の場合は）通勤定期券、（車通勤の場合は）通勤

経路図（所要時間を明記して作成）及び高速料金領収証、ＥＴＣの利用明細書等の資料（写）を追加

で提出していただきます。 
 
２ 役職名及び経験年数を確認するもの 
 イ 法人の役員にあっては、役員を経験した法人の登記事項証明書又は閉鎖した役員欄の謄本（期間分） 

なお、更新の場合で経営業務の管理責任者に変更がない場合は確認資料不要。 
 ロ 令第３条に規定する使用人にあっては、期間分の建設業許可申請書（表紙（電子申請システムによる

届出の場合は、加えて申請・届出送信記録票）及び様式第一号）及び変更届出書（着任時と退任時の

様式第二十二号の二）の副本の写（土木事務所等の受付印が確認できないものは不可。） 
 ハ 個人の場合は経営経験を証明する期間分の確定申告書の写 
 

※役員等に次ぐ職制上の地位にある者（財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。） 
としての経験を証明する場合は、個別に御相談ください。 
 

３ 法第 7 条第１号（規則第７条第 1 号ロ）の期間を証明するものとして次のいずれか 
  ※建設業以外の会社における役員等の経験期間については添付不要。 
 イ 変更届出書（決算報告）の表紙（電子申請システムによる届出の場合は、加えて申請・届出送信記録

票）及び直前三年の各事業年度における工事施工金額［様式第三号］（期間分）の写 
ロ 工事請負契約書、又は、注文書等（期間分）の写（工事請書のみの提出は不可。また、注文者の署名

又は押印のないものや担当者の押印のみの契約書・注文書等は不可。） 
ハ 発注証明書、領収書又は請求書及び入金確認書の写（期間分） 
 
○当該常勤役員等を直接に補佐する者について 

個別に御相談ください。 
更 
新 常勤性を証明するものとして上記１のイ→ロ→ハ→ニの順にいずれか 

 
（注１）変更する場合の確認資料は「新規・追加」と同様 
 
（注２）確認資料として令和６年１２月以前に税務署へ提出した確定申告書を提出する場合は、収受日 

付印の押なつがあるものを提出してください。 
 また、電子申告により確定申告を行っている場合には，税務署の受信通知を添付してください。 

 
 
（注３）経験年数については、概ね四半期に１件程度の工事を確認します。 

（工期の始期及び終期が属する四半期を含めてカウントします。） 

被保険者等記号・番号に 
マスキングをすること。 
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変更届出書（決算報告）で証明する場合は、決算日までの工期が属する工事が対象となります。 
    なお、他法令（電気工事士法、消防法等）により無資格者による施工が認められていない場合

は、資格を有しない者の実務経験を認めることはできません。さらに、電気工事業の営業に当た

っては、電気工事業の業務の適正化に関する法律（昭和４５年法律第９６号）第３条の規定によ

り登録を受けなければならないため、登録を受けて営業した期間又は、登録を受けた営業所に従

事した期間のみ経験年数として認めますので、同法第 7 条に基づく登録証の写しを提出してくだ

さい。 
    また、建設リサイクル法施行後の解体工事の経験は、土木工事業、建築工事業、もしくは解

体工事業許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験年

数として認めます。 
 
 
（注４）必要に応じて、上記資料以外の資料を確認する場合があります。 
 
（注５）確認資料について不明な点がある場合には、事前にお問い合わせください。 
 

（注６）宮城県知事許可において、過去に建設業法第７条第１号（規則第７条第１号ロ）に規定され

る常勤役員等又は当該常勤役員等を直接に補佐する者として証明された者を再度証明する場合

の特例 

今回の申請又は届出に添付する常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

（様式第七号の二）と、過去に作成し証明された常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐

する者の証明書（様式第七号の二）の記載内容が同一である場合、常勤役員等については、上

記「２ 役職名及び経験年数を確認するもの」及び「３ 法第 7条第 1 号（規則第７条第１号

ロ）の期間を証明するもの」に関する資料、当該常勤役員等を直接に補佐する者については

「被認定者における経験が財務管理、労務管理又は業務運営の業務に関するものであることを

確認するための書類」及び「経験の期間を確認するための書類」の提出を省略することができ

ます。 

その際、過去に提出した常勤役員等及び当該常勤等を直接に補佐する者の証明書（様式第七

号の二）の副本の写し及び、それらの書類を提出した際の過去の建設業許可申請書（様式第一

号）又は変更届出書（様式第二十二号の二）の副本の写し（土木事務所の受付印が確認できな

いものは不可。）を確認資料として添付してください。 

   ※過去に規則第７条第１号ロに規定する常勤役員等として認められた者を、規則第７条第１号

イに規定する常勤役員等として申請する場合には、改めて確認資料を提出する必要がありま

す。 

※資料の提出を省略するものであり、審査を省略するものではありません。 

   ※宮城県知事許可業者以外で常勤役員等として証明された者の場合は、資料の提出を省略する

ことができません。 

 

（注７）資料の提出に関し「いずれか」と記載がある項目についても、提出された資料で要件を満た

していることが確認できない場合は追加で資料の提出を求めますので、用意できる資料につい

てはあらかじめ持参するようお願いいたします。 

 



（１６）健康保険等の加入状況〔様式第七号の三〕
（用紙Ａ４）　

（１）　健康保険等の加入状況は下記のとおりです。

（２）　下記のとおり、健康保険等の加入状況に変更があったので、提出をします。

地方整備局長 宮城県仙台市青葉区本町３－８－３

北海道開発局長 申請者 株式会社　仙 台 建 設

宮城県　知事 　殿 届出者 代表取締役　仙 台　太 郎

許可年月日
国土交通大臣 般

特

（営業所毎の保険加入状況）

合計

雇用保険

健康保険・
　厚生年金保険

記載要領

１　この表は、次の（１）及び（２）の場合に、それぞれの場合ごとに作成すること。

　（１）　①現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が初めて許可の申請をする場合

　　　　 ②現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し新規に許可の申請をする場合

本社 1 1 1

月 日
宮城県　知事

営業所の名称 従業員数
保険加入の加入状況

事業所整理記号等

健康保険 厚生年金保険

健康保険 ○○○　○○○

　　２０人 厚生年金保険 ○○○　○○○

（　　　５人） 雇用保険 ○○○　○○○

雇用保険

様式第七号の三

健 康 保 険 等 の 加 入 状 況

令和 元 年　６　月　１　日

許 可 番 号 許可（ ‐ ） 第 号 令和 年

本店一括

　　１０人 厚生年金保険 本店一括

（　　　０人） 雇用保険 本店一括

古川支店 3 3 3

健康保険

　　　　人 厚生年金保険

（　　　　人） 雇用保険

健康保険

　　　　人 厚生年金保険

（　　　　人） 雇用保険

健康保険

　　　　人 厚生年金保険

（　　　　人） 雇用保険

健康保険

※健康保険被保険者適用除外承認申請による承認を行って国保組合（国民健康保険組合※建設国保等）に加入している場合は「２　適用除外」
を記載し、適用除外承認証（写）及び、資格確認書又はマイナ保険証の資格情報（マイナポータル方出力したもの）を提出して下さい。

　保険加入状況の確認資料

直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（写）及び領収書（写）

次のうちのいずれか
・直近の被保険者標準報酬決定通知書（写）※被保険者等記号・番号にマスキングをすること。
・直近の被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書（写）※被保険者等記号・番号にマスキングをすること。

※加入手続きがお済みで通知が届いていない場合は、受け付けされた申請書の控え（写）を提出して下さい。

※協会けんぽ（全国健康保険協会）又は健康保険組合（組合管掌健康保険）に加入している場合は「1　加入」を記入して下さい。

　　３０人

（　　５人）

営業所一覧表
に記載した順
に記載

役員又は個人事業主を含め
全ての人数を記載

記載事項
健康保険：事業所整理記号及び事業番号

厚生年金保険：事業所整理記号及び事業所番号

雇用保険：雇用保険にかかる労働保険番号

上記の提出区分が（２）の場合のみ記載する。

※注意！
「従業員数」の欄は、法人にあつてはその役員（常勤・非常勤を問わず、監査役

を除く。以下同じ。）、個人にあつてはその事業主を含め全ての従業員数(建設業
以外に従事する者を含む。１週間の所定労働時間が２０時間未満であるパート・ア
ルバイト等の加入義務がない者を除く。)を記載すること。また、（ ）内には、法人の
場合は役員の人数を、個人事業主の場合は事業主及び同居の親族である従業員
の人数を内数として記載すること。

※適用除外の例

【雇用保険】

従業員が一人もいない事業所（例：役員のみの法人事業所、事業主と専従者のみの個人事業所）

【健康保険・厚生年金保険】

従業員が4人以下の個人事業所（法人事業所は従業員の数にかかわらず適用事業所となります）

なお、保険に関するお問い合わせは、雇用保険についてはハローワークへ、健康保険・厚生年金保険に

ついては年金事務所へお願いいたします。

１：加入

２：適用除外
３：一括適用・一括認可

※詳細は記載要領７、８、９を確認

代理人による手続き
の場合には、代理人
についても記載する
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【社会保険等加入義務一覧】○：加入義務あり
　

事業所区分 適用除外となる保険

－

雇用

－

健康、年金

雇用、健康、年金

雇用保険

○

○

○

－

－

○

－

○

○

－

常用労働者の数

１人～

役員のみ等

５人～

１人～４人

１人親方等

法人

個人事業所

健康保険
年金保険

　と。

　は「１」を、従業員が１人も雇用されていない場合等の雇用保険法の適用が除外される場合等は「２」を、労働保険の保険料の徴収等に関す

　る法律（昭和44年法律第84号）第９条の規定による継続事業の一括の認可に係る営業所については「３」を記入すること。

10　「事業所整理記号等」の「健康保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあつては健康保険組合名）を

　記載すること。ただし、健康保険法第34条第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所については、「本店（○○支店等）一括」と記

　載すること。

11　「事業所整理記号等」の「厚生年金保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。ただし、厚生年金保険法

　第８条の２第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所については、「本店（○○支店等）一括」と記載すること。

12　「事業所整理記号等」の「雇用保険」の欄については、労働保険番号を記載すること。ただし、労働保険の保険料の徴収等に関する法

　律（昭和44年法律第84号）第９条の規定による継続事業の一括の認可に係る営業所については、「本店（○○支店等）一括」と記載するこ

７　「保険加入の状況」の「健康保険」の欄については、適用事業所となつたことについて日本年金機構又は健康保険組合に対して届出を

　行つている場合は「１」を、従業員が４人以下である個人事業主である場合等の健康保険法の適用が除外される場合は「２」を、健康保険法

　（大正11年法律第70号）第34条第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所（同条第２項の規定により適用事業所でなくなつたもの

　とみなされるものに限る。以下同じ。）については「３」を記入すること。

８　「保険加入の状況」の「厚生年金保険」の欄については、適用事業所となつたことについて日本年金機構に対して届出を行つている場合

　は「１」を、従業員が４人以下である個人事業主である場合等の厚生年金保険法の適用が除外される場合は「２」を、厚生年金保険法（昭和

　29年法律第115号）第８条の２第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所（同条第２項の規定により適用事業所でなくなつたものと

　みなされるものに限る。以下同じ。）については「３」を記入すること。

９　「保険加入の状況」の「雇用保険」の欄については、適用事業となつたことについて公共職業安定所の長に対して届出を行つている場合

３　「申請者　届出者」の欄は、この表により建設業の許可の申請等をしようとする者（以下「申請者」という。）の他にこの表を作成した者がある

　場合には、申請者に加え、その者の氏名も記載すること。この場合には、作成に係る委任状の写しその他の作成等に係る権限を有すること

　を証する書面を添付すること。

４　「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古い

　ものについて記入すること。

５　「営業所の名称」の欄は、別記様式第二十二号の五別紙二、別記様式第二十二号の七別紙二、別記様式第二十二号の八別紙二又は

　別記様式第二十二号の十別紙二に記載した順に記載すること。

６　「従業員数」の欄は、法人にあつてはその役員、個人にあつてはその事業主を含め全ての従業員数(建設業以外に従事する者を含む。)

を記載すること。（ ）内には、役員又は個人事業主（同居の親族である従業員を含む。）の人数を内数として記載すること。

　　　　 ⑥法第17条の２若しくは法第17条の３の規定により建設業者としての地位を承継した者又は法第17条の３の規定により建設業者とし

　　　　　　ての地位の承継の認可の申請をする者がその加入状況を提出する場合

　　　　 この場合、「(１)」を○で囲み、「申請者　届出者」の「届出者」を消すとともに、「保険加入の有無」の欄は、許可若しくは承継の認可の

　　　申請の際又は建設業者としての地位の承継後の加入状況を記入すること。

　（２）　①既提出の表に記入された保険加入の有無に変更があつた場合

　　　　 ②新たに営業所を追加した場合

　　　　 この場合、「(２)」を○で囲み、「申請者　届出者」の「申請者」を消すとともに、「保険加入の有無」の欄は、変更後の加入状況を記入す

　　　 ること。

２　「地方整備局長　北海道開発局長　知事」、「国土交通大臣　知事」及び「般　特」については、不要のものを消すこと。

　　　　 ③一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可の申請をする場合又は特定建設業の許可のみを受けている

　　　　　　者が新たに一般建設業の許可の申請をする場合

　　　　 ④一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可の申請をする場合又は特定建設業の許可を受けて

　　　　　　いる者が他の建設業について特定建設業の許可の申請をする場合

　　　　 ⑤既に受けている建設業の許可についてその更新の申請をする場合
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（１７）営業所技術者等証明書（新規・変更）〔様式第八号〕
　　　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

建設業法第７条第２号に規定する営業所技術者
建設業法第15条第２号に規定する特定営業所技術者

（２）　下記のとおり、営業所技術者等の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．営業所技術者等の担当業種３．営業所技術４．営業所技術者等の５．営業所技術者等が置かれ
　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者等の追加　　交替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔令和R、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔令和R、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔令和R、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、治Ｍ〕

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

地方整備局長 宮城県仙台市青葉区本町３－８－１
北海道開発局長 申請者 株式会社　仙　台　建　設

宮　城　県　知事 届出者 代表取締役　仙　台　太　郎

営業所技術者等証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、

令和　○　年　○　月　○　日

を営業所に置いていることに相違ありません。

大臣コード
知事

3 5 10

項 番 3

区 分 ６ １ 1

11 13 15

許 可 番 号 ６ ２
国土交通大臣

月 日
知事 特

号 令和 年許可（
般

－ ）第

記

項 番 フリガナ 　スガワラ　サブロウ
3 5 10 15 18 20

石 具 水 消井

氏 名 ６ ３ ス ガ 管 原 0 日生年月日 Ｓ 3 5 年

管 タ 鋼 筋 清

三 郎 1 0 月 1

3 5 10 15 20 25

内 機 絶 通 園舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電土 建 大 左 と
30

今後担当する建 ６ ４ 9 9
設 工 事 の 種 類

現在担当している
建設工事の種類

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （ 旧 所 属 ）

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3

営業所技術者等
の 住 所

　宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１
営業所の名称
（ 新 所 属 ） 本店（Ｓ６０．４．１入社）

項 番 フリガナ 　ナガウラ　シロウ
3 5

月

15 18 20

氏 名 ６ ３ ナ 生年月日ガ 永 浦
清井

四 郎
10

管 タ 鋼 筋屋 電

0 5 日

土 建 大 左 と 石

Ｓ 4 2 年 1 2

具 水 消
15 20 25

内 機 絶 通 園舗しゆ板 ガ 塗 防
30

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４

3 5 10

現在担当している
建設工事の種類

9

7

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

有 資 格 区 分 ６ ５ 3

営業所技術者等
の 住 所

　宮城県仙台市宮城野区幸町４－１－２
営業所の名称
（新所属） 本店（Ｈ１６．４．１２入社）

項 番 フリガナ 　ババ　ジン
3 5

月

15 18 20

氏 名 ６ ３ バ 生年月日バ 馬 場
清井

仁
10

管 タ 鋼 筋屋 電

1 7 日

土 建 大 左 と 石

Ｓ 3 7 年 0 9

具 水 消
15 20 25

内 機 絶 通 園舗しゆ板 ガ 塗 防
30

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 4

3 5 10

現在担当している
建設工事の種類

有 資 格 区 分 ６ ５ 0 2

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

営業所技術者等
の 住 所

　宮城県栗原市築館藤木５－１
営業所の名称
（新所属） 古川支店（Ｈ５．４．１入社）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

解

解

解

この様式は次の場合に使用する。 （区分）
○ 新規（許可換え、般特含む）、業種の追加等の申請を
する場合 ……………１
○ 現在証明されている営業所技術者等の担当業種、資格に
変更があった場合 ……………２
○ 営業所の新設に伴って営業所技術者等を追加する場合･３
○ 営業所技術者等が交替する場合 ･…３・４

婚姻等により姓又は名が変わった場合 （２枚使用）
○ 現在営業所技術者等となっている者が所属営業所のみ変更
した場合 ･…………５
※ 区分２～５については、Ｐ．１１２、１２０も参照一般建設業の場合は下段を、

特定建設業の場合は上段を消
すこと。両方に該当する場合
は消さない。

削除の場合以外は
「（１）」を“○”で囲
む。
削除の場合は「（２）」
を“○”で囲む。

業種の一部廃業若しくは営業所の廃止に伴う
専任技術者の削除は、届出書〔様式二十二号の
三）により届け出ること。

複数の許可を受
けている場合は、
最も古いものを
記入する。

国家資格で「一般」
は「７」、「特定」は「９」
等を記入する。

区分２の場合も、既
に証明されている業
種を含めて今後担当
する業種をすべて記
入する。

区分１、２、４、５の
とき、これまでの担
当業種を記入する。

左余白は必ず“０”
で埋める。

区分４、５のとき旧
所属を記載する。

この証明書を提出
後に所属する営業
所を記載する。

採用年月日を記入
する。

姓の最初から２文
字記入。

Ｐ.71の建設業の種
類・有資格区分の
コード番号表にした
がって該当する数
字を記入する。

国家資格者はP.72
～77の資格表を参
照し、該当するコー
ド番号を記入する。
（例）１級土木施工
管理技士－１３

区分２～５のと
き記載する。

国家資格がある場
合は、資格証明書
の字で記入。実務
経験のみの場合は
住民票の字（ただ
し経営業務の管理
責任者を兼ねてい
る場合で登記され
ていればその登記
事項証明書の字）で
記入する。 第２種電気工事士は免許交付後３年、電気主任技術者は免許交付後５年、技能検定２級

合格者は合格後１年、給水装置工事主任技術者は免許交付後１年、地すべり防止工事士
及び建築設備士並びに１級計装士は認定後１年の実務経験証明書を添付する。
※ 平成１６年度以降の職業能力開発促進法に基づく２級の技能検定に合格された方は、
合格該当業種の建設工事に関し３年以上の実務経験が必要になります。

区分１のときは下段を、区分
２～５のときは上段を消す。
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営 業 所 技 術 者 等 の 確 認 資 料 

新 
 
 

規 
 
･ 
 

追 
 
 

加 

１ 現在の常勤性を証明するものとして法人はイ→ロ→ハ→ニの順に次のいずれか（個人事業主はニによ

る） 
 イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写又は７０歳以上被用者標準報酬月額相当額決定

のお知らせ 
 ロ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写 
 ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写 
 ニ 確定申告書→法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写 
        →個人においては所得税確定申告書の表紙の写及び第二表の写 
  ※標準報酬月額の確認を行います。 
  ※出向の場合には別途確認資料が必要となります。個別に御相談ください。 

※現住所が勤務を要する営業所の所在地から遠距離にある場合（通勤時間が標準的な通勤経路におい

て概ね２時間を超える場合）は、（公共交通機関利用の場合は）通勤定期券、（車通勤の場合は）通勤

経路図（所要時間を明記して作成）及び高速料金領収証、ＥＴＣの利用明細書等の資料（写）を追加

で提出していただきます。 
 
２ 実務経験を証明するもの（実務経験を要件とする場合） 
※ 技術者の要件が実務経験１０年以上、指定学科卒業と実務経験、技術検定合格と実務経験、Ｐ.７２～

７７のコード表の資格取得後に必要な実務経験[１年]、[３年]、[５年]の記載がある場合は、上記１

に加えて下記の①、② 

 ① 実務経験の内容が確認できるものとして次のいずれか 
  ○ 証明者が建設業許可を有している（いた）場合 

変更届出書（決算報告）の表紙（電子申請システムによる届出の場合は、加えて申請・届出送信

記録票）及び工事経歴書（期間分）の写 
○ 証明者が建設業許可を有していない場合 

工事請負契約書、又は、注文書等の写（期間分）（工事請書のみの提出は不可。また、注文者の

押印のないものや担当者の押印のみの契約書・注文書等は不可。） 
発注証明書、領収書又は請求書及び入金確認書の写（期間分） 

 ② 実務経験証明期間の常勤（又は営業）を確認できるものとして次のいずれか 
  ○ 実務経験を証明しようとする勤務先での厚生年金等加入期間を証明 

するもの（被保険者記録照会回答票等） 
  ○ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写（期間分） 
  ○ 住民税特別徴収税額通知の写（期間分） 
  ○ 確定申告書→法人においては法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の

写（期間分） 
         →個人においては所得税確定申告書の表紙の写（期間分） 
  ○ 所属企業の雇用証明書の写し 
  ○ マイナ保険証の資格情報（マイナポータルから出力したもので事業所名と資格取得年月日の記載が

あり、引き続き在職している場合に限る。） 
※ 指導監督的実務経験の場合は、Ｐ.７９の確認資料参照 

更 
新 常勤性を証明するものとして上記１のイ→ロ→ハ→ニの順にいずれか 

（注１）区分（項番 61）が２、４または５の場合は、確認資料不要 
   ただし、区分（項番 61）が２で新たに実務経験による資格を追加する場合は、※－①、②が必要 
（注２）確認資料として令和６年１２月以前に税務署へ提出した確定申告書を提出する場合は、収受日

付印の押なつがあるものを提出してください。 
    また、電子申告により確定申告を行っている場合には，税務署の受信通知を添付してください。 
（注３）実務経験年数は１２ヶ月×必要年数分（１０年であれば１２０ヶ月分）の実績を確認します。 

（工期の始期及び終期が属する月を含めてカウントします。） 
なお、他法令（電気工事士法、消防法等）により無資格者による施工が認められていない場

合は、資格を有しない者の実務経験を認めることはできません。さらに、電気工事業の営業に

被保険者等記号・番号に 
マスキングをすること。 

被保険者等記号・番号に 
マスキングをすること。 
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当たっては、電気工事業の業務の適正化に関する法律（昭和４５年法律第９６号）第３条の規

定により登録を受けなければならないため、登録を受けて営業した期間又は、登録を受けた営

業所に従事した期間のみ経験年数として認めますので、同法第 7 条に基づく登録証の写しを提

出してください。 
    また、建設リサイクル法施行後の解体工事の経験は、土木工事業、建築工事業、もしくは解

体工事業許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験年

数として認めます。 
（注４）実務経験年数は、証明者が建設業許可を有している（いた）場合については、決算日までの期

間の実績が対象となります。 
（注５）必要に応じて、上記資料以外の資料を確認する場合があります。 
（注６）確認資料について不明な点がある場合には、事前にお問い合わせください。 
（注７）宮城県知事許可において、過去に建設業法第７条第２号イ又はロに規定される営業所技術者

等として証明された者を再度証明する場合の特例 

今回の申請又は届出に添付する実務経験証明書（様式第九号）と、過去に作成し証明された

営業所技術者等に関する実務経験証明書の記載内容が同一である場合、営業所技術者等につい

ては、上記「① 実務経験の内容が確認できるもの」及び「② 実務経験証明期間の常勤（又

は営業）を確認できるもの」に関する資料の提出を省略することができます。 

その際、過去に提出した実務経験証明書（様式第九号）の副本の写し及び、それらの書類を

提出した際の過去の建設業許可申請書（様式第一号）又は変更届出書（様式第二十二号の二）

の副本の写し（土木事務所の受付印が確認できないものは不可。）を確認資料として添付してく

ださい。 

※資料の提出を省略するものであり、審査を省略するものではありません。 

   ※宮城県知事許可業者以外で営業所技術者等として証明された者の場合は、資料の提出を省略

することができません。 

 

技術者の資格（指定学科）表 
法第７条第２号イ該当者 

許可を受けようとする建設業 学         科 

土木工事業、舗装工事業 
土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地

又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。）、都

市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 
建築工事業、大工工事業 
ガラス工事業、内装仕上工事業 建築学又は都市工学に関する学科 

左官工事業、とび・土工工事業 
石工事業、屋根工事業 
タイル・れんが・ブロック工事業 
塗装工事業、解体工事業 

土木工学又は建築学に関する学科 

電気工事業、電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科 
管工事業、水道施設工事業 
清掃施設工事業 

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する

学科 
鋼構造物工事業、鉄筋工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科 
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科 
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科 
機械器具設置工事業、消防施設工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 
造園工事業  土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科 

（注）上記学科以外の名称の場合は、事前に卒業証明書及び単位取得証明書等の、履修科目及び取得単

位数が確認できる書類（原本）を持参の上、御相談ください。 
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営業所技術者等証明書における建設業の種類・有資格区分のコード番号表 

 

 
 
   「※２」は P.70 を参照のこと。 

 
 
一般建設業許可の営業所技術者の要件の緩和（令和５年７月１日） 
１級の第１次検定合格者を大学指定学科※３卒業者と同等とみなし、 
また、２級の第１次検定合格者を高校指定学科※３卒業者と同等とみなすこととする。 
※３指定学科とは、建設業法施行規則（昭和 24 年建設省令第 14 号）第１条に掲げる学科をいい、建築学や土木工学に関

する学科等がこれに該当します。 

 
出向者についても規則第７条第１号に定める常勤役員等（経営業務の管理責任者）及び営業所技術

者等にすることができます。その場合は、通常の常勤性の確認資料のほかに、次に挙げる確認資料も

用意するようお願いいたします。 

 なお、原則として出向者を工事現場の配置技術者とすることはできません。 

    

出向者の常勤性を確認するための追加資料 

・ 出向契約書・覚書の写し（契約書等に出向者の氏名が記載されていない場合は出向命令書又は辞

令） 

・ 賃金相当分の負担先（出向元又は出向先）が確認できるもの 

・ 所属企業の雇用証明書の写し、又はマイナ保険証の資格情報（マイナポータルから出力したもの

で、事業所名と資格取得年月日の記載があり、引き続き在職している場合に限る。） 

・ 出向先の出勤簿の写し 

 

一般建設業 

建設業の 

種類 

(項番 64） 

有資格区分 

（項番 65） 

法

第

７

条

第

２

号 

イ（指定学科卒業と

実務経験） 

１ 
０１ 

※２ 

ロ（実務経験 

10 年以上） 
４ ０２ 

ハ（国家資格者及び 

大臣特認） 

７ ※１ 

特定建設業 
建設業の種類 

（項番 64） 

有資格区分 

（項番 65） 

法第 15 条第２号イ（国家資格者） ９ ● 

法第 15

条第２号

ロ(指導

監督的実

務経験) 

法第

７条 

第２

号 

イ（指定学科卒業と実務経験） ２ ０１ 

ロ（実務経験 10 年以上） ５ ０２ 

ハ（国家資格者及び大臣特認） ８ ○ 

法第 15 条第２号ハ 

（大臣特認） 

同号イと同等以上 ３ ０３ 

同号ロと同等以上 ６ ０４ 

（注）「※１」は P.72~77 の資格表のうち 
「７」のもの。 

（注）「●」は P.72~77 の資格表のうち「９」のもの。また、「○」は P.72~77 
の資格表のうち「８」、「８※」及び「８。」」のもの。 



　「１」･･･法第７条第２号イ該当（指定学科を卒業後、一定期間以上の実務経験）

　「４」･･･法第７条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験）

　「7」･･･法第7条第2号ハ該当(国家資格取得者等)「7※」･･･法第7条第2号ハ該当(国家資格取得者等+実務経験3年)「7○」･･･法第7条第2号ハ該当(国家資格取得者等+実務経験5年)

　解体工事業に係る「⑦」及び「⑦○」については平成28年度以降に合格した者、又は平成2７年以前に合格して解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習を受講した者

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

０１ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

０２ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

１１ 7 7 7

１２ 7 7 7

１３ ７ ７※ 7 7 ７※ ７※ 7 ７※ 7 7 7 ７※ ７※ ７※ 7 ７※ ⑦

１Ｈ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

１４ ７ ７○ 7 7 ７○ ７○ 7 ７○ 7 7 ７○ ７○ ７○ ７○ 7 ７○ ⑦

１Ｊ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１５ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１Ｋ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１６ ７○ 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１Ｌ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

２０ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ７※ 7 7 ７※ ７※ ７※ ⑦

２Ｃ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

２１ 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ⑦

２２ 7 ７○ 7 ７○ ７○ 7 7 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ⑦

２３ 7 7 ７○ 7 7 7 ７○ 7 7 7 7 7 ７○ 7 7 ７○ ７○ ７○ ７○

２Ｄ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

２７ 7 ７※ ７※

２Ｅ ７※ ７※

２８ 7 ７○ ７○

２Ｆ ７○ ７○

２９ 7 ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

２Ｇ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

３０ 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

３Ａ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

３１ ７

３２ ７

３３ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ 7 ７※ ７※ ７※ ７※

３Ｄ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

３４ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ 7 ７○ ７○ ７○ ７○

３Ｅ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○
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３７ 7 7 7 7 7 7

３８ 7 7 7 7 7

３９ 7

４１ 7 7 7 7 7 7 7

４２ 7 7 7 7 7 7 7 7

４３ 7 7

４４ 7 7

４５ 7

４６ 7 7

４７ 7 7

４８ 7 7 7

４９ 7 7 7

５０ 7

５１ 7 7 7

５２ 7

５３ 7 7

５４ 7 7 7

５５ 7

５６ 7

電気
事業
法

５８ 7

５９ 7

３５ 7

水道
法

６５ 7

６８ 7

６９ 7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

※ 解体工事の技術者資格要件について
・ 1級土木施工管理技士 （コード13）
・ 2級土木施工管理技士（土木） （コード14）
・ 1級建築施工管理技士 （コード20）
・ 2級建築施工管理技士（建築） （コード21）
・ 2級建築施工管理技士（躯体） （コード22）

① 平成28年度以降の合格者は、その合格をもって解体工事業の資格も有する。
② 平成27年度以前の合格者が解体工事の資格を有するには、合格後解体工事の実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

・ 技術士（建設・総合技術監理「建設」） （コード41）
・ 技術士（建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設－鋼構造及びコンクリート」） （コード42）

解体工事の資格を有するには、合格後解体工事の実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

給水装置工事主任技術者 【１年】

消防
法

甲種 消防設備士

乙種 消防設備士

電気主任技術者　（第１種～第３種） 【５年】

電気
通信
事業
法

電気通信主任技術者 【５年】

工事担任者 【３年】

衛生工学 ･ 総合技術監理 （衛生工学）

衛生工学 「水質管理」 ･総合技術監理 (衛生工学 「水質管理」)

衛生工学 「廃棄物管理」･ 総合技術監理(衛生工学 「廃棄物管理」)

電気
工事
士法

第１種電気工事士

第２種電気工事士 【３年】

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ･ 総合技術監理 （上下
水道 「上水道及び工業用水道」）

水産 「水産土木」 ･総合技術監理 （水産 「水産土木」）

森林 「林業」 ･総合技術監理 （森林 「林業」）

森林 「森林土木」 ･ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」 ･ 総合技術監理(建設 「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」 )

技
術
士
法

農業 「農業土木」 ･ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

電気電子･ 総合技術監理 （電気電子）

機械 ･ 総合技術監理 （機械）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ･ 総合技術監理(機械 「流
体工学」又は「熱工学」)

２級造園施工管理技士

仕 上 げ

２級管工事施工管理技士補

１級造園施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士

建設 ･総合技術監理（建設）

建

設

業

法
（

技

術

検

定
）

２級電気工事施工管理技士

種
別

１級建築施工管理技士補　　　　　　　　　　　　　　　　

薬 液 注
入

１級造園施工管理技士

２級電気工事施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士補

建

築

士

法

１級建築士

２級建築士

木造建築士

法第７条第２号　ロ　該当（１０年の実務経験）

２級土木施工管理技士補

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

２級建築施工管理技士

１級電気通信工事施工管理技士

土 木

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

土 木

２級土木施工管理技士

１級土木施工管理技士補

１級建設機械施工管理技士

２級建設機械施工管理技士　（第１種～第６種）

【許可】有資格コード一覧（一般建設業）

建設業の種類

２級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士補

法第７条第２号　イ　該当（指定学科卒業＋実務経験）

コード

鋼構造物塗装

種
別

資格区分

薬 液 注
入

１級建築施工管理技士

２級造園施工管理技士補

１級管工事施工管理技士補

鋼構造物塗装

２級建築施工管理技士補

２級電気通信工事施工管理技士

躯 体

建 築
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７１ 7

６４ 7 7

７２ 7

５７ 7 7

７３ 7

６６ 7

７４ 7

７５ 7

７６ 7

７０ ７ 7 ７

７７ 7

７８ 7

７９ 7 7

８０ 7

８１ 7

８２ 7

８３ 7

８４ 7 7

８５ 7

８６ 7

８７ 7

８８ 7

８９ 7

９０ 7

９１ 7

６７ 7

９２ 7

９３ 7

９４ 7

９５ 7

９６ 7

９７ 7

９８ 7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

職
業
能
力
開
発
促
進
法

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施
工・サッシ施工

防水施工

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・
床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工

板金・建築板金・板金工（注４）

給排水衛生設備配管

鉄工（注２）・製罐
せいかん

さく井

工場板金

ウェルポイント施工

建築板金「ダクト板金作業」

配管（注１）・配管工

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管

造園　

コード 資格区分

金属塗装・金属塗装工

板金・板金工・打出し板金

かわらぶき・スレート施工

ガラス施工

塗装・木工塗装・木工塗装工

建築塗装・建築塗装工

【許可】有資格コード一覧（一般建設業）

タイル張り・タイル張り工

築炉・築炉工・ れんが積み

噴霧塗装

路面標示施工

畳製作 ・ 畳工

熱絶縁施工

とび・とび工

鉄筋組立て・鉄筋施工（注３）

建設業の種類

型枠施工

石工・石材施工・石積み

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブ
ロック施工

建築大工

左官

コンクリート圧送施工

※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。
ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年
以上。
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６１ 7 7

４０ 7

６２ 7 7

６３ 7 7

６０ 7

7 7

7 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 7 7

7 7

7 7 7

7

7

7

7

7 7 7

7

7

7 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 7

7

7

７ ７ ７ ７

７

７

７

７

７ ７

7

そ
の
他

９９ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

登録斜面防災基幹技能者

登録あと施工アンカー基幹技能者

登録計装基幹技能者

登録土質改良基幹技能者

登録都市トンネル基幹技能者

登録潜函基幹技能者

登録道路等法面保護基幹技能者

登録さく井基幹技能者

登録土工基幹技能者

登録ALC基幹技能者

登録ウレタン断熱基幹技能者

登録圧入工基幹技能者

登録建築大工基幹技能者 

登録建築測量基幹技能者

登録送電線工事基幹技能者

登録保温保冷基幹技能者

登録標識・路面標示基幹技能者

登録グラウト基幹技能者

登録基礎工基幹技能者

登録発破・破砕基幹技能者

登録解体基幹技能者

登録タイル張り基幹技能者

登録運動施設基幹技能者

登録建築板金基幹技能者

登録外壁仕上基幹技能者

登録ダクト基幹技能者

登録トンネル基幹技能者

登録建設塗装基幹技能者

登録海上起重基幹技能者

登録配管基幹技能者

登録鳶・土工基幹技能者

登録型枠基幹技能者

登録エクステリア基幹技能者

登録左官基幹技能者

登録圧接基幹技能者

登録電気工事基幹技能者

登録橋梁基幹技能者

登録造園基幹技能者

登録防水基幹技能者

登録コンクリート圧送基幹技能者

登録硝子工事基幹技能者

登録冷凍空調基幹技能者

その他（上記コードに該当するものを
除く）

登録機械土工基幹技能者

登録ＰＣ基幹技能者

登録消火設備基幹技能者

登録切断穿孔基幹技能者

登録内装仕上工事基幹技能者

登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

基礎ぐい工事

建築設備士 【１年】

種
目

３６

登録石材施工基幹技能者

計装 【１年】

解体工事施工技士

登録鉄筋基幹技能者

【許可】有資格コード一覧（一般建設業）

【１年】

建設業の種類

地すべり防止工事

コード 資格区分

備考

・資格区分右端の【 】内に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格試験の合格後に必要とされている実務経験年数です。資格証等の写しの

他に様式第九号（実務経験証明書）が必要となります。

（注１） 配管：職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和４８年政令第９８号。以下「昭和４８年改正政令」といいます。）による改正後の配管とする

ものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。
（注２） 鉄工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限られます。
（注３） 鉄筋施工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」とする

ものの双方に合格した者に限られます。
（注４） 板金・板金工：屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和４８年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、選択科目

を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。

（注５） 木工：昭和４８年改正政令による改正後の木工とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。
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 解体工事業に係る「⑧」、「⑧○」、「⑨」及び「⑨○」については平成28年度以降に合格した者、又は平成27年以前に合格して解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習を受講した者

特定建設業指定７業種

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

０１ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

０２ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

０３ 3 3 3 3 3 3 3

０４ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

１１ 9 9 9

１２ 8

１３ 9 ８※ 9 9 ８※ ８※ 9 ８※ 9 9 9 ８※ ８※ ８※ 9 ８※ ⑨

１Ｈ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

１４ ８○ 8 8 ８○ ８○ ８○ 8 ８○ ８○ ８○ ８○ 8 ８○ ⑧

１Ｊ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１５ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１Ｋ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１６ ８○ 8 ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１Ｌ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

２０ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ８※ 9 9 ８※ ８※ ８※ ⑨

２Ｃ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

２１ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ⑧

２２ 8 ８○ 8 ８○ ８○ 8 8 ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ⑧

２３ 8 8 ８○ 8 8 8 ８○ 8 8 8 8 8 ８○ 8 8 ８○ ８○ ８○ ８○

２Ｄ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

２７ 9 ８※ ８※

２Ｅ ８※ ８※

２８ ８○ ８○

２Ｆ ８○ ８○

２９ ９ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

２Ｇ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

３０ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３Ａ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３１ 9

３２ 8

３３ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ９ ８※ ８※ ８※ ８※

３Ｄ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

３４ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３Ｅ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

３７ 9 9 9 9 9 9

３８ 8 8 8 8

３９ 8

４１ 9 9 9 9 9 9 9

４２ 9 9 9 9 9 9 9 9

４３ 9 9

４４ 9 9

４５ 9

４６ 9 9

４７ 9 9

４８ 9 9 9

４９ 9 9 9

５０ 9

５１ 9 9 9

５２ 9

５３ 9 9

５４ 9 9 9

５５

５６

電気事
業法

５８

５９ 8

３５ ８

水道法 ６５

６８ 8

６９ 8

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

１級電気通信工事施工管理技士

仕 上 げ

１級電気工事施工管理技士

２級電気工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士補

２級管工事施工管理技士補

躯 体

２級建築施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士補

２級電気工事施工管理技士補

２級土木施工管理技士補

法第１５条第２号　ハ　該当 （同号ロと同等以上）

鋼構造物塗装

薬 液 注 入

１級土木施工管理技士

１級建設機械施工管理技士

２級建設機械施工管理技士　（第１種～第６種）

「２」･･･法第７条第２号イ及び法第１５条第２号ロ該当（指定学科を卒業後、一定以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）
「３」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）

「８※」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋実務経験３年＋２年以上の指導監督的実務経験）
「８○」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋実務経験５年＋２年以上の指導監督的実務経験）

２級土木施工管理技士

建 築

１級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士補

１級建築施工管理技士

法第１５条第２号　ハ　該当（同号イと同等以上）

１級建築施工管理技士補

建
設
業
法
（

技
術
検
定
） ２級建築施工管理技士

種
別

【許可】有資格コード一覧（特定建設業）

コード 資格区分
建設業の種類

土 木

「５」･･･法第７条第２号ロ及び法第１５条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）
「６」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）
「８」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋２年以上の指導監督的実務経験）

２級土木施工管理技士

「９」･･･法第１５条第２号イ該当（国家資格取得者等）

法第７条第2号　イ　該当

法第７条第２号　ロ　該当

２級電気通信工事施工管理技士

２級造園施工管理技士補

１級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士

種
別

２級土木施工管理技士

鋼構造物塗装

薬 液 注 入

土 木

２級土木施工管理技士補

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機
械 「流体工学」又は「熱工学」）

２級建築士

木造建築士

建設 ・ 総合技術監理（建設）

１級造園施工管理技士補

建

築

士

法

１級建築士

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理
（上下水道 「上水道及び工業用水道」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建
設 「鋼構造及びコンクリート」 ）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

技
術
士
法

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

工事担任者 【３年】

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水
質管理」）

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学
「廃棄物管理」）

電気工
事士法

第１種電気工事士

第２種電気工事士 【３年】

給水装置工事主任技術者 【１年】

消防法
甲種 消防設備士

乙種 消防設備士

電気主任技術者　（第１種～第３種） 【５年】

電気通
信事業

法

電気通信主任技術者 【５年】
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

７１ 8

６４ 8 8

６Ｂ 8 8

７２ 8

５７ 8 8

７３ 8

６６ 8

７４

７５

７６

７０ 8 8

７７ 8

７８ 8

７９ 8 8

８０ 8

８１

８２ 8

８３ 8

８４ 8 8

８５ 8

８６ 8

８７ 8

８８ 8

８９ 8

９０ 8

９１ 8

６７ 8

９２ 8

９３ 8

９４ 8

９５ 8

９６

９７ 8

９８ 8

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

建築塗装・建築塗装工

板金・板金工・打出し板金

さく井

ガラス施工

塗装・木工塗装・木工塗装工

職
業
能
力
開
発
促
進
法

工場板金

路面標示施工

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ
施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工

かわらぶき・スレート施工

噴霧塗装

板金・建築板金・板金工（注４）

タイル張り・タイル張り工

ウェルポイント施工

鉄筋組立て・鉄筋施工（注３）

建築板金「ダクト板金作業」

築炉・築炉工・ れんが積み

熱絶縁施工

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテン
ウォール施工・サッシ施工

造園　

防水施工

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積
みブロック施工

石工・石材施工・石積み

鉄工（注２）・製罐
せいかん

畳製作 ・ 畳工

金属塗装・金属塗装工

とび・とび工

建築大工

配管（注１）・配管工

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管

給排水衛生設備配管

コンクリート圧送施工

型枠施工（附則第４条該当）

【許可】有資格コード一覧（特定建設業）

型枠施工

コード 資格区分
建設業の種類

左官

※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要
する。
ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験
1年以上。
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

６１ 8 8

４０ 8

６２

６３

６０ ８

8

８

８

８

８

８

８

８

８

８ ８

８

８

８

８

８

８

８

８ ８ ８

８ ８

８ ８ ８

８

８

８

８

８

８ ８

８

８

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8

8

8

8

8 8

8

そ

の

他
９９ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

登録斜面防災基幹技能者

登録石材施工基幹技能者

登録あと施工アンカー基幹技能者

登録計装基幹技能者

登録土質改良基幹技能者

登録都市トンネル基幹技能者

登録潜函基幹技能者

登録道路等法面保護基幹技能者

３６
種
目

登録ＡＬＣ基幹技能者

登録土工基幹技能者

登録ウレタン断熱基幹技能者

登録発破・破砕基幹技能者

登録建築測量基幹技能者

登録解体基幹技能者

登録圧入工基幹技能者

登録送電線工事基幹技能者

登録建築大工基幹技能者 

登録硝子工事基幹技能者

その他（上記に該当するものを除く）

登録電気工事基幹技能者

登録橋梁基幹技能者

登録冷凍空調基幹技能者

登録運動施設基幹技能者

登録さく井基幹技能者

登録基礎工基幹技能者

登録タイル張り基幹技能者

登録標識・路面標示基幹技能者

登録消火設備基幹技能者

登録エクステリア基幹技能者

登録建築板金基幹技能者

登録外壁仕上基幹技能者

登録ダクト基幹技能者

登録保温保冷基幹技能者

登録グラウト基幹技能者

登録型枠基幹技能者

登録配管基幹技能者

登録鳶・土工基幹技能者

登録切断穿孔基幹技能者

登録内装仕上工事基幹技能者

登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

登録鉄筋基幹技能者

登録圧接基幹技能者

登録造園基幹技能者

登録コンクリート圧送基幹技能者

登録防水基幹技能者

登録トンネル基幹技能者

登録建設塗装基幹技能者

計装 【１年】

解体工事施工技士

登録機械土工基幹技能者

登録海上起重基幹技能者

登録ＰＣ基幹技能者

登録左官基幹技能者

基礎ぐい工事

建築設備士 【１年】

【許可】有資格コード一覧（特定建設業）

コード 資格区分
建設業の種類

地すべり防止工事 【１年】

備考

・資格区分右端の【 】内に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格試験の合格後に必要とされている実務経験年数です。資格証等の他に

様式第９号（実務経験証明書）が必要となります。

（注１） 配管：職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和４８年政令第９８号。以下「昭和４８年改正政令」といいます。）による改正後の配管とする

ものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。

（注２） 鉄工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限られます。
（注３） 鉄筋施工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」とする

ものの双方に合格した者に限られます。
（注４） 板金・板金工：屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和４８年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、選択科目

を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。
（注５） 木工：昭和４８年改正政令による改正後の木工とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。
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（１８）実務経験証明書〔様式第九号〕
　　　　　　（当該用紙下段の記載要領をご覧ください。）

　　　　　　　　（注１）

様式第九号（第三条関係）

　　　　　　　　　（注２）

記載要領
　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成すること。
　２　「職名」の欄は、被証明者が所属していた部課名等を記載すること。
　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した主な工事名等を具体的に記載すること。
　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

（注１） （注２）

使用者の証明を得ることが
できない場合はその理由 合計　　　満　１１　年　　３　月

　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

〃 　西公園整備工事 １２年 １月から　１２年　３月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

〃 　南仙台リゾートマンション外構植栽工事　他　１１件 １０年 １月から　１０年１２月まで

〃 　宮城県庁植栽工事　他　１３件 １１年 １月から　１１年１２月まで

〃 　西公園　　　〃　　　　他　１３件 　８年　１月から　　８年１２月まで

〃 　佐藤邸造園工事　他　１８件 　９年　１月から　　９年１２月まで

〃 　Ｍ邸　　〃　　他　１３件   ６年　１月から 　 ６年１２月まで

工事部管理課 　台原森林公園植栽工事　他　１４件 　７年　１月から　　７年１２月まで

〃 　海川カントリークラブ外構植栽工事　他　１６件   ４年　１月から　  ４年１２月まで

〃 　Ｍ邸造園工事　他　１５件   ５年　１月から　  ５年１２月まで

〃 　野山カントリークラブ芝張替工事　他　１０件   ２年　１月から　  ２年１２月まで

〃 　宮城県立図書館花壇植栽工事　他　１２件   ３年　１月から　  ３年１２月まで

職 名 実 務 経 験 の 内 容 実　 務　 経　 験　 年　 数

仙台東営業所 　東仙台リゾートマンション外構植栽工事　他　１４件   元年　１月から　  元年１２月まで

記

技 術 者 の 氏 名 馬　場　　仁 生年月日 S37.9.17

使用された
期 間

　６０　年　４　月から

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

株　式　会　社　　　大　町　造　園　　　 １２　年　３　月まで

被証明者との関係 社　　員

（用紙Ａ４）

実　　務　　経　　験　　証　　明　　書

下記の者は、　　造　園　　　工事に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

令和 　○　　年　○　月　○　日

（例） 宮城県仙台市青葉区上杉１－２－３

宮城県知事許可（般－２４）第５４３２号 株式会社　大　町　造　園

造園工事業　平成２４年４月１０日　許可日 証 明 者 代表取締役　大　町　花　子

この様式は、実務経験により営業所技術者等又は
主任技術者になる場合に必要です。

（法第７条第２号イ又はロの該当者Ｐ.18参照） 実務経験を得た当時
の商号又は名称を記
載する。

証明者が申請者以
外の建設業者であ
る場合は、許可番
号、許可年月日、
許可業種を記載す
る。

被証明者が所属
していた部課名
等を記載する。
所属が明確でな
い場合等は役職
名を具体的に記
載する。
（例） 取締役

○○部長
○○課長等

証明者は被証明者の使用者
である法人の代表者又は個人
の事業主とする。

実際に雇用され
ていた期間を記
載する。

実務経験年数
は重複しない
こと。

実務経験年数
の合計を記載
する。

証明者の立場から
みた被証明者との
関係を記載する。
（例）役員、社員、
従業員

正当な理由によりこの方法による
ことができない場合は、当該事実を
証明できる他の者（当時の取締役、
本人が証明）の証明を得ること。

通年にわたってきれめなく建設工事が続
く場合にはその年の代表工事の件名を記
入し、その他の工事は「他○件」として、
１年分を１行にまとめる。（実務経験１０年
で申請する場合は、１０行以上記載する。）

使用人と証明者が異
なる場合の理由を記
載する。
（例）令和○年○月

会社解散のため

令和○年○月○日
事業主死亡のため
等

〔指定建設業について〕

土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事

業及び造園工事業の７業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建

設業」と定められており、実務経験により特定建設業の許可を受けようとする者の特

定営業所技術者になることはできません。（一級の国家資格者、技術士の資格者又

は国土交通大臣が認定した者に限られる。）
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（１９）指導監督的実務経験証明書〔様式第十号〕
　　　　　　（当該用紙下段の記載要領を必ずご覧ください。）

様式第十号（第十三条関係）

記載要領

　２　「職名」の欄は、被証明者が従事した工事現場において就いていた地位を記載すること。
　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した元請工事名等を具体的に記載すること。
　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

指 導 監 督 的 実 務 経 験 の 確 認 資 料

　１　実務経験証明期間の常勤を確認できるもの（Ｐ.69-②参照）

　２　実務経験の内容欄に記入した工事についての工事請負契約書等の写し又は許可を有して

使用者の証明を得ることが
できない場合はその理由 合計　　　満　２　年　１０　月

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成し、請負代金の額が4,500万円

　　以上の建設工事（平成６年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月１日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの）

　　１件ごとに記載すること。

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

〃 94,887千円 〃 　柴田通信設備総合工事 14年　７月から15年　１月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

〃 59,356千円 〃 　古川　　　　〃 13年　３月から13年１１月まで

〃 54,600千円 〃 　気仙沼　　　〃 14年　１月から14年　５月まで

　　１５年　１　月まで

発 注 者 名 請負代金の額 職　　　　名 実　務　経　験　の　内　容 実　 務 　経　 験　 年　 数

日本電信電話（株） 164,825千円 現場副所長 　仙台加入者線路設備工事 11年　９月から13年　１月まで

　　いた期間については決算変更届の表紙と様式第２号。

　　　ほか、被証明者が指導監督的な地位にあったことが分かる資料を求めることがあります。

（用紙Ａ４）

指 導 監 督 的 実 務 経 験 証 明 書

下記の者は、　電　気　通　信　　工事に関し、下記の元請工事について指導監督的な実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

令和　○　年　○　月　○　日

技 術 者 の 氏 名 鈴木　太郎 生 年 月 日 S30.3.3 使用された 　　２　年　４　月から

仙台電話工事　株式会社
証 明 者 代表取締役　鈴木　一郎

被証明者との関係 社員

記

宮城県仙台市青葉区本町1-2-3

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称 仙　台　電　話　工　事　　株式会社 期 間

この様式は、実務経験等で特定建設業の特定営業所技術
者

又は監理技術者になる場合に必要です。（法第15条 第２号
ロ該当者Ｐ.18参照）

ただし、指定建設業を除く。

建設工事の設計又は施工の全般について、工事現

場主任又は工事現場監督者のような資格で工事の
技術面を総合的に指導監督した経験のもの。

元請人として直

接請け負った契約

の相手方の名称を

完成された工
事のみを記載
する。

１件請負代金が4,500万円（Ｈ6.12.28前
は3,000万円、さらにＳ59.10.1前は1,500
万円）以上の元請工事を１件ごとに記載
する。（消費税含む）

経験の内容が明らか

になるように請負契
約書より具体的な名
称を記載する。

実務経験証明書記載例
（Ｐ.78）と同様

工事施工期間は重
複しないこと。

各経験年数の始まりの月

は計算しない。

（例）
H11.9～H13.1は１年４カ

月となる。

各工事の期間の合
計を記載し、２年
以上になること。

従事した工事
現場において

就いていた地
位を記載する。
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（２０）建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表〔様式第十一号〕

令和　　　年　　　月　　　日

建 設 業 法 施 行 令 第 ３ 条 の 使 用 人 の 確 認 資 料

健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書等の写し（P69の常勤性証明資料を参照）

○　○　建　築 支　配　人 ○　○　○　○

○　○　支 店 長 ○　○　○　○

○　○　営　業　所 ○　○　営業所長 ○　○　○　○

営業所の名称 職　　　　　名 氏
フリ

　　　　　　　　　　　　　　　名
ガナ

様式第十一号（第四条関係） （用紙Ａ４）

建　設　業　法　施　行　令　第　３　条　に　規　定　す　る　使　用　人　の　一　覧　表

古　川　支　店 支　店　長 馬
バ

　場
バ

　　仁
ジン

　（例）

○　○　支　店

この表は、Ｐ.35、36の営業所一覧表「別紙二（１）」および「別
紙二（２）」中の「従たる営業所」の代表者（建設工事の請負契
約の締結及びその履行に関して、一定の権限を有する者）を
記載する。

Ｐ35、36の営
業

所一覧表〔別
紙二（1）〕及び
〔別紙二（２）〕
に記載した順
序で記載する。

なお、その者が役員を兼ねている場合は、
「取締役○○支店長」等と記載する。
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（２１）許可申請者の住所、生年月日等に関する調書〔様式第十二号〕
　　　　　　（当該用紙下段の記載要領を必ずご覧ください。）

記載要領

３　株主等については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印を要しない。

法定代理人の役員等

現 住 所 　　宮城県多賀城市鶴ケ谷１－４－１

氏 名 　　仙　台　　五　郎 生 年 月 日 　Ｓ　３５　年　　　５　月　　２２　日生

役 名 等 　　取締役（常勤）

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

　　　な　　し
賞

罰

様式第十二号（第四条関係） （用紙Ａ４）

許可申請者
法 人 の 役 員 等

の住所、生年月日等に関する調書本 人

法 定 代 理 人

氏　名　 仙　台　　五　郎

１ 「 法 人 の 役 員 等

　上記の通り相違ありません。
　 令和　　○　年　　○　月　　○　日

４　顧問及び相談役については，「賞罰」の欄への記載を要しない。

５　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

６　様式第７号別紙又は様式第７号の２別紙に記載のある者については、本様式の作成を要しない。

本 人
　については、不要のものを消すこと。

法 定 代 理 人

法定代理人の役員等 」

２　法人である場合においては、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の
　　５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限る。以下「株主等」という。）について記載すること。

法人の場合には、Ｐ.34「役員等の一覧表」〔別紙一〕に
記載した役員全員について作成する。
ただし、様式第七号別紙又は様式第七号の二別紙を提
出した者については、記載不要。

申請時における
職名を記載する。
(例） 代表取締役

取締役
個人は事業主

申請者が法人の場合

個人の場合

常勤・非常勤の別を記載する。

「建設業法施行令第３条に規定する使用人」を
兼ねている場合は、建設業法施行令第３条使用
人の住所、生年月日等に関する調書（様式第十
三号）は省略し、建設業法施行令第３条使用人に
関する内容も、許可申請者の住所、生年月日等
に関する調書（様式第十二号）に記載する。

◎記載前に必ず確認！！
取締役、顧問、相談役、株主、支配人、支店長、個人事業主等が、法

第８条の欠格要件に該当していないか、必ず確認すること。

許可後に欠格要件に該当していることが判明した場合は、不正の手

段により許可を受けた場合に該当し、建設業許可が取り消され、その後

５年間許可を受けることができなくなる可能性があります。

【法第８条の欠格要件の主な例】 ※必ず法律で詳細を確認すること

○禁錮以上の刑に処せられた者（又は刑の執行を受けることがなくなっ

た日から５年を経過しない者）

※執行猶予が付された場合も該当

○刑法等の罪を犯したことにより罰金刑に処せられた者（又は刑の執行

を受けることがなくなった日から５年を経過しない者）

○暴力団員（又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者）
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〔参考 登記されていないことの証明書〕 

 
  ※オンライン交付手続きにより交付を受けた場合には、印刷したものを提出して 

ください。 
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〔参考 身元（身分）証明書〕 

 

身元（身分）証明書 

 
本 籍 

 

氏 名 

 

生年月日 

 

 

１ 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。 

１ 後見の登記の通知を受けていない。 

１ 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。 

 

上記のとおり証明する。 

 

 

年 月 日 

 

市区町村長  氏 名 

 

 



（２２）建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する

        調書〔様式第十三号〕

　　　　　　（当該用紙下段の記載要領を必ずご覧ください。）

記載要領　「賞罰」の欄には、行政処分等についても記載すること。

      健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書等の写し（P69の常勤性証明資料を参照）

建 設 業 法 施 行 令 第 ３ 条 の 使 用 人 の 確 認 資 料

　上記の通り相違ありません。

　 令和　　○　年　　○　月　　○　日

氏　名　 馬　場　　仁

罰

　　な　　し
賞

氏 名 　　馬　場　　仁 生 年 月 日 Ｓ　３７　　年　　　９　月　　１７　日生

営 業 所 名 　　古　川　支　店

職 名 　　古　川　支　店　長

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

住 所 　　宮城県栗原市築館藤木５－１

様式第十三号（第四条関係） （用紙Ａ４）

建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

Ｐ.80「建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表」

〔様式第十一号〕に記載した者全員について作成する。
ただし、役員等を兼ねている者については、許可申請者の調

書をもって、これに替えることができる。

Ｐ.81「許可申請者の住所、

生年月日等に関する調書（様

式第十二号）」の記入例を参

照のこと。

所属する営業所の名称を記入する。

◎記載前に必ず確認！！
取締役、顧問、相談役、株主、支配人、支店長、個人事業主等が、法第８条の欠格要件に該当していないか、必ず確認する

こと。

許可後に欠格要件に該当していることが判明した場合は、不正の手段により許可を受けた場合に該当し、建設業許可が取り

消され、その後５年間許可を受けることができなくなる可能性があります。

【法第８条の欠格要件の主な例】 ※必ず法律で詳細を確認すること

○禁錮以上の刑に処せられた者（又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者）

※執行猶予が付された場合も該当

○刑法等の罪を犯したことにより罰金刑に処せられた者（又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者）

○暴力団員（又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者）
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（２３）株主（出資者）調書〔様式第十四号〕
　　　　　　（当該用紙下段の記載要領を必ずご覧ください。）

記載要領

株主（出資者）名 住　　　　　　　所 所有株数又は出資の価額

様式第十四号（第四条関係） （用紙Ａ４）

株　　　主　　　（出　　　資　　　者）　　　調　　　書

仙　台　　喜　美 　　　　　　　　　〃 １００株

仙　台　　太　郎 　　宮城県多賀城市鶴ケ谷１－４－１ ５００株

仙　台　　円　香 宮城県石巻市中嶋町１７－２ １００株

【変更届が必要となる場合】総株主の議決権の100分の５以上を有する株主（又は出資総額の100分の５以
上を出資する者）として申請・届出をした方（以下「メンバー」とする。）に増減等の変更が生じた場
合、それを法人が覚知してから30日以内に様式第22号の２に本調書等を添付して、役員等の変更があった
旨を届け出ていただく必要があります。
　ただし、保有株式数（出資額）に変動が生じた場合で、既に申請又は届出をしたメンバーに変更がなけ
れば変更届は必要ありません。

　この調書は、総株主の議決権の100分の５以上を有する株主又は出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者について記載すること。

許可申請者が法人である
場合に作成する。

株数を記載するときは
「○○株」とし、出資の
価額を記載するときは
「○○円」と、その単位
を必ず記載する。

株式会社にあっては、履歴
事項証明書の発行済株式総
数の１００分の５以上を有する
株主は、別紙一の「役員等の
一覧表」に株主等として記載
すること。
（様式第十二号の提出も必要）

株主又は出資者が法人であ
る場合には、その商号又は名
称を、個人である場合にはそ
の者の氏名を記入する。
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（２４）財務諸表〔様式第十五号～様式第十九号〕 
    （当該用紙添付の記載要領を必ずご覧ください。） 
 

 
 
 
 
＜開始貸借対照表＞（新規設立で、決算期未到来の場合） 

開 始 貸 借 対 照 表 
                               株式会社あおば建設 

令和２年４月１日現在 

資 産 の 部 純 資 産 の 部 

科   目 金   額 科   目 金   額 

現   金 千円 
10,000 

資 本 金 千円 
10,000 

合   計 千円 
10,000 合   計 千円 

10,000 
 

 

財 務 諸 表 
（ 法 人 用 ） 

 
 様式第十五号 貸 借 対 照 表 
 様式第十六号 損 益 計 算 書 
        完成工事原価報告書 

様式第十七号 株主資本等変動計算書 
様式第十七号の二 注   記   表 

 
      自 令和 2 月 10 月 1 日 
事業年度 

      至 令和 3 年 9 月 30 日 
 
 
 会社名 （株）仙 台 建 設    
             税込・税抜 

 

 

  

財 務 諸 表 
（ 個 人 用 ） 

 
様式第十八号 貸 借 対 照 表 
様式第十九号 損 益 計 算 書 

 
 
 

令和元年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 商号又は名称   鈴木工務店    
             税込・税抜 

 

建設業法で定める様式で作成する。 

なお、記入の際は、千円未満は切り捨てで記入する

こと。 

様式第二号にあわせて税込か税抜を選択し、当てはまる方に丸を付す。 

経営事項審査を受ける場合は、税抜となる（免税事業者を除く）。 

←記載例

（P87-102） 
←記載例

（P.103-106） 
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様式第十五号（第四条、第十条、第十九条の四関係）               （用紙Ａ４） 

 

貸   借   対   照   表 

令和６年３月３１日現在 

 

（会社名） (株) 仙 台 建 設      

 

資  産  の  部 

 
Ⅰ 流  動  資  産                                千円 

現金預金                                                 ２０５，４８６  
受取手形                                                 １３２，２５５  
完成工事未収入金                                           ８１，２８７  
有価証券                                        

未成工事支出金                                           ３８５，９３３  
材料貯蔵品             ・各科目で発生した端数に            ５３，４３１  
短期貸付金             ついては千円未満を切り捨                         

前払費用               てて計上します。                                 

その他             ・その影響で、小項目の和            ２１，３０１  
  貸倒引当金           が合計と一致しないことも       △   ２，１９６  
  流動資産合計       ありますが問題ありません。        ８７７，５００  

Ⅱ 固 定 資 産 

(1) 有形固定資産 

建物・構築物              ９６，３４５  
 減価償却累計額             △   ２９，４３４         ６６，９１１  
機械・運搬具                    １０５，０９９  
 減価償却累計額        △   ６０，９１７            ４４，１８２  
工具器具・備品                    １５，６９９                        
 減価償却累計額             △   １０，１９１           ５，５０８  
土 地                                                     ４９，３７８  
リース資産                                 
 減価償却累計額       △                        
建設仮勘定                                                               
その他                                         

 減価償却累計額             △                                        
  有形固定資産合計                                       １６５，９８１  

(2) 無形固定資産 

特許権                                                                   
借地権                                                                   
のれん                                                                   
リース資産                                

その他                                                     ６７８  
無形固定資産合計                                                ６７８  

(3) 投資その他の資産 
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投資有価証券                                                 ３，１０２  
関係会社株式・関係会社出資金                                             
長期貸付金                                                   ２，７００  
破産更生債権等                                                        
長期前払費用                                                             
繰延税金資産                                                           
その他                                                  １９，４９５  
 貸倒引当金                                          △                 
 投資その他の資産合計                                     ２５，２９７  
  固定資産合計                                         １９１，９５７  

Ⅲ 繰 延 資 産 

創立費                                                                   
開業費                                                                   
株式交付費                                                              
社債発行費                                                               
開発費                                                             
  繰延資産合計                                                         
   資産合計                                       １，０６９，４５７  

 

負  債  の  部 

 

Ⅰ 流 動 負 債 

支払手形                                                 ３３１，８２５  
工事未払金                                               １１９，５３１  
短期借入金                                                   ３，０００  
リース債務                                

未払金                                                                   
未払費用                                                   １０，９００  
未払法人税等                                               １３，５００  
未成工事受入金                                                           
預り金                                                   ３６９，５００  
前受収益                                                     ２，３１９  
    引当金                                
その他                                                       ７０６  
    流動負債合計                                         ８５１，２８１  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

負債純資産合計と

一致する 

自社で定めている引当金の

名称を   に記載する 
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Ⅱ 固 定 負 債 

社債                                                                     
長期借入金                                               １４６，７８３  
リース債務                                
繰延税金負債                                                           
 ○×   引当金                                               ２，４０９  
負ののれん                                                            
その他                                                               
  固定負債合計                                         １４９，１９３  
   負債合計                    １，０００，４７４  

 

純  資  産  の  部 

 

Ⅰ 株 主 資 本                                              
 (1) 資本金                                                        ２０，０００  
 (2) 新株式申込証拠金                                                            
 (3) 資本剰余金                                                               
    資本準備金                                                                
    その他資本剰余金                                                  ５００  
     資本剰余金合計                                                  ５００  
 (4) 利益剰余金 

    利益準備金                                                                
    その他利益剰余金 
                  準備金                                                          
      ○  ○ 積立金                                            １５，５００  
     繰越利益剰余金                                            ３２，９８２  
     利益剰余金合計                                            ４８，４８２  
  (5) 自己株式                                            △         

  (6) 自己株式申込証拠金                                        

   株主資本合計                                          ６８，９８２  
Ⅱ 評価・換算差額等                                                           
 (1) その他有価証券評価差額金                                            

 (2) 繰延ヘッジ損益                                                     

 (3) 土地再評価差額金                                                    

      評価・換算差額等合計                                          

Ⅲ 新株予約権                                                          

       純資産合計                                           ６８，９８２  
       負債純資産合計                                  １，０６９，４５７  
 

 

 

 

 

 

自社で定めている準備金・積立金

の名称を   に記載する 

自社で定めている引当金の

名称を   に記載する 

資産合計と一

致する 
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記載要領 

 １ 貸借対照表は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を

しん酌し、会社の財産の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載すること。 

 ２ 勘定科目の分類は、国土交通大臣が定めるところによること。 

 ３ 記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。 

   ただし、会社法（平成17年法律第86号）第2条第6号に規定する大会社にあっては，百万

円単位をもって表示することができる。この場合、「千円」とあるのは「百万円」として記

載すること。 

 ４ 金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載を要しない。 

 ５ 流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、流動負債及び固定負債に

属する科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科目の記載を要しない。 

 ６ 建設業以外の事業を併せて営む場合においては、当該事業の営業取引に係る資産につい

てその内容を示す適当な科目をもって記載すること。 

   ただし、当該資産の金額が資産の総額の100分の5以下のものについては、同一の性格の

科目に含めて記載することができる。 

 ７ 流動資産の「有価証券」又は「その他」に属する親会社株式の金額が資産の総額の100分

の5を超えるときは、「親会社株式」の科目をもって記載すること。投資その他の資産の「関

係会社株式・関係会社出資金」に属する親会社株式についても同様に、投資その他の資産

に「親会社株式」の科目をもって記載すること。 

 ８ 流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は投資その他の資産の「その他」に属する資

産でその金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を明示する科目

をもって記載すること。 

 ９ 記載要領６及び８は、負債の部の記載に準用する。 

 10 「材料貯蔵品」、「短期貸付金」、「前払費用」、「特許権」、「借地権」及び「のれん」

は、その金額が資産の総額の100分の5以下であるときは、それぞれ流動資産の「その他」、

無形固定資産の「その他」に含めて記載することができる。 

 11 記載要領10は、「未払金」、「未払費用」、「預り金」、「前受収益」及び「負ののれん」

の表示に準用する。 

 12 「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」は、税効果会計の適用にあたり、一時差異（会計

上の簿価と税務上の簿価との差額）の金額に重要性がないために、繰延税金資産又は繰延

税金負債を計上しない場合には記載を要しない。 

 13 「繰延税金資産」の金額及び「繰延税金負債」の金額については、その差額のみを「繰

延税金資産」又は「繰延税金負債」として投資その他の資産又は固定負債に記載する。 

 14 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、各資産の金額から減損損失累計額を直接控

除し、その控除残高を各資産の金額として記載する。 

 15 「リース資産」に区分される資産については、有形固定資産に属する各科目（「リース

資産」及び「建設仮勘定」を除く。）又は無形固定資産に属する科目（「のれん」及び「リ

ース資産」を除く。）に含めて記載することができる。 

 16 「関係会社株式・関係会社出資金」については、いずれか一方がない場合においては、

「関係会社株式」又は「関係会社出資金」として記載すること。 

 17 持株会社である場合においては、「関係会社株式」を投資有価証券に、「関係会社出資

金」を投資その他の投資の「その他」に含めて記載することができる。 

 18 「のれん」の金額及び「負ののれん」の金額については、その差額のみを「のれん」又は

「負ののれん」として記載する。 
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 19 持株会社である場合においては、「株主資本」とあるのは「社員資本」と、「新株式申込 

証拠金」とあるのは「出資金申込証拠金」とし記載することとし、資本剰余金及び利益剰余金

については、「準備金」と「その他」に区分しての記載を要しない。 

 20 その他利益剰余金又は利益剰余金合計の金額が負となった場合は、マイナス残高として記載

する。 

 21 「その他有価証券評価差額金」、「繰延ヘッジ損益」及び「土地再評価差額金」のほか、評

価・換算差額等に計上することが適当であると認められるものについては、内容を明示する科

目をもって記載することができる。 
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様式第十六号（第四条、第十条、第十九条の四関係）                  

（用紙Ａ４） 

 

損  益  計  算  書 

自 令和 ２年 ４月 １日 

至 令和 ３年 ３月３１日 
 

（会社名） (株) 仙 台 建 設      

 

Ⅰ 売   上   高                                                                 
 千円 

完成工事高                 １，４３６，５２３ 
兼業事業売上高                           １，４３６，５２３ 

Ⅱ 売 上 原 価 

完成工事原価                        １，２５０，１９０ 
兼業事業売上原価                                 １，２５０，１９０ 

 売上総利益（売上総損失） 

  完成工事総利益（完成工事総損失）       １８６，３３３ 

  兼業事業総利益（兼業事業総損失）                   １８６，３３３ 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

役員報酬                                   ２５，０８０ 

従業員給料手当                            ５２，７１６ 

退職金                                       ５０１ 
法定福利費                                 ３，２５３ 

福利厚生費                                ４，０６０ 

修繕維持費                                   ５７５ 

事務用品費                                  ２，５７１ 

通信交通費                                 ７，３２１ 

動力用水光熱費                               ６８８ 

調査研究費                                      

広告宣伝費                                ２，７４５ 

貸倒引当金繰入額                                

貸倒損失                                        

交際費                                    ８，９７８ 

寄付金                                          

地代家賃                                  ７，０６４ 

減価償却費                                 ７，０９１ 

開発費償却                                  

租税公課                                   ２，３９２ 

保険料                                     １，２６４ 

雑 費                                    ６，８５７     １３３，１６０ 

  営業利益（営業損失）                                         ５３，１７２ 

 

Ⅳ 営業外収益 

「直前３年の各事業年度

における工事施工金額」

（様式第三号）の合計の数

字と一致する。 

完成工事原価報告書の完

成工事原価と一致する。 
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受取利息及び配当金                         ５，８２４ 

その他                               １，５６３       ７，３８７ 

Ⅴ 営業外費用 

支払利息                                 ２１，１８１ 

貸倒引当金繰入額                                

貸倒損失                                         

その他                                            ２１，１８１ 

   経常利益（経常損失）                                       ３９，３７８ 

Ⅵ 特 別 利 益 

前期損益修正益                        

その他                                  ４，５５０         ４，５５０ 

Ⅶ 特 別 損 失 

前期損益修正損                        

その他                     １０，０１０        １０，０１０ 

税引前当期純利益（税引前当期純損失）                        ３３，９１８ 

法人税、住民税及び事業税            １３，０００ 

法人税等調整額                          １３，０００ 

当期純利益（当期純損失）                     ２０，９１８ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 94 - 
 

記載要領 
 １ 損益計算書は、一般に公正妥当を認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をし

ん酌し、会社の損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載すること。 
 ２ 勘定科目の分類は、国土交通大臣が定めるところによること。 
 ３ 記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。 
   ただし、会社法（平成17年法律第86号）第2条第6号に規定する大会社にあっては、百万円

単位をもって表示することができる。この場合、「千円」とあるのは「百万円」として記載

すること。 
 ４ 金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載を要しない。 
 ５ 兼業事業とは、建設業以外の事業を併せて営む場合における当該建設業以外の事業をい

う。この場合において兼業事業の表示については、その内容を示す適当な名称をもって記載

することができる。 
 ６ 「雑費」に属する費用で販売費及び一般管理費の総額の10分の1を超えるものについては、

それぞれ当該費用を明示する科目を用いて掲記すること。 
 ７ 記載要領６は、営業外収益の「その他」に属する収益及び営業外費用の「その他」に属す

る費用の記載に準用する。 
 ８ 「前期損益修正益」の金額が重要でない場合においては、特別利益の「その他」に含めて

記載することができる。 
 ９ 特別利益の「その他」については、それぞれ当該利益を明示する科目を用いて掲記するこ

と。 
   ただし、各利益のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益を区分掲記しな

いことができる。 
 10 特別利益に属する科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科目の記載を要し

ない。 
 11 記載要領８は「前期損益修正損」の記載に、記載要領９は特別損失の「その他」の記載

に、記載要領10は特別損失に属する科目の記載にそれぞれ準用すること。 
 12 「法人税等調整額」は、税効果会計の適用に当たり、一時差異（会計上の簿価と税務上の

簿価との差額）の金額に重要性がないために、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しない

場合には記載を要しない。 
 13 税効果会計を適用する最初の事業年度については、その期首に繰延税金資産に記載すべき

金額と繰延税金負債に記載すべき金額とがある場合には、その差額を「過年度税効果調整

額」として株主資本等変動計算書に記載するものとし、当該差額は「法人税等調整額」には

含めない。 
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（用紙Ａ４）   

 

完成工事原価報告書 

自 令和２年 ４月 １日 

至 令和３年 ３月３１日 

 

（会社名） (株) 仙 台 建 設      

 

 

                                                                                
千円 
Ⅰ 材 料 費                             ３５０，０５３ 

Ⅱ 労 務 費                             １４６，２７２ 

  （うち労務外注費        ） 

Ⅲ 外 注 費                                                        ６１５，０９３ 

Ⅳ 経   費                             １３８，７７１ 

  （うち人件費    ６６，１６０）                                              
        完成工事原価                    １，２５０，１９０ 損益計算書の完成工事原価

と一致する。 
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様式第十七号の二（第四条、第十条、第十九条の四関係）           （用紙Ａ４） 

 

注   記   表 

自 令和 ２年 ４月 １日 

至 令和 ３年 ３月３１日 

（会社名） （株）仙 台 建 設     

注 

 １ 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況 

 ２ 重要な会計方針 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 
  有価証券 

ア 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法で処理，売

却原価は移動平均法で算定） 

イ 時価のないもの 移動平均法による原価法 

 (2) 固定資産の減価償却の方法 
   ①有形固定資産  建物については定額法，その他の資産は定率法 

   ②無形固定資産  定額法 

 (3) 引当金の計上基準 
   貸倒引当金の計上基準 

    一般債権については法人税法の規定による法定繰入率，その他の債権については個々の債権

の回収可能性を勘案して計上している。 

 (4) 収益及び費用の計上基準 
   工事収益の計上基準 

    工期２年かつ請負金額１億円以上の工事については工事進行基準，その他の工事については

工事完成基準を採用している。 

 (5) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法 税抜方式 

 (6) その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書､注記表作成のための基本となる重要

な事項  該当なし 

３ 会計方針の変更  該当なし 

４ 表示方法の変更  該当なし 

４－２ 会計上の見積り 

５ 会計上の見積りの変更 

６ 誤謬の訂正    該当なし 

７ 貸借対照表関係 

(1) 担保に供している資産及び担保付債務 

   ①担保に供している資産の内容及びその金額 

   ②担保に係る債務の金額 

 (2) 保証債務、手形遡及債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額 

 (3) 関係会社に対する短期金銭債権及び長期金銭債権並びに短期金銭債務及び長期金銭債務 

 (4) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権

及び金銭債務 

 (5) 親会社株式の各表示区分別の金額 
 （6）工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額 
 

会計監査人設置会社のみ記載。 

自社で採用している評

価方法等を記載する。 

経営事項審査を受ける場合は 

免税事業者を除き必ず税抜方式 

７・８は株式譲渡制限

会社・有限会社・持分会

社は記載不要 

該当事項がない場合に

おいては、「該当なし」

と記載する。 

会計監査人設置会社のみ記載。 
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８ 損益計算書関係 

 (1) 売上高のうち関係会社に対する部分 

 (2) 売上原価のうち関係会社からの仕入高 

 (3)  売上原価のうち工事損失引当金繰入額 
(4)  関係会社との営業取引以外の取引高 

 (5) 研究開発費の総額（会計監査人を設置している会社に限る。） 
９ 株主資本等変動計算書関係 

 (1) 事業年度末日における発行済株式の種類及び数  譲渡制限株式 ○○○株 

 (2) 事業年度末日における自己株式の種類及び数   該当なし 

 (3) 剰余金の配当 
平成２６年１１月１５日 定時株主総会 

 ア 配当総額 ○○○○円 

 イ 一株あたりの配当額 ○○円 

 ウ 配当原資 利益剰余金 

 エ 基準日 平成２６年９月３０日 

 オ 効力発生日 平成２６年１２月１０日 

 (4) 事業年度末において発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び数 該当なし 

10 税効果会計 

11 リースにより使用する固定資産 

12 金融商品関係 
（1）金融商品の状況 
（2）金融商品の時価等 
13 賃貸等不動産関係 
（1）賃貸等不動産の状況 
（2）賃貸等不動産の時価 
14 関連当事者との取引 

取引の内容 

  
  
 

種類 会社等の名

称又は氏名  
議決権の所有 

（被所有）割合 

関係内容 

  
科目 期末残高 

 （千円） 

      

ただし、会計監査人を設置している会社は以下の様式により記載する。 
   （1）取引の内容 

種類 会社等の名

称又は氏名  
議決権の所有 

（被所有）割合 

  関係内容  取引の内容 取引金額 

  
科目 

  
期末残高 

 （千円） 

        

 (2) 取引条件及び取引条件の決定方針 

 (3) 取引条件の変更の内容及び変更が貸借対照表、損益計算書に与える影響の内容 

15 一株当たり情報 

(1) 一株当たりの純資産額 

(2) 一株当たりの当期純利益又は当期純損失 

16 重要な後発事象 

17 連結配当規制適用の有無 
17－２ 収益認識関係 

会計監査人設置会社のみ記載 

10～16 は株式譲渡制

限会社・有限会社・持分

会社は記載不要 

有限会社は出資

１口を１株に読

み替えて記載 

持分会社は記載不要 
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17－３ 国際最低課税額に対する法人税等 

18 その他  該当なし 

記載要領 

１ 記載を要する注記は、以下のとおりとする。 

 株 式 会 社 持分会社 

会計監査人 

設置会社 

会計監査人なし 

公開会社 

 

株式譲渡 

制限会社 

１ 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる

ような事象又は状況 
〇 × × × 

２ 重要な会計方針 〇 〇 〇 〇 

３ 会計方針の変更 〇 〇 〇 〇 

４ 表示方法の変更 〇 〇 〇 〇 

４－２ 会計上の見積り 〇 × × × 

５ 会計上の見積りの変更 〇 × × × 

６ 誤謬の訂正 〇 〇 〇 〇 

７ 貸借対照表関係 〇 〇 × × 

８ 損益計算書関係 〇 〇 × × 

９ 株主資本等変動計算書関係  〇 〇 〇 × 

10 税効果会計 〇 〇 × × 

11 リースにより使用する固定資産  〇 〇 × × 

12 金融商品関係  〇 〇 × × 

13 賃貸等不動産関係  〇 〇 × × 

14 関連当事者との取引 〇 〇 × × 

15 一株当たり情報  〇 〇 × × 

16 重要な後発事象 〇 〇 × × 

17 連結配当規制適用の有無  〇 × × × 

17－２ 収益認識関係  〇 × × × 

17－３ 国際最低課税額に対する法人税等 〇 〇 〇 〇 

18 その他 〇 〇 〇 〇 

【凡例】○ ・・・記載要、×・・・記載不要 

２ 注記事項は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の適当な場所に記載することがで

きる。この場合、注記表の当該部分への記載は要しない。 

３ 記載すべき金額は、注15を除き千円単位をもつて表示すること。ただし、会社法（平成17年法律

第86号）第２条第６号に規定する大会社にあつては､百万円単位をもつて表示することができる。

この場合、「千円」とあるのは「百万円」として記載すること。 

４ 注に掲げる事項で該当事項がない場合においては、「該当なし」と記載すること。 

５ 貸借対照表､損益計算書、株主資本等変動計算書の特定の項目に関連する注記については、その

関連を明らかにして記載する。 

６ 注に掲げる事項の記載に当たつては、当該事項の番号に対応してそれぞれ以下に掲げる要領に従

つて記載する。 

注１ 事業年度の末日において、当該会社が将来にわたつて事業を継続するとの前提に重要な疑義を
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生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善

するための対応をしてもなおその前提に関する重要な不確実性が認められるとき（ 当該事業年

度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなつた場合を除く。）は、次に掲げる事項を記

載する。 

①  当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

②  当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 

③  当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 

④  当該重要な不確実性の影響を貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は注記表に 

反映しているか否かの別 

注２ 重要性の乏しい事項は、記載を要しない。 

(4) 完成工事高及び完成工事原価の認識基準、決算日における工事進捗度を見積もるために用いた

方法その他の収益及び費用の計上基準について記載する。なお、会社が顧客との契約に基づく義

務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、次に掲げる事項を記載す

る。 

① 当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容 

② ①に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点 

③ ①及び②に掲げるもののほか、当該会社が重要な会計方針に含まれるものと判断したもの 

(5) 税抜方式及び税込方式のうち貸借対照表及び損益計算書の作成に当たつて採用したものを記載

する。ただし、経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書に添付する場合には、税抜方式を

採用すること。 

注３ 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した

場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項は記載を要せず、また、会計

監査人設置会社以外の株式会社及び持分会社にあつては、④ ロ及びハに掲げる事項を省略する

ことができる。 

①  当該会計方針の変更の内容 

②  当該会計方針の変更の理由 

③  会社計算規則（平成18年法務省令第13号）第２ 条第３ 項第59号に規定する遡及適用（以下 

単に「遡及適用」という。） をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対す

る影響額 

④ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた場合には、次    

に掲げる事項（ 当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なとき

は、ロに掲げる事項を除く。） 

イ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表の主な項目に対する影響額 

ロ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた理由並びに当

該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期 

ハ 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性

がある場合であつて、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項 

注４ 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した

場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項は、記載を要しない。 

①  当該表示方法の変更の内容 

②  当該表示方法の変更の理由 

注４－２ 次に掲げる事項を記載する。 
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 (1) 会計上の見積りにより当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又

は注記表の項目にその額を計上した項目であつて、翌事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書又は注記表に重要な影響を及ぼす可能性のあるもの 

 (2) 当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は注記表の(1)に掲げ

る項目に計上した額 

 (3) (2)に掲げるもののほか、(1)に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する

情報 

注５ 会計上の見積りの変更をした場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事

項は、記載を要しない。 

①  当該会計上の見積りの変更の内容 

②  当該会計上の見積りの変更の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表の 

項目に対する影響額 

③  当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす 

可能性があるときは、当該影響に関する事項 

注６ 会社計算規則第２ 条第３ 項第6 4 号に規定する誤謬の訂正をした場合に、次に掲げる事項を

記載する。ただし、重要性の乏しい事項は、記載を要しない。 

①  当該誤謬の内容 

②  当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額 

注７ 

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務は、勘定科目別に記載する。 

(2) 保証債務、手形遡求債務、損害賠償義務等（ 負債の部に計上したものを除く） の種類別に総 

額を記載する。 

(3) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。 

(4) 総額を記載するものとし、取締役、監査役又は執行役別の金額は記載することを要しない。 

(5) 貸借対照表に区分掲記している場合は、記載を要しない。 

(6) 同一の工事契約に関する未成工事支出金と工事損失引当金を相殺せずに両建てで表示したとき

は、その旨及び当該未成工事支出金の金額のうち工事損失引当金に対応する金額を、未成工事支

出金と工事損失引当金を相殺して表示したときは、その旨及び相殺表示した未成工事支出金の金

額を記載する。 

注８ 

(1) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。 

(2) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。 

(3) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。 

注９ 

（1) 事業年度中に行つた剰余金の配当（ 事業年度末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当

を受ける者を定めるための会社法第124条第１ 項に規定する基準日が事業年度中のものを含

む。）について、配当を実施した回ごとに、決議機関、配当総額、一株当たりの配当額、基準日

及び効力発生日について記載する。 

注10 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因を定性的に記載する。 

注11 ファイナンス・リース取引（ リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該

リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件（ 当該リース

契約により使用する物件をいう。）の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実
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質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担

することとなるものをいう。）の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース取引について

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない重要な固定資産について､定性的に

記載する。「重要な固定資産」とは、リース資産全体に重要性があり、かつ、リース資産の中に

基幹設備が含まれている場合の当該基幹設備をいう。リース資産全体の重要性の判断基準は、当

期支払リース料の当期支払リース料と当期減価償却費との合計に対する割合についておおむね１ 

割程度とする。ただし、資産の部に計上するものは、この限りでない。 

注12 重要性の乏しいものについては記載することを要しない。 

注13 賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は、記載を要しない。 

注14 「関連当事者」とは、会社計算規則第112条第４ 項に定める者をいい、記載に当たつては、関

連当事者ごとに記載する。関連当事者との取引には、会社と第三者との間の取引で当該会社と関

連当事者との間の利益が相反するものを含む。ただし、重要性の乏しい取引及び関連当事者との

取引のうち以下の取引については記載を要しない。 

①  一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引

条件が一般の取引と同様であることが明白な取引 

②  取締役、会計参与、監査役又は執行役に対する報酬等の給付 

③  その他、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一

般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な取引「種類」の欄には、会社計算

規則第112条第４ 項各号に掲げる関連当事者の種類を記載する。 

注15 株式会社が当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした

場合において、当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して(1)及び(2)に

掲げる額を算定したときは、その旨を追加して記載する。 

注17 会社計算規則第158条第４ 号に規定する配当規制を適用する場合に、その旨を記載する。 

注17－２ 会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識す

る場合に、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。）を記載する。ただし、会社法第444

条第３項に規定する株式会社以外の株式会社にあつては、①及び③に掲げる事項を省略すること

ができる。 

① 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確

実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額

その他の事項 

② 収益を理解するための基礎となる情報 

③ 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 

   なお、①から③までに掲げる事項が注２の規定により注記すべき事項と同一であるときは，当

該事項の記載を要しない。 

注17－３ 法人税、住民税及び事業税の金額に、当該事業年度に係る国際最低課税額（法人税法（昭

和四十年法律第三十四号）第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。）に対する

法人税その他の当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税（本表におい

て「国際最低課税額に対する法人税等」という。）の金額を含めて表示する場合に、当該金額を

記載する（重要性の乏しいものを除く。）。 

注18 注１から注17－３までに掲げた事項のほか、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算

書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項を記載する。 
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 様式第十八号（第四条、第十条、第十九条の四関係） 

（用紙Ａ４）   

貸   借   対   照   表 

令 和 元 年 １ ２ 月 ３ １ 日 現 在 

 

（商号又は名称） 宮 城 太 郎 工 務 店  

 

資 産 の 部 

Ⅰ 流動資産                                千円 

現金預金       １１，１４７ 

受取手形          ２４７ 

完成工事未収入金       ２，９２７ 

有価証券          ４００ 

未成工事支出金          ４９４ 

材料貯蔵品        ２，７００ 

その他               

 貸倒引当金        △        

  流動資産合計      １７，９１７ 

Ⅱ 固定資産 

建物・構築物          ４１５ 

機械・運搬具       １１，１１５ 

工具器具・備品        １，５５９ 

土地         ３，０８１ 

建設仮勘定              

破産更生債権等              

その他               

  固定資産合計      １６，１７２ 

    資産合計       ３４，０９０ 

負 債 の 部 

Ⅰ 流 動 負 債 

支払手形        ７，４２５ 

工事未払金          ７２４ 

短期借入金        ２，７３５ 

未払金               

未成工事受入金          ４１９ 

預り金            ４８ 

       引当金             

その他               

  流動負債合計      １１，３５３ 

 

負債純資産合計

と一致する。 
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Ⅱ 固 定 負 債 

長期借入金        ５，６２４ 

その他               

  固定負債合計       ５，６２４ 

   負債合計       １６，９７８ 

純 資 産 の 部 

期首資本金       １４，１７１ 

事業主借勘定          ４７１ 

事業主貸勘定        △  ２，４３４ 

事業主利益        ４，９０３ 

   純資産合計      １７，１１１ 

   負債純資産合計      ３４，０９０ 

注 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法 

  「消費税込み」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期決算の純資産合

計と一致する。 

資産合計と一致

する。 

経営事項審査を受けない場合は、会社の決算方式を記載する。 

経営事項審査を受ける場合は、免税事業者を除き必ず税抜きとなる。 
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様式第十九号（第四条、第十条、第十九条の四関係）                

                                     （用紙Ａ４）   

損 益 計 算 書 

自  令 和  ２ 年  １ 月  １ 日 

至  令 和  ２ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 

 

（商号又は名称） 宮 城 太 郎 工 務 店  

千円 

Ⅰ 売  上  高 

   完成工事高                   ６３，５８２  

   兼業事業売上高                  ７，２５０ ７０，８３２ 

Ⅱ 売 上 原 価 

   完成工事原価 

    材料費            １７，６３６ 

    労務費             ８，８７２ 

     （うち労務外注費      ） 

    外注費            １３，６１０ 

    経費             １４，４４２  ５４，５６２ 

   兼業事業売上原価                  ６，２２３ ６０，７８５ 

    売上総利益（売上総損失） 

     完成工事総利益（完成工事総損失）        ９，０２０  

     兼業事業総利益（兼業事業総損失）        １，０２７ １０，０４７ 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

従業員給料手当                                １，１１０ 

退職金                                          ８８７ 

法定福利費                                          

福利厚生費                                      ２７９ 

維持修繕費                                      ４７０ 

事務用品費                                      ２１４ 

通信交通費                                       ５２ 

動力用水光熱費                                  １４７ 

広告宣伝費                                       ９１ 

交際費                                          ８０１ 

寄付金                                              

地代家賃                                        １４９ 

減価償却費                                      ２１０ 

租税公課                                        ４２４ 

保険料                                          １３７ 

雑 費                                          ４４６   ５，４２２ 

  営業利益（営業損失）       ４，６２４ 

「直前３年の各事業年度におけ

る工事施工金額」(様式第三号）の

合計の数字と一致する。 

兼業事業が総売上高の１０分の１を超え

る場合は、(1)完成工事高、(2)完成工事

原価及び完成工事総利益（完成工事総損

失）を建設業及び兼業事業の別に合計の

内訳も記入する。 
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Ⅳ 営業外収益 

受取利息及び配当金                                 

その他                                     ２７９     ２７９ 

 

Ⅴ 営業外費用 

支払利息                                             

その他                                                  

  事業主利益（事業主損失）                                      ４，９０３ 

 

 

貸借対照表の純資産

の部の「事業主利益」

の額と一致する。 



（２５）営業の沿革〔様式第二十号〕
　　　　　　（当該用紙下段の記載要領を必ずご覧ください。）

記載要領

創業

      Ｓ５７年　  １０月　　　１日 資本金増資（資本金３，５００万円）

様式第二十号（第四条関係） （用紙Ａ４）

営　　業　　の　　沿　　革

本店移転　仙台市青葉区本町３－８－１

        Ｈ６年　　  ５月　　　１日 資本金増資（資本金６，０００万円）

      Ｈ１５年　    ４月　　　１日 (株)仙台建設に商号変更

宮城県知事許可（特－６）　　第１２３４５号（土，と，石、内，具）

      Ｈ１１年　　　８月　　２５日 宮城県知事許可（般－１１）　第１２３４５号（園）

      Ｈ１３年　  １０月　　２０日 一部廃業（石，具）

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

建

設

業

の

登

録
及

び

許

可

の

状

況

        Ｈ６年　　　９月　　１０日

創

業

以

後

の

沿
革

      Ｓ４５年　    ４月　  　１日

      Ｈ１５年　　　２月　　　５日

      Ｓ６０年　  　４月　　　１日

３ 　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

賞

罰

年　　　　月　　　　日　 な　　　　　し

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

１ 　「創業以後の沿革」の欄は、創業、商号又は名称の変更、組織の変更、合併又は分割、資本金額の変更、営業の休止、営業の再開等を記載

すること。

２ 　「建設業の登録及び許可の状況」の欄は、建設業の最初の登録及び許可等（更新を除く。）について記載すること。

宮城県知事許可（般－１４）　第１２３４５号　業種追加（ほ）　

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

事業（建設業以外の事業を含む）を開
始した年月日を記入する。

商号又は名称
の変更、組織の変
更等を記載する。

最初の許可年月
日、許可番号、
許可業種、その
後の業種追加、
失効、廃業、許
可換え、般特新
規等の許可に関
する履歴を記載
する（更新につい
ては記載不要）。

行政処分等につ
いても記載する。
該当ない場合は

「なし」と記載する。
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（２６）所属建設業者団体〔様式第二十号の二〕
　　　　　　（当該用紙下段の記載要領を必ずご覧ください。）

記載要領

　「団体の名称」の欄には、法第27条の37に規定する建設業者の団体の名称を記載すること。

団　　体　　の　　名　　称 所　　属　　年　　月　　日

様式第二十号の二（第四条関係） （用紙Ａ４）

所　　属　　建　　設　　業　　者　　団　　体

一般社団法人　宮城県建設業協会 昭和　５５　年　１０　月　　１　日

（例）　一般社団法人　宮城県建設専門工事業団体連合会 平成　○○　年　○○　月　○○　日

一般社団法人　宮城県造園建設業協会 平成　○○　年　○○　月　○○　日

一般社団法人　仙台建設業協会 平成　○○　年　○○　月　○○　日

未加入の場合は「なし」
と記載する。
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（２７）主要取引金融機関名〔様式第二十号の三〕
　　　　　　（当該用紙下段の記載要領を必ずご覧ください。）

記載要領

様式第二十号の三（第四条関係） （用紙Ａ４）

主 　要　 取　 引　 金　 融 　機 　関　 名

信 用 金 庫 ・ 信 用 協 同 組 合
政 府 関 係 金 融 機 関

普 通 銀 行

長 期 信 用 銀 行

株式会社商工組合中央金庫
そ の 他 の 金 融 機 関

七十七銀行　県庁支店 杜の都信用金庫　中央支店

　　（例　○○銀行○○支店）

１　「政府関係金融機関」の欄には、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策政策投資銀行等について記載すること。
２　各金融機関とも、本所、本店、支所、支店、営業所、出張所等の区別まで記載すること。　　
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第三編 許可後の注意事項について 

１ 標識の掲示 －法第 40 条－ 

 建設業者は、その店舗及び現場ごとに公衆の見やすい所に次の標識を必ず掲示しなければなりません。 
（１）店舗に掲げる標識 

建 設 業 の 許 可 票 
商号又は名称  
代表者の氏名  

一般建設業又は 
特定建設業の別 

許可を受けた 
建 設 業 許 可 番 号 許可年月日 

  国土交通大臣 
   知 事 許可（  ）第   号 

 

  国土交通大臣 
   知 事 許可（  ）第   号 

 

この店舗で営業 
している建設業 

 

 
＜ 記載要領 ＞ 
１「許可を受けた建設業」の欄は、許可を取得しているすべての業種を記載すること。 
２「この店舗で営業している建設業」の欄は、営業所技術者等を配置した営業所ごとの許可業種を記載する。 
 
（２）建設工事の現場に掲げる標識（元請業者のみ） 

建 設 業 の 許 可 票 
商号又は名称  
代表者の氏名  
主任技術者の氏名 専任の有無   
 資格名 資格者証交付番号   
一般建設業又は特定建設業の別  
許可を受けた建設業  
許可番号 国土交通大臣 

   知 事 許可（   ）第    号 
許可年月日  

 
＜ 記載要領 ＞ 
１ 「主任技術者の氏名」の欄は、法第 26 条第 2 項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を 
 「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。 
２ 「専任の有無」の欄は、法第 26 条第 3 項本文の規定に該当する場合に、「専任」と記載し、同項第１号

に該当する場合には、「非専任（情報通信技術利用）」と、同項第２号に該当する場合には、「非専任（監

理技術者を補佐する者を配置）」と記載すること。 
３ 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第 7 条第 2 号ハ又は法第 15 条第 2 号イに該当 
 する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。 
４ 「資格者証交付番号」の欄は、法第２６条第３項の規定により専任の者でなければならない監理技術者

又は同項第１号若しくは第２号に該当する監理技術者を置く場合に、当該監理技術者が有する資格者証の

交付番号を記載すること。 
５ 「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設 
 業を記載すること。 
６ 「国土交通大臣、知事」については、不要なものを消すこと。 

40ｃｍ 以 上 

35
ｃ

ｍ
 

以
 

上
 

35ｃｍ 以 上 

25
ｃ

ｍ
 

以
 

上
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２ 変更届の提出 －法第 11 条－ 

○変更届の提出義務   
許可を受けた後、下表の変更事項に該当する場合は、同表に従って必要な書類を添付した変更届出書を速

やかに管轄の各土木事務所に提出してください。 
下表の提出しなければならない書類を提出しない、若しくは届出をすべき場合において届出をしない、又

は虚偽の記載をしたときは、罰則の適用（法第 50 条第 1 項第 2 号及び第 3 号）があるほか、当該建設業者

に対し監督処分（法第 28 条第 1 項）を行うことがあります。 
○重複について 
 既に許可を受けている他の建設業許可業者の常勤役員等、営業所技術者等、建設業法施行令第３条に規定

する使用人や、他社で常勤勤務をしている者は、自社の経営業務の管理責任者、営業所技術者等、建設業法

施行令第３条に規定する使用人として登録することはできません。 
№ 変 更 事 項 変更届出書等又は添付書類（◎は確認資料） 頁 届出期間 

１ 商号又は名称 
① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）〕 116 

変 更 後 
30 日以内 

② 定款（定款の変更部分が確認できる議事録の写でも可） 29 
③ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る） － 

２ 
営業所の名称・所

在地・電話番号 

① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）（第二面）〕 
（主たる営業所に関する変更のみの場合は（第二面）の提出は不要

です。） 

116－117 

② 定款（定款の変更部分が確認できる議事録の写でも可） 
  ※変更があった場合のみ提出 

29 

③ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る）（電話番号の変

更のみの場合は提出不要です。） 
－ 

◎ 営業所所在地の確認資料（電話番号の変更のみの場合は提出不

要です。） 
33 

３ 営業所の新設 

① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）（第二面）〕 116－117 
②  №12（建設業法施行令第３条に規定する使用人）の添付書類

（②～⑥） 
－ 

③ 営業所技術者等一覧表（様式第一号別紙四） 38 
◎ 営業所所在地の確認資料 33 
※ №15（営業所技術者等／変更・追加）の届出も併せて行ってく

ださい。 
 

４ 営業所の廃止 

① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）（第二面）〕 116－117 
② 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表（様式第十一

号） 
80 

※ №15（営業所技術者等／削除）の届出も併せて行ってください。  

５ 営業所の業種追加 

① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）（第二面）〕 116－117 
② 営業所技術者等一覧表（様式第一号別紙四） 38 
※ №15（営業所技術者等／変更・追加）の届出も併せて行ってく

ださい。 
 

６ 営業所の業種廃止 

① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）（第二面）〕 116－117 
② 営業所技術者等一覧表（様式第一号別紙四） 38 
※ №15（営業所技術者等／変更・追加または削除）の届出も併せ

て行ってください。 
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№ 変 更 事 項 変更届出書等又は添付書類（◎は確認資料） 頁 届出期間 

７ 資本金額 

① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）〕 116 
変 更 後 
30 日以内 

② 登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る） － 
③ 株主（出資者）調書〔様式第十四号〕（※変更がない場

合は不要です。） 
85 

８ 
氏名（改姓・改名） 
＜法人の役員・支配人・個人

事業主＞ 

① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）〕 116 

変 更 後 
30 日以内 

② 役員等の一覧表〔別紙１〕 34 
③ 株主（出資者）調書〔様式第１４号〕※株主の変更があ

る場合のみ提出 
 

④ 個人事業主の場合は、戸籍抄本等公的機関が発行する改

姓改名が確認できる書類。法人の役員・支配人の場合は、

登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る）。 

 

９ 

役 
 
員 

 
等 

新   任 

① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）〕 116 
② 役員等の一覧表〔別紙１〕 34 
③誓約書〔様式第六号〕 53 
④ 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書〔様式第十

二号〕 
81 

⑤ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る） － 
⑥ 登記されていないことの証明書 82 
⑦ 身元（身分）証明書 83 
⑧ 株主（出資者）調書〔様式第１４号〕 
  ※株主の変更がある場合のみ提出 

85 

※「100 分の 5 以上の株主」及び「100 分の 5 以上の出資者」

の変更の場合は、①～④、⑧の提出が必要です。 
 

退   任 
① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）〕 116 
② 役員等の一覧表〔別紙一〕 34 
③ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る） － 

代 表 者 
① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）〕 116 
② 役員等の一覧表〔別紙一〕 34 
③ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る） － 

10 
支

配

人 

新   任 

① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）〕 116 
② 誓約書〔様式第六号〕 53 

③ 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表〔様式

第十一号〕 
80 

④ 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月

日等に関する調書〔様式第十三号〕 
84 

⑤ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る） － 
⑥ 登記されていないことの証明書 82 
⑦ 身元（身分）証明書 83 

退   任 
① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）〕 116 
② 登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る） － 

11 欠格要件に該当したとき 届出書〔様式第二十二号の三〕 122 変 更 後 
2 週 間 
以  内 12 

建設業法施行令第 3 条に

規定する使用人 
① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）〕 116 
② 誓約書〔様式第六号〕 53 
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№ 変 更 事 項 変更届出書等又は添付書類（◎は確認資料） 頁 届出期間 

12 
建設業法施行令第 3 条に

規定する使用人 

③ 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表〔様式

第十一号〕 
80 

変 更 後 
2 週 間 
以  内 

 

④ 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月

日等に関する調書〔様式第十三号〕 
84 

⑤ 登記されていないことの証明書 82 
⑥ 身元（身分）証明書 83 
◎ 建設業法施行令第３条に規定する使用人の確認資料 
（注）令第３条の使用人が改姓改名した場合は、上記確認資

料に代えて、戸籍抄本など公的機関が発行する改姓改名が確

認できる書類を提出してください。 

80 

13 

経営業務の 
管理体制 

（規則第７条１

号イ該当の場

合） 

変 更 

① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）〕 116 
② 常勤役員等証明書〔様式第七号〕 54 
③ 常勤役員等の略歴書〔様式第七号別紙〕 55 
④ 役員等の一覧表〔別紙１〕 34 
⑤ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る） － 
◎ 経営業務の管理体制の確認資料(新規・追加部分) 
（注）常勤役員等（経営業務の管理責任者）が改姓改名した

場合は、上記確認資料に代えて、戸籍抄本など公的機関が発

行する改姓改名が確認できる書類を提出してください。 

56 

削 除 届出書〔様式第二十二号の三〕 122 

14 

経営業務の 
管理体制 

（規則第７条１

号ロ該当の場

合） 

変 更 

① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）〕 116 
② 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証

明書〔様式第七号の二〕 
58 

③ 常勤役員等の略歴書〔様式第七号の二別紙一〕 
  ※常勤役員等を変更する場合のみ提出 

62 

④ 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書〔様式第七号の

二別紙二〕      ※変更する者についてのみ提出 
63 

⑤ 役員等の一覧表〔別紙１〕 34 
⑥ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る） － 
◎ 経営業務の管理体制の確認資料(新規・追加部分)  
(注)常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者が改姓改

名した場合は、上記確認資料に代えて、戸籍抄本など公的機関

が発行する改姓改名が確認できる書類を提出してください。 

64 

削 除 届出書〔様式第二十二号の三〕 122 

15 営業所技術者等 

変 更 
・ 

追 加 
 
 
 
 
 
 

①  変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）〕 116 
②  営業所技術者等証明書(新規・変更)〔様式第八号〕 68 
③  営業所技術者等一覧表〔別紙４〕 38 
④ 技術者の要件を証する書面 
（１）一般建設業の場合（次のいずれか） 
 ア 卒業証明書又は技術検定合格証明書と実務経験証明書 
〔様式第九号〕 

 イ 実務経験証明書〔様式第九号〕 
 ウ 一般建設業に係る資格証明書の写し 
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№ 変 更 事 項 変更届出書等又は添付書類（◎は確認資料） 頁 届出期間 

15 
営業所技術者

等 

変 更 
・ 

追 加 

（２）特定建設業の場合(次のいずれか) 
 ア 上記（１）ア、イ、ウのいずれかと指導監督的実務経験

証明書〔様式第十号〕 
 イ 特定建設業に係る資格証明書の写し 

 

変 更 後 
2 週 間 
以  内 

 

◎ 営業所技術者等の確認資料(新規・追加部分) 
（注 1）営業所技術者等が改姓改名した場合は、上記②の「営

業所技術者等の追加」として、戸籍抄本など公的機関が発行

する改姓改名が確認できる書類を添えて提出してください。

同時に、上記②の「営業所技術者等の交替に伴う削除」として

旧姓名の削除に係る書類も提出してください。 
（注 2）担当業種又は有資格区分のみを変更する場合は、常勤

性を証明する資料の提出は不要です。 

69 

削 除 

＜交替に伴う削除の場合＞  
① 変更届出書〔様式第二十二号の二（第一面）〕 116 
② 営業所技術者等証明書(新規・変更)〔様式第八号〕 68 
③ 営業所技術者等一覧表〔別紙４〕 38 
＜営業所の廃止等に伴う削除の場合＞ 
※No.4 の届出も併せて提出してください。 

 

① 届出書〔様式第二十二号の三〕 122 
② 営業所技術者等一覧表〔別紙４〕 38 

16 決 算 報 告 

① 変更届出書〔決算変更届表紙〕 124  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業年度 
終 了 後 
４ か 月 
以 内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 工事経歴書〔様式第二号〕 40-49 
③ 直前３年の各事業年度における工事施工金額〔様式第三

号〕 
50-51 

④ 財務諸表＜法人の場合＞ 86 
・貸借対照表〔様式第十五号〕 87-91 
・損益計算書・完成工事原価報告書〔様式第十六号〕 92-95 
・株主資本等変動計算書〔様式第十七号〕 96 
・注記表〔様式第十七号の二〕 97-102 

・附属明細表〔様式第十七号の三〕（※資本金が 1 億円

を超え、又は貸借対照表の負債合計が 200 億円以上の

株式会社のみ添付する。） 

 

財務諸表＜個人の場合＞  86 
・貸借対照表〔様式第十八号〕 103⁻104 

  ・損益計算書〔様式第十九号〕 105⁻106 

⑤ 事業報告書（特例有限会社を除く株式会社の場合） － 
⑥ 納税証明書 

個人または法人事業税（※納付額、納付済額は要記載） 
－ 

＜変更のあった場合のみ添付するもの＞  
⑦ 健康保険等の加入状況〔様式第七号の三〕 66 
⑧ 使用人数〔様式第四号〕 52 
⑨ 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表〔様式

第十一号〕 
80 

⑩ 定款（定款の変更部分が確認できる議事録の写でも可） 29 
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№ 変 更 事 項 変更届出書等又は添付書類（◎は確認資料） 頁 届出期間 

17 健康保険等の加入状況 

① 健康保険等の加入状況〔様式第七-号の三〕 
66 加入指導時

に定められ

た提出期限

又は変更後

1 か月以内 
② 健康保険等の加入状況の確認資料 

66 

（注１）決算報告は毎年必ず提出してください。 
（注２）登記事項証明書は、それぞれの変更内容が確認できるもの（履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証

明書等）を提出してください。 
 
 
提 出 部 数 
  宮城県知事許可     
                            ＋ 
                             
                             
 

※行政書士が書類の作成を行った場合は、行政書士の職印が必要です。 
             詳しくは、P157 を御確認ください。 
 
受 付 時 間 

午前９時００分から午前１１時３０分まで 

  午後 1 時００分から午後４時３０分まで 

（ただし、仙台土木事務所へは午後４時００分までお越しください） 

 

＜郵送による受付について＞ 

  変更届については郵送による提出を受け付けています（窓口でも受け付けています。）。 

  提出に当たっては、以下の点に留意してください。 

  ①提出期限を超過したもの等は窓口での受付となります。 

  ②提出に当たっての留意事項 

   ア 送付先  管轄の各土木事務所 

   イ レターパックプラス（赤）で送付してください。（レターパックライト（青）や普通郵便は不可） 

   ウ レターパックの表面に送付物等を朱書きしてください。 

     「法人・個人名、許可番号、送付した書類名」在中 

      例）「みやぎ土木株式会社、第○○○号、建設業許可変更届出書」在中 

   エ 書類に不備がある場合は、再度郵送いただくか、来所いただき窓口での修正となりますので、ご

了承願います。 

    ・レターパックの表面には、必ず日中に連絡が取れる電話番号（携帯電話可）を記入してください。 

    ・提出する副本とは別に書類一式を複写して、お手元に保管しておいてください。 

   オ 申請書の正本（１部）、副本（２部）、確認資料、宛先を明記した返送用のレターパックプラス

（赤）を同封してください。（受付終了後、受付印を押印した副本を返送します。） 

   カ 返送までに２週間程度要する場合がありますので、御了承ください。 

   キ 送料は申請者の負担となります。 

   ク 郵便事故に関し、県は責任を負いかねますので、御了承ください。 

   ケ 様式の相違や必要な箇所の記述不備、連絡が取れない場合などは、窓口での訂正を求めることや、

受付不能で返却することがありますので、御了承ください。 

正  本 
1 部        

P.111-114 の一覧表に記載し

た必要書類を綴ったもの 

写  し 
２部（正本のコピーで可） 
土木事務所提出分    1 部 
本社控分        1 部 



　変 更 届 記 載 例

（１）変更届出書〔様式第二十二号の二〕
　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

様式第二十二号の二（第八条、第九条関係）

　(1)商号又は名称　(2)営業所の名称、所在地又は業種　(3)資本金額　(4)役員等の氏名　(5)個人業者の氏名
　(6)支配人の氏名　(7)建設業法施行令第３条に規定する使用人 (8)　建設業法第7条第2号　に規定する営業所技術者

建設業法第15条第2号　に規定する特定営業所技術者
について変更があったので届出をします。

殿

許可年月日

8

◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】

連絡先

ファックス番号　（０２２）２１１－３２９２

所属等　　　　　総　務　部 氏名　　　　石　崎　　花　子 電話番号　　（０２２）２１１－３１１６

0 （千円）
又 は 出 資 総 額

, ,
5 0 0 0資 本 金 額 ４ ４

1

3 5 10

5 4 － 3 1 3電 話 番 号 0 2 2 － 23 － 0 0 0 1郵 便 番 号 ４ ３ 9 8

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 － 8 － 2 0

10 15 20

主たる営業所の
所 在 地

４ ２ 港

0 2 都道府県名 宮　城　県 市区町村名 仙台市宮城野区
主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

４ １ 0 4 1

喜 夫

3 5

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

４ ０ 仙 台

ダ イ ヨ シ オ代表者又は個人
の氏名のフリガ

３ ９ セ ン

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

）ダ イ 建 設 （ 株商 号 又 は 名 称 ３ ８ セ ン

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

ダ イ ケ ン セ ツ商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

３ ７ セ ン

　変更の内容が、次の◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】又は第二面の◎【営業
しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容
を記入すること。

3 5 10 15 20

仙　台　　太　郎 ― 〃 　辞　任（経）

代表者（申請者） 仙　台　　太　郎 仙　台　　喜　夫 R3.4.1

役　　　員 須　藤　　栄　夫 ― R3.4.1 　退　任（技）

― 永　浦　　四　郎 〃 　就　任

資　本　金 ３５，０００千円 ５０，０００千円 R3.4.1

営業所の所在地 仙台市青葉区本町３－８－１ 仙台市宮城野区港３－８－２０ R3.4.1

商　　　号 （株）仙　台　建　設 センダイ建設（株） R3.4.1

記

届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後 変更年月日 備　　　　　考

0 4 0 4 00 4 0 4 0 4法 人 番 号 ３ ６ 0 4

日
宮城県知事 特

3 5 10

年 0 8 月 2 54 5 号 令和 0 1）第 0許 可 番 号 ３ ５ 0 1 2 34
国土交通大臣

許可（
般

－

北海道開発局長 センダイ建設　株　式　会　社
宮城県知事 届出者 　　　代表取締役　仙　台　善　夫

項 番

大臣コード
知事

3 5 10 11 13 15

変　更　届　出　書

（第一面）
下記のとおり、

令和　○　年　○　月　○　日

地方整備局長 宮城県仙台市宮城野区港３－８－２０

　　　（　第　一　面　）

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ６

１６

該当する事項に
○をつける。

変更する事項に
よって添付書類が
異なるので、注意し
てください。

(P.111-114参照）

変更のあった部分
の届出でよい。

代表者(申請人）が
同時に役員を就任
・退任する場合は、
役員の変更も届け
出ること。

変更する部分のみ
記入する。

所在地の変更の
場合は全て記入
する。

どちらか一方の変更の場合
も必ず両方とも記入する。

Ｐ.31の「建設業許可申請書」
の記入例を参照のこと。

就任・退任等の
別、経営業務の
管理責任者(経）、
営業所技術者等
(技）等を記入す
る。

複数の許可を
受けている場合
は、最も古いも
のを記入する。

0 1

必ず会社等の担当者の
名前を記載する。

登記事項証明書
の事由（退任、辞任、
解任、死亡等）に合
わせて記載する。

変更後の内容
を記載する。

就退任は、変更
日が完全に同日
の場合のみ１行
でまとめても可。

法人の種類を表
す文字について
は、P.32の記載
要領9の表の略号
を用いること。

代理人による手続

きの場合には、代

理人についても記

載する。
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許可年月日

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

30

変更前

3 5 10 15 20 25

営 業 し よ う 8 8
と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 解
（ １．一般

２．特定
）

絶 通 園 井 具 水土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

都道府県名 市区町村名

内

　

　

容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称
23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の 8 4 築 館 営 業 所

ツキダテエイギョウショ
3 5 10 15

1

3 5 10 15 20 25

変更前 2

2

30

営 業 し よ う 8 8 2
と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 解
（ １．一般

２．特定
）

絶 通 園 井 具 水

1

土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

都道府県名 市区町村名

内

　

　

容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称
23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の 8 4 石 巻 支 店

イシノマキシテン
3 5 10 15

3 5 10 15 20 25

変更前

30

営 業 し よ う 8 8
と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 解
（ １．一般

２．特定
）

絶 通 園 井 具 水

1

土 建 大 左 と 石 屋 電

2 3 － 6 1 1電 話 番 号 0 2 2 9 －9 － 6 1 7 5郵 便 番 号 8 7 9 8

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 0諏 訪 1 － 4 －従たる営業所の
所 在 地

8 6 古 川

市区町村名 大　崎　市

3 5 10 15 20

4 2 1 5 都道府県名 宮　城　県

内

　

　

容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5 0

名 称
23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の 8 4 古 川 支 店

フルカワシテン
3 5 10 15

2

30

変更前 2 2

と す る 建 設 業
3 5 10 15 20 25

12

30

（ １．一般
２．特定

）営 業 し よ う 8 3 2

3 5 10 15 20 25

2

井 具 水 消 清 解防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼

（主たる営業所）

土 建 大 左 と

2 5 日
宮城県知事 特

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

0 1 年 0 8 月2 3 4 5 号 令和
般

－ ）第 0 1

15

許 可 番 号 8 2 0 4
国土交通大臣

許可（

項 番 3 5 10 11 13

大臣コード
知事

区 分 8 1 2

　　　（　第　二　面　）

（用紙Ａ４）

（第二面）
項 番 3

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

0 1

「内容」の欄は、変更
のある部分のみ記入
する。

営業所の名称、所在
地又は業種の変更の
場合は「２」を、新たに
営業所を追加する場
合は「３」を、従たる営
業所を廃止する場合
は「４」を記入する。
区分が異なる場合は
それぞれ別の用紙を
添付する。

許可を受けている業
種のうち、当該営業所
において今後営業し
ようとする業種を上段
に、従前の営業業種
を「変更前」の欄に、
一般の場合は「１」特
定の場合は「２」を記
入する。

どちらか一方の変更の場合
も必ず両方とも記入する。

複数の許可を
受けている場合
は、最も古いも
のを記入する。

営業所の所在地を
変更する場合

営業所の業種
を変更する場合

この様式は次の場合に使用する。
（区分）
○ 主たる営業所の業種を変更する場合

従たる営業所の名称、所在地又は業種を変更する場合 …… 2
○ 新たに営業所を追加する場合 ……………………………… 3
○ 従たる営業所を廃止する場合 ………………………………   4

主たる営業所で
営業する業種を変
更する場合に記入
する。

営業所の名称
を変更する場合
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　＜　参　考　＞

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（第一面）

記

届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後 変更年月日 備　　　　　考

営業所の業種の追加

石巻支店 土　　木 土　　木 R3.4.1

造　　園 造　　園

― 内装仕上

営業所の業種の廃止

古川支店 土　　木 土　　木 R3.3.31

内装仕上 内装仕上

造　　園 ―

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

イシノマキシテン

　変更の内容が、次の◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】又は第二面の◎【営業
しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容
を記入すること。

（第二面）
項 番 3

区 分 8 1 2

20

従 た る 営 業 所 の 8 4 石 巻 支 店

3 5 10 15

名 称
23 25 30 35 40

内

　

　

容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5 市区町村名

3 5 10 15 20

都道府県名

従たる営業所の
所 在 地

8 6

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 8 7

土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－

解
（ １．一般

２．特定
）

絶 通 園 井 具 水

1営 業 し よ う 8 8 2
と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

2

30

変更前 2

3 5 10 15 20 25

フルカワシテン
3 5 10 15

1

20

従 た る 営 業 所 の 8 4 古 川 支 店
名 称

23 25 30 35 40

都道府県名 市区町村名

内

　

　

容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 8 7

土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－

解
（ １．一般

２．特定
）

絶 通 園 井 具 水
営 業 し よ う 8 8 2
と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

2

30

変更前 2

3 5 10 15 20 25

2 1

ア 営業所の業種を変更する場合

許可を受けている
業種のうち、当該
営業所において
今後営業しようと
する業種を上段
に、従前の営業業
種を「変更前」の欄
に、一般の場合は
「１」、特定の場合
は「２」を記入する。

営業所技術者等の変
更、追加〔様式第八
号（１）〕、 削除〔様式
第二十二の三〕の届
出も同時に提出する。

業種は全業種を記入する。

「内容」の欄は、変
更のある部分のみ
記入する。

「２」を記入する
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（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（第一面）

記

届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後 変更年月日 備　　　　　考

営業所の新設 ― 大河原支店 R3.5.1

令３条の使用人

大河原支店 ― 小　山　　七　郎 R3.5.1

　変更の内容が、次の◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】又は第二面の◎【営業
しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容
を記入すること。

営業所技術者等

大河原支店 ― 小　野　田　　八　助 R3.5.1

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

オオガワラシテン
3 5 10 15

（第二面）
項 番 3

区 分 8 1 3 ２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

20

従 た る 営 業 所 の 8 4 大 河 原 支 店名 称
23 25 30 35 40

内

　

　

容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5 0 市区町村名 柴田郡大河原町
3 5 10 15 20

4 3 2 1 都道府県名 宮　城　県

1 2 9 － 1従たる営業所の
所 在 地

8 6 字 南
23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

1 2 4 3郵 便 番 号 8 7 9 8 5

土 建 大 左 と 石 屋 電

5 3 － 3 1 3電 話 番 号 0 2 2 4 －3 －

解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水 消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

2営 業 し よ う 8 8 2
と す る 建 設 業

30

変更前

3 5 10 15 20 25

（第一面）

記

届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後 変更年月日 備　　　　　考

営業所の廃止 石巻支店 － R3.4.30

令３条の使用人

石巻支店 小　谷　野　　次　郎 R3.4.30

　変更の内容が、次の◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】又は第二面の◎【営業
しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容
を記入すること。

営業所技術者等

石巻支店 小　関　　三　郎 R3.4.30

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

イシノマキシテン
3 5 10 15

（第二面）
項 番 3

区 分 8 1 4 ２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

20

従 た る 営 業 所 の 8 4 石 巻 支 店名 称
23 25 30 35 40

内

　

　

容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5 市区町村名

3 5 10 15 20

都道府県名

従たる営業所の
所 在 地

8 6

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 8 7

土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－

解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水

営 業 し よ う 8 8
と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

30

変更前 2

3 5 10 15 20 25

2 1

許可を受けている
業種のうち、当該
営業所において
今後営業しようと
する業種を上段
に、一般の場合は
「１」、特定の場合
は「２」を記入する。

イ 新たに営業所を設置する場合

建設業法施行令第３
条に規定する使用人
の一覧表〔様式第十
一号〕に変更後の一
覧を記載し添付する。

営業所技術者等の変
更・追加〔様式第八号
（１）〕、 の届出も同時
に提出する。

建設業法施行令第３
条に規定する使用人
の一覧表〔様式第十
一号〕に変更後の一
覧を記載し添付する。

営業所技術者等の削除
〔様式第二十二号の三〕
の届出も同時に提出する。

許可を受けている
業種のうち、当該
営業所において
従前営業していた
業種を「変更前」の
欄 に、一般の場合
は 「１」、特定の場
合は「２」を記入する。

ウ 営業所を廃止する場合

「３」を記入する

「４」を記入する
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（２）営業所技術者等証明書（新規・変更）〔様式第八号〕 
   （当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。） 
    Ｐ.68 の「営業所技術者等証明書（新規・変更）」の記入例を参照のこと。 
 
＜参 考＞ 
 営業所技術者等証明書（新規・変更）等の作成具体例 
  ア 技術者の交代（追加・削除） 

許可を受けている建設業について、現在証明されている営業所技術者等に代えて新たな者を 
営業所技術者等として証明する場合。 

 
現在証明されている 
営 業 所 技 術 者 等 
（現在の担当業種） 

新 た な 営 業 所 
技 術 者 等 
（今後の担当業種） 

提出する 
書類の様式 

項

番 
61 

項番 63 に記載する 
技 術 者 氏 名 

林 一郎 
（土木・建築） 

森 次郎 
（土木・建築） 

様式第八号 ３ 森 次郎 

様式第八号 ４ 林 一郎 

林 一郎 
（土木・建築） 

泉 三郎（土木） 
森 次郎（建築） 

様式第八号 ３ 泉 三郎 森 次郎 

様式第八号 ４ 林 一郎 

林 一郎（土木） 
森 次郎（建築） 

泉 三郎 
（土木・建築） 

様式第八号 ３ 泉 三郎 

様式第八号 ４ 林 一郎 森 次郎 

 
  イ 有資格区分の変更 

許可を受けている建設業について、現在証明されている営業所技術者等の有資格区分が変わっ   
た場合等。 

 
現在証明されている 
営 業 所 技 術 者 等 

（有資格区分） 

新 た な 営 業 所 
技 術 者 等 

（有資格区分） 

提出する 
書類の様式 

項

番 
61 

項番 63 に記載する 
技 術 者 氏 名 
（担当する業種） 

林 一郎 
（１４） 

林 一郎 
（１３） 

様式第八号 ２ 林 一郎 
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  ウ 担当業種の変更 
許可を受けている建設業について、現在証明されている営業所技術者等の担当業種に変更があ 

   った場合。 
 

現在証明されている 
営 業 所 技 術 者 等 
（現在の担当業種） 

新 た な 営 業 所 
技 術 者 等 
（今後の担当業種） 

提出する 
書類の様式 

項

番 
61 

項番 63 に記載する 
技 術 者 氏 名  

林 一郎 
（土木・建築） 

林 一郎（土木） 
森 次郎（建築） 

様式第八号 ２ 林 一郎 

様式第八号 ３ 森 次郎 

林 一郎（土木） 
森 次郎（建築） 

林 一郎 
（土木・建築） 

様式第八号 ２ 林 一郎 

様式第八号 ４ 森 次郎 

 
 
  エ 営業所のみの変更 

担当業種等に変更はなく、営業所技術者等が置かれる営業所のみに変更があった場合。 
 

現在証明されている 
営 業 所 の 技 術 者 
（営業所の名称） 

新 た な 営 業 所 
技 術 者 等 
（営業所の名称） 

提出する 
書類の様式 

項

番 
61 

項番 63 に記載する 
技 術 者 氏 名  

林 一郎 
（大河原営業所） 

森 次郎 
（気仙沼営業所） 

森 次郎 
（大河原営業所） 

林 一郎 
（気仙沼営業所） 

様式第八号 ５ 林 一郎 森 次郎 

 
 
 



（３）届　出　書〔様式第二十二号の三〕
　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

様式第二十二号の三（第十条の二関係）

（１）　建設業法第７条第１号に掲げる

ので届出をします。

殿

許可年月日

元号〔令和R、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和R、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和R、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和R、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

具体的事由

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ８

（４）　欠格要件に該当するに至つた
令和　○　年　○　月　○　日

　　　第１５条第２号に掲げる基準を満

地方整備局長 宮城県仙台市宮城野区港３－８－２０
北海道開発局長 センダイ建設　　株　式　会　社

届　　　　　　　出　　　　　　　書

　　　基準を満たさなくなつた
（２）　建設業法第７条第２号又は同法

下記のとおり、
　　　たさなくなつた
（３）　営業所技術者等を削除した

11 13 15

宮　城　県　知事 届 出 者        代表取締役　仙　台　喜　夫

項 番 大臣コード
知事

3 5 10

1 年許 可 番 号 ５ １ 0 4 第 0 1 2 3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮城県知事 特

日

0 8 月 2 5 日

記

　　　　　　　　　　　　　(1)　建設業法第７条第１号に掲げる基準〔経営業務の管理責任者等〕を満たさなくなつた場合

3 5 10 13 14 16 18

5 号 令和 0

　　　　　　　　　　　　　(2)　建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号に掲げる基準〔営業所技術者等〕を満たさなくなつた場合

　　　　　　　　　　　　　(3)　営業所技術者等を削除した場合

年生年月日氏 名 ５ ２ 月

18

氏 名 ５ ３ 馬 場 仁

3 5 10 13 14 16

9 月 1 7 日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類センダイ建設（株）古川支店 　　（園）

生年月日 ｓ 3 7 年 0

18

氏 名 ５ ３

3 5 10 13 14 16

月 日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

生年月日 年

18

氏 名 ５ ３

3 5 10 13 14 16

　　　　　　　　　　　　　(４)　建設業法第８条第１号及び第７号から第１３号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合

月 日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

生年月日 年

１６

一部廃業等により
営業所技術者等
を削除する場合
（この場合は廃業
届も同時に提出）

該当するものに
○をつける。

複数の許可を受けて
いる場合は、最も古
いものを記入する。

施行規則第７条第１号
に規定される常勤役員
等がいなくなった場合

営業所技術者等が１人も
いなくなった場合

廃業となる

0 1

代理人による手続き
の場合には、代理人
についても記載する。
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＜参 考＞ 
 届出書〔様式第二十二号の三〕、営業所技術者等証明書（新規・変更）〔様式第八号〕の作成具体例 
 
  ア 本店以外の営業所を廃止する場合 
    （例）現在本店の他に大河原営業所を有している業者が、その営業所を廃止する場合。 

現在証明されている 
営 業 所 技 術 者 等 
（営業所の名称） 

新 た な 営 業 所 
技 術 者 等 
（営業所の名称） 

提 出 す る 
書  類  の  様 

式 

項

番 
61 

記 載 す る 
技 術 者 氏 名 

林 一郎 
（本店） 
森 次郎 

（大河原営業所） 

林 一郎 
（本店） 

様式第二十二号の

三 
－ 森 次郎 

   ※ 変更届出書〔様式第二十二号の二〕で営業所の廃止の届も必要です。 
 
  イ 業種を一部廃業する場合 

（例）現在土木一式工事業と建築一式工事業の許可を受けている業者が、そのうち土木一式工事

業を廃業する場合。 
現在証明されている 
営 業 所 技 術 者 等 
（営業所の名称） 

新 た な 営 業 所 
技 術 者 等 
（営業所の名称） 

提 出 す る 
書  類  の  様 

式 

項

番 
61 

記 載 す る 
技 術 者 氏 名 

林 一郎（土木） 
森 次郎（建築） 

森 次郎 
（建築） 

様式第二十二号の

三 
－ 林 一郎 

林 一郎 
（土木・建築） 

林 一郎 
（建築） 

様式第八号 ２ 林 一郎 

林 一郎 
（土木・建築） 

森 次郎 
（建築） 

様式第八号 ３ 森 次郎 

様式第八号 ４ 林 一郎 

   ※ 廃業届〔様式第二十二号の四〕で、一部廃業の届も必要です。 
   ※ 変更届出書〔様式第二十二号の二〕で、営業所の業種廃止の届も必要です。 
   
 
 
 
 



（４）変更届出書
（用紙Ａ４）

○ 年 ○ 月 ○ 日

元 年 8 月 25 日

－ 1 ） 第 号

〒

殿

44 2 年 10 月 1 3 年 9 月 30 日

記

（１２）定款

課税 免税 報告する事業年度における消費税の課税・免税の別につ
いて該当する方を○で囲む

経営事項審査受審予定 有 無

（該当する方を○で囲む）

記載要領

１　「　国土交通大臣　　「　東北地方整備局長
　　　   宮城県知事　　」　　宮 城 県 知 事　」については、不要のものを消すこと。

２　（１）から（１３）までの事項については、該当するものの番号を○で囲むこと。

（５）事業報告書

（６）附属明細表 （１３）健康保険等の加入状況

（７）法人税納付済額証明書

（２）工事施工金額 （９）事業税納付済額証明書

（３）貸借対照表及び損益計算書 （１０）使用人数

（４）株主資本等変動計算書及び注記表 （１１） 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表

（１）工事経歴書 （８）所得税納付済額証明書

法
人

必ず提出・・・・・・・・・・・・・・・・（１）（２）（３）（４）（９）

該当する場合のみ提出・・・・・（５）（６）

東北地方整備局長
　

宮 城 県 知 事

変更があった場合のみ提出・・（１０）（１１）（１２）（１３）

個
人

必ず提出・・・・・・・・・・・・・・・・（１）（２）（３）（９）

変更があった場合のみ提出・・（１０）（１１）（１２）（１３）

　事業年度(第 期 令和 日から 令和 まで）

が終了したので、別添のとおり下記の書類を提出します。

商号又は名称 株式会社　仙 台 建 設

代 表 者 氏 名 代表取締役　仙 台　太 郎

電 話 0 2 2 ( 2 1 1 ) 3 1 1 6

法 人 番 号

郵便番号 ９８０－８５７０

届 出 者 所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町３－８－１

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

変　更　届　出　書

令和

許可年月日 令和

国土交通大臣
宮 城 県 知 事

般

特
許 可 番 号 許可（ 12345

（１）～（１２）

の事項につ

いては、該

当するものを

○で囲む。

（６）：資本金

が１億円を

超え、又は

貸借対照表

の負債合計

が２００億円

以上の株式

会社の場合

（５）：特例有

限会社を除

く株式会社

の場合

（７）大臣許可で法人の場合

大臣許可で個人の場合

知事許可の場合

経営事項審査とは、公共工事の入札に参加しようとする建設業者が、経営に関する客観的事項

について受けるべき審査です。

複数の許可を受けて

いる場合は最も古いも

のを記載する。

１３桁

国税庁の法人番号公表サイト

で検索できます。

※個人事業主は記載不要

代理人による手続きの場合

には、代理人についても記

載する。
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３　廃業等の届出　－法第12条－

　 　下記の事項に該当する場合は、30日以内に廃業届を提出してください。

    廃　業　届〔様式第二十二号の四〕
　　　　（当該用紙の記載要領を必ずご覧ください。）

様式第二十二号の四（第十条の三関係）

許可年月日

【備考】
令和　○　年　○　月　○　日

（１）　許可に係る建設業者が死亡したため

（２）　法人が合併により消滅したため

（３）　法人が破産手続開始の決定により解散したため

（４）　法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したため

（５）　許可を受けた建設業を廃止したため

　２　法人が合併により消滅したとき。 　役員であった者

　３　法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 　破産管財人

　４　法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由に
　　　より解散したとき。

　清算人

廃　　業　　等　　の　　届　　出　　事　　項 届　出　す　べ　き　者

　１　許可を受けた個人の事業主が死亡したとき。 　相続人

０ ０ ０ ０ ９

廃　　　業　　　届

　５　許可を受けた建設業を廃止したとき。 　法人の場合：役員　

　個人の場合：本人

（用紙Ａ４）

代表取締役　仙　台　　善　夫

項 番 3

下記のとおり、建設業を廃止したので届出をします。

令和　○　年　○　月　○　日

地方整備局長 宮城県仙台市宮城野区港３－８－２０
北海道開発局長 センダイ建設　株　式　会　社

届 出 の 区 分 ５ ４ 2 （

宮城県知事 殿 届出者

11 13 15

１．全部の業種の廃業
）

２．一部の業種の廃業

大臣コード
知事

許 可 番 号 ５ ５ 0 4

3 5 10

第 0 1 2 3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮城県 知事 特 0 8 月 2 5 日5 号 令和 0 1 年

記

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 清 解園 井 具 水 消通ガ 塗 防 内 機 絶タ 鋼 筋 舗しゆ板

（
１．一般
２．特定

）届出時に許可を
受けている建設

業

3 5 10 15 20

2廃止した建設業 ５ ６

2 1

25 30

７ 2 2

3

行政庁側記入欄
整理区分

５ ８

５

3 5 7

決裁年月日 ５ ９ 令和 日

廃業等の年月日

廃 業 等 の 理 由

年 月

一部廃業の場合は、営業所技
術者等の変更届〔様式第八
号〕又は届出書〔様式第二十
二号の三〕及び変更届出書
〔様式第二十二号の二〕を一緒
に提出する。

複数の許可を受けて
いる場合は、廃止する
建設業に係る最も古
いものを記入する。

記入しない。

0 1

代理人による手続きの
場合には、代理人につ
いても記載する。
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○ 年 ○ 月 ○ 日

元 年 8 月 25 日

－ 1 ） 第 号

〒

殿

先に提出した書類について下記のとおり訂正がありましたので届け出ます。

記

注: 差替書類３部（正・副・控）を作成し訂正届出書に添付する。さらに訂正前の様式に
訂正箇所を朱書きの二重線で消し、訂正後の文字などを余白に記入したものを正本の
み添付して提出すること。

４　訂正の届出
　既に提出した書類について訂正がある場合には、訂正届出書を使用して差替書類を提出
してください。正・副・控の３部を提出し、正本にのみ訂正前の様式に朱書き訂正したも
のも添付してください。

訂　正　届　出　書

令和

許可年月日 令和

国土交通大臣
宮 城 県 知 事

般

特
許 可 番 号 許可（

第３号

12345

９８０－８５７０郵便番号

法 人 番 号

届 出 者 所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町３－８－１

土木工事業に計上した工事２件を
とび・土工工事業に計上する

商号又は名称 株式会社　仙 台 建 設

代 表 者 氏 名 代表取締役　仙 台　太 郎

東北地方整備局長
　

宮 城 県 知 事

0 2 2 ( 2 1 1 ) 3 1 1 6電 話

書類受付年月日

決算変更届
（H30.4.1～H31.3.31）

決算変更届
（H30.4.1～H31.3.31）

役員の変更届

H31.4.15

第２号

R1.6.12

R1.7.19

R1.7.19
土木工事業及びとび・土工工事業
の施工金額

届出事項 様式番号

営業所の新設 第２２号の２

別紙１

訂正箇所

営業所の名称

役員○○の住所

受付印の押印された年月日
事業年度も必ず記載する

訂正箇所が明確に分かるよう

に記載する

代理人による手続きの場合には、

代理人についても記載する。
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５ 建設業許可証明書 
   下記の様式により、それぞれの地域を所管する各土木事務所（Ｐ.25 参照）へ申請してください。 
   用紙は各土木事務所及び事業管理課建設業振興・指導班に備えてあります。 
   電子申請システムによる申請も可能です。申請フォームについては県ＨＰを御確認ください。 
   （https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokago.html#a4） 
 
   証明手数料 → 証明書１通につき、600 円です。 
           納入方法は、各合同庁舎等に設置のセルフレジでの支払い、及び窓口でのキャ

ッシュレス決済（仙台土木事務所のみ）の２種類です。詳細については、県Ｈ

Ｐを御確認ください。 
           （https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kaikei/cashless.html） 

           ※電子申請の場合はクレジットカード又は PayPay のみ御利用可能です。 
（用紙Ａ４） 

建 設 業 許 可 証 明 願 
 
 宮城県知事 村井 嘉浩 殿 

令和○年○月○日 
 

住    所  宮城県仙台市青葉区本町３－８－１ 
商号又は名称  株式会社 仙台建設 
代表者役職名  代表取締役 仙台太郎 

 
次のとおり許可されてあることを証明願います。 

（   ２  部） 
許可年月日  令和 元年 ８月 ２５日 

          
許可番号         許可   －  １  第 １２３４５ 号 

 
 

                         
                      
  担当者 
  連絡先 

願のとおり相違ないので別紙のとおり

証明してよろしいか伺います。 
   

審査    

浄書    

校合    

公印    

発送    

宮城県レシート（提出用）等貼付欄 

 
※ セルフレジ利用の場合は、シール

タイプのレシート（提出用）を貼り

付けてください。 

 
（宮城県収入証紙のはり付けは、令和

８年３月３１日までに受け付ける申請

に限ります。） 

宮城県知事  般 
特 

建証第     号 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyokago.html#a4
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kaikei/cashless.html
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６ 建設業許可申請書の閲覧 
   宮城県知事許可を受けている建設業者の許可申請書の閲覧ができます。 
 
 （１）閲覧場所 
    事業管理課建設業閲覧室（宮城県庁行政庁舎８階北側） 
 
 （２）閲覧できる日時 
    月曜日～金曜日（９：００～１１：３０、１３：００～１６：３０） 
 
 （３）閲覧休止日 
   ○閉庁日（土・日・祝日及び年末年始） 

○第２木曜日及び第４火曜日（祝休日にあたる場合はその直後の平日） 
    ※書類整理等のために、臨時に閲覧休止となる場合があります。 
 

※宮城県内に本店を有する大臣許可業者の書類の閲覧は、国土交通省東北地方整備局（〒980-8602 仙

台市青葉区本町３－３－１ 仙台第１地方合同庁舎(Ｂ棟)、TEL:022-225-2171(代表)）のみでの閲覧

となりますので御注意願います。 
 

７ 建設業許可申請書類の写しの交付 
   建設業閲覧室において閲覧できる書類は、宮城県情報公開条例第５条第１項の規定に基づく開示

請求により、申請書等の写しの交付を受けることができます。 
   下記担当窓口において手続をお願いします。 
 

・ 県政情報センター（県庁行政庁舎地下 1 階） 電話：022-211-2263   
                       
・ 県政情報コーナー（各合同庁舎内）※仙台合同庁舎は除く。 
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第四編 建設業許可の認可申請について 

１ 建設業者の地位の承継について 

（１）概要―法第１７条の２及び法第１７条の３－ 

令和２年１０月１日施行の建設業法の改正から、建設業許可に係る事業承継及び相続

に関する規定が新設されました。 

建設業者（建設業許可を受けている者）について、以下のいずれかにより建設業の全部

を他の者が承継（譲渡・合併・分割・相続）する場合、所定の手続きを経て認可を受ける

ことで、承継先は、承継元の許可を含む建設業法上の建設業者としての地位を承継するこ

とができます。 

イ 事業譲渡（法第１７条の２） 

  建設業者が許可に係る建設業の全部を譲渡する場合 

  （個人事業主が生前に行う事業承継、個人事業の法人化（いわゆる「法人成り」）、

法人事業の個人化（いわゆる「個人成り」）も含みます。） 

ロ 法人の合併（法第１７条の２） 

  建設業者である法人が合併により消滅することとなるとき、合併存続法人又は新

設法人が建設業者としての地位を継承する場合 

ハ 法人の分割（法第１７条の２） 

  建設業者である法人が分割により建設業の全部を承継させる場合 

 

＜事業承継のスキーム＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 相続（法第１７条の３） 

  建設業者が死亡した場合において、その相続人が建設業の全部を相続する場合 

  （個人事業に限ります。） 

  

 

 

事業譲渡等（事業譲渡・

合併・認可）の日 

建設業者Ａ 

建築(特) 

建設業者Ｂ 

土木(特) 

大工(般) 

建設業者Ｂ 

土木(特) 

建築(特) 

大工(般) 

許可行政庁 

①事前に事業譲

渡等について認

可を申請 

②許可行政庁において、申請の

内容について審査 

③認可について通

知（不認可の場合は

その旨を通知） ④事業譲渡等の日

に建設業の許可に

ついても承継 
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  ＜相続のスキーム＞ 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※従来のとおり新規の許可申請手続きにより許可を承継することも可能ですが、その場

合新規申請手数料９万円が必要となります。 

 

 

（２）承継の要件 

承継の認可を受けるためには、以下の全てに該当していることが必要です。 

イ 承継の事実が発生する前に申請を行い、認可を受けること 

相続以外の承継（譲渡、合併、分割）は、あらかじめ認可を受ける必要があります。

承継の事実が発生した後に遡って認可することはできません。遅くとも、承継の事実

発生日の 35 日前までに申請を完了させてください。書類に不足がある場合は受付で

きません。 

相続については、被相続人（許可を受けている事業主）の死亡後 30 日以内に申

請を行ってください。 

※承継日までに、承継元の建設業許可が失効した場合は、建設業者としての地位を承

継することはできません（承継の認可を受けられません）ので、御注意願います。 

ロ 事業譲渡等によって、建設業の全部を承継先に承継させること 

承継元が営んでいた建設業の全部を承継先に承継させる場合に限り、許可の承継

が可能です。承継元が営んでいた一部の業種のみを承継させることはできません。 

認可申請の前に一部の業種を廃業し、残った業種を全て承継させることは差し支

えありません。 

ハ 承継元が一般（特定）建設業の許可を受けている業種について、承継先が特定（一

般）建設業の許可を受けていないこと 

１つの事業者が同一の業種について一般建設業と特定建設業の許可を受けること

はできません。承継元と承継先が同じ業種の許可を受けている場合、一般・特定の区

分が同じときに限り、許可の承継が可能です。 

＜被相続人＞ 

建設業者Ａ 

(個人事業主Ｘ) 

死亡 

 

３０日以内 

 

①建設業者の死亡後３０日以

内に相続の認可を申請 

許可行政庁 

③認可について通

知（不認可の場合は

その旨を通知） 

＜相続人＞ 

建設業者Ａ 

(個人事業主Ｙ) 

②許可行政庁において、申請の

内容について審査 

※認可の申請をした場合、認可の

申請に対する処分があるまでは、

相続人は建設業の許可を受けたも

のとして扱う 
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ニ 承継後の全ての業種について、承継先が許可の要件を満たすこと 

承継先は、承継後に有することになる全ての業種について、専任技術者の配置をは

じめとする許可の要件（法第７条、法第８条及び第１７条の規定を準用）を満たす必

要があります。 

申請時点で承継先が建設業許可を受けていなくても、事業譲渡等によって承継元

の役員や従業員が承継先に移ることで要件を満たすことになれば、承継は可能です。 

 

（承継できる例） 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
（承継できない例） 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

承継元の許可 
・土木工事業(特定) 
・鉄筋工事業(一般) 
・造園工事業(一般) 

承継先の許可 
・建築工事業(特定) 
・鉄筋工事業(一般) 
・大工工事業(一般) 

承継後の許可 
・土木工事業(特定) 
・建築工事業(特定) 
・鉄筋工事業(一般) 
・大工工事業(一般) 
・造園工事業(一般) ※承継元と承継先では鉄筋工事業が重なっていますが、 

どちらも一般建設業のため、承継可能です。 

承継元の許可 
・土木工事業(特定) 
・鉄筋工事業(特定) 
・造園工事業(一般) 

承継元の許可 
・建築工事業(特定) 
・鉄筋工事業(一般) 
・大工工事業(一般) 

承継後の許可 
・土木工事業(特定) 
・建築工事業(特定) 
・鉄筋工事業(一般) 
・大工工事業(一般) 
・造園工事業(一般) 

※どちらかが鉄筋工事業を事前に 
廃業すれば、承継可能です。 
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２ 認可申請手続 

（１）申請手続 

   事前相談 → 申請書提出・受付 → 審 査 → 認 可 → 通知書交付 

    ※認可申請は各管轄土木事務所の窓口のみとなります。（電子申請システムによる

申請はできません。） 

 

事前相談 

認可申請を行おうとするときは、事前に管轄の土木事務所の窓口に御相談くださ

い。事前相談なく認可申請をされた場合、不備の補正等に時間がかかり、承継の事実

が発生するまでに認可ができないおそれがあります。 

申請書類提出 

イ 提出場所  

各管轄土木事務所（Ｐ．２５「所在地別管轄土木事務所一覧」参照） 

ロ 提出部数 

正本一通 

   写し２通（正本のコピーで可）提出分１通、会社控分１通 

   ※確認書類は正本及び会社控分の計２通に添付してください。 

 ハ 申請できる者 

   承継元（被相続人）及び承継先（相続人）の全てが宮城県知事許可、又は建設

業を営む営業所が宮城県内のみにある者 

※次のいずれかに該当する場合は、承継先の主たる営業所の所在地を管轄す

る国土交通省各地方整備局が申請先になりますので、手続きについてはそ

ちらへ御確認ください。 

・承継先が既に国土交通大臣許可を受けているとき 

・承継先が既に宮城県以外の都道府県知事許可を受けているとき 

ニ 申請手数料 

認可申請において、手数料はかかりません。 

   受 付 

    申請内容が許可の基準を満たしているか、記入漏れはないか、内容を裏付ける資料

が揃っているか等を確認し、必要事項が備わっていると受理されます。 

   認 可 

    申請書受理後、審査を行い、基準を満たすと認可になります。 

   通知書の交付 

    「認可通知書」は申請した窓口で交付します。なお、認可通知書は原則として承継

先に通知します。 

    認可通知書は、再交付しません。紛失等の際には、建設業許可証明書を受けてくだ

さい。（手数料は 600 円/枚（Ｐ.127 参照）） 
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（２）法人成りの場合の申請方法について 

   個人事業主が法人成りを行い、認可申請を行う場合は、事業譲渡による申請となりま

す。申請には、個人事業主と法人が事業譲渡契約を締結する必要があります。 

 【承継までの流れ】 

  イ 法人設立（登記） 

    認可申請前に法人の設立を行ってください。なお、事業承継日までは個人事業主と

して活動を行うことを前提としておりますので、法人としての事業活動は行わない

よう注意してください。又、社会保険等の資格取得日が事業承継日より前とならない

よう注意してください。 

  ロ 事業譲渡契約の締結 

    個人事業主と法人代表者との間で事業譲渡契約を締結してください。なお、事業開

始（予定）日は事業承継日とすること。 

  ハ 認可申請 

    （１）申請手続に沿って申請を行ってください。 

     

（３）承継の効果 

イ 承継の対象 

承継について認可を受け、承継の事実が発生すると、法に基づく承継元の建設業者

としての地位を承継先が承継します。 

「建設業者としての地位を承継する」とは、法第３条の規定による建設業の許可

（更新を含む。）を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、承継先は

承継元と同じ地位に立つことになります。このため、建設業者としての地位の承継先

は承継元の受けた監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に承継すること

となります。 

一方、法第 45条から法第 55 条までに規定される罰則については、建設業者として

の立場にかかわらず、罰則の構成要件を満たす違反行為を行った被承継人という法

人（個人）そのものに対して処罰を科すものであるため、当該刑罰については、承継

人に承継されるものではありません。 

ロ 許可番号について 

承継先が承継後に使用する許可番号は、原則として承継元のものを引き続き使用

することとします。 

承継先が宮城県知事許可業者である場合は、承継元と承継先の許可番号のどちら

を使うか選択できます。どちらを選択するかは認可申請書に記載してください。一度

選択した許可番号は変更できません。 

ハ 認可後の許可の有効期間 

承継前に承継元及び承継先が受けていた許可の有効期間の残存期間にかかわらず、

当該承継の日の翌日から起算します（法第 17条の 2 第 7項）。なお、承継日当日も、

許可は有効です。 

相続の場合は、認可日翌日から起算します。なお、認可日当日も許可は有効です。 

このため、認可通知書記載の有効期間は５年と１日となります。 
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（４）不認可について 

申請が形式上の要件に適合しない場合は、相当の期間を定めて補正を求め、申請により

求められた認可を拒否する場合があります。 

申請が法令で定める基準、認可の審査基準に適合していない場合も、申請により求めら

れた認可を拒否する場合があります。 

 

 

 

 

（例） 令和５年１１月１日が承継日となる場合 
許可日      ：令和５年１１月２日 
許可の有効期間  ：令和５年１１月１日〜令和１０年１１月１日 
更新申請の提出期限：令和１０年１０月２日 
更新後の許可日  ：令和１０年１１月２日 
更新後の有効期間 ：令和１０年１１月２日〜令和１５年１１月１日 



３　認可申請書の作成（申請書類の記入例及び記入上の注意）
（１）認可申請書類等一覧
　イ　譲渡・合併・分割

合併 分割

法人 個人 法人 法人

1 表紙 140 〇 〇 〇 〇

2 第二十二号の五 141 〇 〇 × ×

3 第二十二号の七 146 × × 〇 ×

合併消滅法人（合併によ
り消滅する法人のうち、
建設業許可を受けている
法人）が複数ある場合、
第二面はそれぞれの合併
消滅法人ごとに作成する

4 第二十二号の八 150 × × × 〇
5 別紙一 34 〇 〇 〇 〇 個人も必要

6 別紙二 35 〇 〇 〇 〇
7 別紙三 38 〇 〇 〇 〇

8 第二号 40-49 〇 〇 〇 〇

業種別に作成、実績なし
でも添付。
分割承継法人が新設分割
により設立される法人で
ある場合には添付不要

9 第三号 50-51 〇 〇 〇 〇
分割承継法人が新設分割
により設立される法人で
ある場合には添付不要

10 第四号 52 〇 〇 〇 〇

11 第六号 53 〇 〇 〇 〇

12 第七号 54 〇 〇 〇 〇

13 第七号別紙 55 〇 〇 〇 〇

14
第七号の
二

58 〇 〇 〇 〇

15
第七号の二

別紙一
62 〇 〇 〇 〇

16
第七号の二

別紙二
63 〇 〇 〇 〇

17
第七号の
三

66 □ □ □ □

18
第二十二
号の六

145 ☆ ☆ ☆ ☆

様式第七号の三を申請時
に提出した時は提出不要
ただし、確認資料ととも
に譲渡日から２週間以内
に提出すること

19 第八号 68 ☆ ☆ ☆ ☆

20 - ☆ ☆ ☆ ☆

21 - ☆ ☆ ☆ ☆

22 - ☆ ☆ ☆ ☆

23 第九号 78 ☆ ☆ ☆ ☆

24 第十号 79 ☆ ☆ ☆ ☆

25 第十一号 80 〇 〇 〇 〇
個人で支配人を置くもの
及び別紙二の「従たる営
業所」を記入したものの

26 第十二号 81 〇 〇 〇 〇
監査役及び経営業務の管
理責任者は作成不要

27 登記されていないことの証明書（注３） 82 〇 〇 〇 〇
発行後３か月以内のもの
経営業務の管理責任者分
も添付必要、株主等は不
要

28 身元（身分）証明書（注３） 83 〇 〇 〇 〇 発行後３か月以内のもの
外国籍の人は不要

29 第十三号 84 〇 〇 〇 〇
個人で支配人を置くもの
及び別紙二の「従たる営
業所」を記入したものの

30 登記されていないことの証明書（注３） 82 〇 〇 〇 〇 発行後３か月以内のもの

31 身元（身分）証明書（注３） 83 〇 〇 〇 〇 発行後３か月以内のもの
外国籍の人は不要

建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年
月日等に関する調書

建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人・法定
代理人の役員等）の住所、生年月日等に関する調書

認可申請書

常勤役員等の略歴書

常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

健康保険等の加入状況

監理技術者資格者証

指導監督的実務経験証明書

譲渡及び譲受け認可申請書

常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書

直前３年の各事業年度における工事施工金額

合併認可申請書

分割認可申請書

役員等の一覧表

営業所一覧表

工事経歴書

営業所技術者等一覧表

使用人数

誓約書

摘要
譲渡

承継と同時に営業所技術
者等が変更となる場合必

要

健康保険等の加入状況及びその確認資料の提出に関す
る誓約書

綴順 様式番号 提出書類 頁

様式第七号の二、別紙
一、別紙二を提出した時
は提出不要

様式第七号、別紙を提出
した時は提出不要

常勤役員等の略歴書

営業所技術者等証明書（新規・変更）　（注１）

卒業証明書

資格証明書の写

実務経験証明書

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の
証明書

※該当す
る資料の
み添付

（注２）
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32 定款 - 〇 × 〇 〇
法人のみ
会社保有の現行定款と同
一内容のもの（議事録を
含む）

33 第十四号 85 〇 × 〇 〇 法人のみ

34

財務諸表表紙
第十五号
第十六号
第十七号
第十七号の二
第十七号の三

86-
102 〇 × 〇 〇

新規設立会社で決算期が
未到来の場合は開始貸借
対照表
合併存続法人が合併によ
り設立される法人の場合
は添付不要

35
財務諸表表紙
第十八号
第十九号

86、
103-
106

× 〇 × ×
新規開業で決算期が未到
来の場合は添付不要

36 - ■ ☆ ■ ■ 発行後３か月以内のもの

37 第二十号 107 〇 〇 ■ ■

38
第二十号
の二

108 〇 〇 ■ ■ 該当なしの場合も添付

法人事業税 〇 × 〇 〇

・新規設立会社で決算期未
到来の場合は、法人設立等
届出書又は電子申請受付確
認のハードコピー等を添付
・合併存続法人が合併によ
り設立される法人である場
合には添付不要

個人事業税 × 〇 × ×

・個人で決算期未到来の場
合は事業開始等届出書又は
電子申請受付確認のハード
コピー等を添付

40
第二十号
の三

109 〇 〇 〇 〇

41 - 〇 〇

42 - 〇 × 〇 〇 （注５）

43 - 〇
株主総会の承認をうけた
もの（会社法により株主
総会の承認が不要な場合
を除く）

44 - 〇

吸収合併・新設合併の別
及び合併の条件（合併契
約書又は合併計画書のと
おりである場合はその
旨）を記載

45 - 〇
株主総会の承認をうけた
もの（会社法により株主
総会の承認が不要な場合
を除く）

46 - 〇

吸収分割・新設分割の別
及び分割の条件（分割契
約書又は分割計画書のと
おりである場合はその
旨）を記載

47 - ☆ ☆ ☆ ☆ 代理申請の場合
発行後３か月以内のもの

- □ □ □ □

33 〇 〇 〇 〇

21 〇 〇 〇 〇
56、
64 〇 〇 〇 〇

69、
79 ☆ ☆ ☆ ☆ 国家資格の場合は不要

66 □ □ □ □

○印→必要とする書類
☆印→場合によっては必要な書類
□印→必要とする書類だが、申請時に提出困難な場合、事業承継後２週間以内に提出する書類
■印→必要とする書類だが、申請時に提出困難な場合、事業承継後３０日以内に提出する書類

確
　
認
　
資
　
料

財産的基礎の確認資料 (注６)

適正な経営体制の確認資料

実務経験の確認資料

保険加入状況の確認資料

常勤性の確認資料（常勤役員等・営業所技術者等・令３条の
使用人）

営業所所在地の確認資料

委任状

38

納税証明書（原本）

※以下の記載があるもの
　・納付すべき額
  ・納付済額

主要取引金融機関名

所属建設業者団体

株主（出資者）調書

財務諸表（法人用）（直前１年分）（注４)

-

財務諸表（個人用）（直前１年分）

登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る）

営業の沿革

譲渡及び譲受けに関する契約書（写）

事業承継（譲渡・合併・分割）に関する法人の意思の
決定を証する書類（写）
（株式会社の場合）
事業承継を承認した株主総会の議事録
（持株会社の場合）
事業承継に関する無限責任社員若しくは総社員の同意
書

合併契約書（写）及び合併比率説明書

合併の方法及び条件が記載された書類

分割の方法及び条件が記載された書類

（吸収分割の場合）
分割契約書（写）及び分割比率説明書
（新設分割の場合）
分割計画書（写）及び分割比率説明書
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（注６）確認資料「財産的基礎の確認資料」について
【一般建設業許可の場合】
・認可申請前に更新をしたことがない場合、下記①又は②で確認します。
・認可申請前に１回以上更新をしたことがある場合、下記①、②又は③で確認します。
①「自己資本が500万円以上あること。」で確認
　　→許可申請時に提出する財務諸表又は直近の決算変更届出書に含まれる、「様式第十五号　貸借対照表」
　　　により確認。
②「500万円以上の資金調達能力のあること。」で確認
　　→「取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書」
　　　　※申請受理前１か月以内のものにより確認。
③直前５年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。」で確認。
　　→詳細はＰ．２１を御覧ください。
【特定建設業許可の場合】
　Ｐ．２１を確認してください。

(注３）No.27、No.28、No.30、No.31「登記されていないことの証明書」及び「身元（身分）証明書」について
　取締役ではない「相談役」「顧問」「100分の5以上の株主」「100分の5以上の出資者」（いずれも個人に限る）に
ついては、役員等の一覧表（別紙１）に記載する必要がありますが、法務局が交付する「登記されていないことの証
明書」及び市区町村長が交付する「身元（身分）証明書」の添付は不要です。

（注２）No.20～24について
　該当するもののみ添付して下さい。国土交通大臣による特別認定者で営業所技術者等になっている者が、許可の有
効期間内に認定の更新を行った場合は、許可の更新時に認定書の写しを添付して下さい。

（注１）営業所技術者等について
　事業の承継に伴い事業承継日前に営業所技術者等の変更がある場合は、あらかじめ（認可申請と同時でも可）様式
第二十二号の二「変更届出書」により営業所技術者等の交代を届出する必要があります。Ｐ．１１６を参照して変更
届出書等を提出してください。
　なお、事業承継日と同時に営業所技術者等の変更を行う場合は、変更届出書は提出せず、様式第八号「営業所技術
者等証明書」や営業所技術者等の要件を証明する書類を提出していただきます。

（注５）事業承継に関する法人の意思の決定を証する書類について
・事業譲渡：譲渡人が法人の場合、譲渡人に係るものも必要
・合併：以下の全ての法人に係るものが必要
　　　　合併消滅法人、合併により消滅する法人であって建設業許可を受けていない法人、合併存続法人
・分割：以下の全ての法人に係るものが必要
　　　　分割承継法人、分割によりその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる法人

（注４）No.33の附属明細表〔様式第十七号の三〕について
　資本金が１億円を超える、又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社のみ
提出が必要です。
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　ロ　相続

綴順 様式番号 頁 個人 摘要

1 表紙 140 〇

2 第二十二号の十 154 〇
3 別紙一 34 〇
4 別紙二 35 〇
5 別紙三 38 〇
6 第二号 40-49 〇 業種別に作成、実績なしでも添付。

7 第三号 50-51 〇
8 第四号 52 〇

9 第六号 53 〇

10 第七号 54 〇

11 第七号別紙 55 〇

12
第七号の
二

58 〇

13
第七号の二

別紙一
62 〇

14
第七号の二

別紙二
63 〇

15
第七号の
三

66 □

16
第二十二
号の十一

145 ☆
様式第七号の三を申請時に提出した
時は提出不要

17 第八号 68 ☆

18 - ☆

19 - ☆

20 - ☆

21 第九号 78 ☆

22 第十号 79 ☆

23 第十一号 80 〇
個人で支配人を置くもの及び別紙二
の「従たる営業所」を記入したもの
のみ

24 第十二号 81 〇
監査役及び経営業務の管理責任者は
作成不要

25 登記されていないことの証明書（注２） 82 〇 発行後３か月以内のもの

26 身元（身分）証明書（注２） 83 〇 発行後３か月以内のもの
外国籍の人は不要

27 第十三号 84 〇
個人で支配人を置くもの及び別紙二
の「従たる営業所」を記入したもの
のみ

28 登記されていないことの証明書（注２） 82 〇 発行後３か月以内のもの

29 身元（身分）証明書（注２） 83 〇 発行後３か月以内のもの
外国籍の人は不要

30
財務諸表表紙
第十八号
第十九号

86、
103-
106

〇
新規開業で決算期が未到来の場合は
添付不要

31 - ☆ 発行後３か月以内のもの
支配人登記がされている場合に提出

32 第二十号 107 ■

33
第二十号
の二

108 ■ 該当なしの場合も添付

個人事業税 - 〇
決算期未到来の場合は事業開始等届
出書又は電子申請受付確認のハード
コピー等を添付

34
第二十号
の三

109 〇

35 - 〇

被相続人と申請者の続柄確認が
できるもの
申請人以外の相続人の有無につ
いて確認できるもの

認可申請書

納税証明書（原本）
※以下の記載があるもの
　・納付すべき額
  ・納付済額

財務諸表（個人用）（直前１年分）

登記事項証明書（履歴事項全部証明書に限る）

営業の沿革

常勤役員等の略歴書

常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

健康保険等の加入状況

監理技術者資格者証

使用人数

誓約書

指導監督的実務経験証明書

建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年
月日等に関する調書

建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人・法定
代理人の役員等）の住所、生年月日等に関する調書

直前３年の各事業年度における工事施工金額

相続認可申請書

役員等の一覧表

営業所一覧表

工事経歴書

営業所技術者等一覧表

戸籍謄本等

承継と同時に営業所技術者等が変更
となる場合必要

健康保険等の加入状況及びその確認資料の提出に関す
る誓約書

提出書類

様式第七号の二、別紙一、別紙二を
提出した時は提出不要

様式第七号、別紙を提出した時は提
出不要

常勤役員等の略歴書

営業所技術者等証明書（新規・変更）

卒業証明書

資格証明書の写

実務経験証明書

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の
証明書

主要取引金融機関名

所属建設業者団体

常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書

※該当す
る資料の
み添付

（注１）
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36 - 〇
申請者以外に相続人がいる場合に必
要
申請者以外の全ての相続人が住所及
び氏名を記載し、押印したもの

37 - ☆ 代理申請の場合
発行後３か月以内のもの

- □

33 〇

21 〇
56、
64 〇
69、
79 ☆ 国家資格の場合は不要

66 □

（注３）確認資料「財産的基礎の確認資料」について
【一般建設業許可の場合】
・認可申請前に更新をしたことがない場合、下記①又は②で確認します。
・認可申請前に１回以上更新をしたことがある場合、下記①、②又は③で確認します。
①「自己資本が500万円以上あること。」で確認
　　→許可申請時に提出する財務諸表又は直近の決算変更届出書に含まれる、「様式第十五号　貸借対照表」
　　　により確認。
②「500万円以上の資金調達能力のあること。」で確認
　　→「取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書」
　　　　※申請受理前１か月以内のものにより確認。
③直前５年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。」で確認。
　　→詳細はＰ．２１を御覧ください。
【特定建設業許可の場合】
　Ｐ．２１を確認してください。

(注２）No.25、No.26、No.28、No.29「登記されていないことの証明書」及び「身元（身分）証明書」について
　取締役ではない「相談役」「顧問」「100分の5以上の株主」「100分の5以上の出資者」（いずれも個人に限
る）については、役員等の一覧表（別紙１）に記載する必要がありますが、法務局が交付する「登記されてい
ないことの証明書」及び市区町村長が交付する「身元（身分）証明書」の添付は不要です。

○印→必要とする書類
☆印→場合によっては必要な書類
□印→必要とする書類だが、申請時に提出困難な場合、事業承継後２週間以内に提出する書類
■印→必要とする書類だが、申請時に提出困難な場合、事業承継後３０日以内に提出する書類

（注１）No.18～22について
　該当するもののみ添付して下さい。国土交通大臣による特別認定者で営業所技術者等になっている者が、許
可の有効期間内に認定の更新を行った場合は、許可の更新時に認定書の写しを添付して下さい。

確
　
認
　
資
　
料

財産的基礎の確認資料 (注３)

適正な経営体制の確認資料

実務経験の確認資料

保険加入状況の確認資料

常勤性の確認資料（常勤役員等・営業所技術者等・令３条の
使用人）

営業所所在地の確認資料

委任状

被相続人が営業していた建設業を申請者が継続して営
業することに対する当該申請者以外の相続人同意書
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４　認可申請書記載例
（１）建設業認可申請書（表紙）

年 月 日 般 特

譲渡・譲受 〇

認可年月日 ※ 年 月 日

宮城県知事許可 ※ 第 号 〇

・該当する数字を○で囲む

〇

9 8 0 － 0 8 5 0

〇

　　宮城県仙台市青葉区本町３－８－１

１

２

電話　　　　　　　（　　　　）

申請する業種の該当する欄に○印を記入

代 表 者
代表取締役　譲受次郎

※印の部分は記入不要

職 氏 名

担当者・申請代理人

消 防 施 設 工 事 業

清 掃 施 設 工 事 業

商 号
株式会社宮城建設

解 体 工 事 業

又 は 名 称

水 道 施 設 工 事 業

塗 装 工 事 業

防 水 工 事 業

審査担当者

内 装 仕 上 工 事 業

営 業 所 建 具 工 事 業

機 械 器 具 設 置 工 事 業

熱 絶 縁 工 事 業

電 気 通 信 工 事 業

造 園 工 事 業

主 た る さ く 井 工 事 業

電話　０２２－２１１－３２９２

板 金 工 事 業

ガ ラ ス 工 事 業

鋼 構 造 物 工 事 業

鉄 筋 工 事 業

舗 装 工 事 業

（特記事項）

し ゅ ん せ つ 工 事 業

屋 根 工 事 業

管 工 事 業

電 気 工 事 業

タイル・れんが・ブロック工事業

譲　　　　　渡 大 工 工 事 業

分　　　　　割 左 官 工 事 業

と び ・ 土 工 工 事 業３

４

合　　　　　併

石 工 事 業相　　　　　続

土 木 工 事 業

申　請　区　分 令和 建 築 工 事 業

建　設　業　認　可　申　請　書

令和 〇〇 〇〇 〇〇 申請 申　請　業　種

該当する申請区
分に○をつける。

記入しない。

事実上の所在地と登記上の所在地が

異なる場合は２段書きにする。
（例） （登記上） ○○市……

（事実上） ○○市……

※代理申請について
申請書の作成に行政書士が係っている場合、担当者・申請代理人欄に記名してください。
なお、代理申請の詳細については、P.157-158を御確認下さい。

法人の場合は代表者、
個人の場合はその本人

申請者（譲受人、相続人
等）の情報を記入する。

申請する業種
に○をつける。
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（２）譲渡及び譲受認可申請書（様式第二十二号の五）
（当該様式の記載要領を必ずご覧ください。）

行政庁側記入欄
許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

建設業以外に行つている営業の種類
１．有
２．無

許可年月日

０ ６ 0 4
国土交通大臣

2

3 5 7

認可申請時におい
て許可を受けて
い る 建 設 業

譲渡及び譲受け後に
営業しようとする
建 設 業

3 15

　　宮城県　知事 特

清絶

20

9 号

次 郎

3 5 10
支配人の氏名

代 表 者 又 は
１ ２ 譲 受

ウリ ウ ケ ジ ロ

個 人 の 氏 名

代表者又は個人
の氏名のフリガナ

１ １ ユ ズ

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

城 建 設１ ０ （ 株 ） 宮

3 5 10 15 20

０ ５

＜譲受人に関する事項＞

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ９ ミ ヤ ギ ケ ン

2

セ

（

０ ８

許可

大臣コード

3 5

23 25 30 35 40

　　○○　円

ツ

9 9
般

－ ）

30

第 9 9 9

譲渡及び譲受け
の 理 由

譲渡及び譲受け
の 価 格

７

6

0

2 1

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

株式会社　宮　城　建　設

譲渡人申請者 代表取締役　譲　渡　太　郎
地方整備局長

令和　○　年　○　月　○　日

項 番

商 号 又 は 名 称

譲渡及び譲受け
年 月 日

令和

15

年

月

知事

０

5

特

大臣

3

コード

　　宮城県　知事 譲受人
北海道開発局長

許可（

殿

）

０

（用紙Ａ４）

譲　渡　及　び　譲　受　け　認　可　申　請　書

この申請書により、建設業の譲渡及び譲受けの認可を申請します。

1０

様式第二十二号の五（第十三条の二関係）

1０

（第１面）

代表取締役　譲　受　次　郎

日
国土交通大臣

10

号

11

知事
年第

般
－

株式会社　仙　台　建　設
宮城県仙台市青葉区本町○○

宮城県仙台市宮城野区幸町○○

１

０

０

3

２ 令和

2

1 日０ ３

０ ４

令和 0 5 年 0 3 月 0

通 園 井 具 水 消内

5

日月

7

10

機屋 電大 左 と 石 ガしゆ管 タ 鋼 舗

10

5 10

宮城県 仙台市青葉区

板筋

13 15

0 3 日

35 40

13

25

10 15

15

譲渡及び譲受け後
の主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

コード
知事

3

0

3 5 10 15

市区町村名

20

5

25 30

○

0

13

1

8

大臣

6

１ ３ 0

許 可 番 号

認可申請年月日

5

4

塗 防

3 5

土 建

1 都道府県名

１ ４ 本 町 ○

（
般

9

23

年9 9 9 号9

法人又は個人の別 １

１

1 ー 3 1 10 2 2 ー

フ ァ ッ ク ス 番 号

郵 便 番 号 １ ５ 9 0 － 電 話 番 号0

許 可 番 号 １ ８ 0 4

5

－ ）
知事 特

10 11

令和 0

（千円） 1 2

3

3 5

12

国土交通大臣
許可 3

譲渡及び譲受け後
の主たる営業所の
所 在 地

8

兼 業 の 有 無

20 25

530 4

20

15

知事

0（ ）

）

第

3 5 0

０２２－２１１－３２９２

3 4 5 10

3

販売業７ 1 （

月3

6

9

６ 1

１.一般

２.特定

０ ４

１.一般

２.特定

事実上の所在地と登記上の所
在
地が異なる場合は２段書きにす
る。

（例） （登記上） ○○市
……

行政書士が作成
を代理している場合、
申請者欄に３段書き
で記名する。
※この場合、行政書
士法施行規則第９
条の規定により、行
政書士の職印が必
要です。

枠内は記入
しないこと。

法人の場合は代表者、
個人の場合はその本
人

譲渡及び譲受けを行う年月日を記入

※閲覧可能な範囲で記入すること

譲渡人又は譲受人の許
可番号のうち引き続き使
用する許可番号を記入
する。

該当する業種のカラムに
一般の場合は「１」、特定
の場合は「２」を記入する。

譲受人が、譲受け後に営業しようとする業種を全て記入。
※項番08と19をあわせた業種と必ず一致する。

譲受人が、申請日時点で有している許可業種を記入。
（許可を有していない場合は空欄）

０ ４

項番09から17につい

ては、様式第一号（P．

31）の項番06から14の

記載要領を参照してく

ださい。

譲受人が、許可業者で
ある場合、その許可番
号及び許可年月日を記
入。
（許可を有していない場
合は空欄）

第１面
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（２）譲渡及び譲受認可申請書（様式第二十二号の五）
（当該様式の記載要領を必ずご覧ください。）

解

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く営業所技術者等については別紙による。

連絡先

所属等 氏名 電話番号

ファックス番号

3 5 6 10 15

舗 防 園

1

清

日
知事 特

号 令和 0 28 8 8 8許可（
般

－ ）第許 可 番 号 ２ ９ 0 4
国土交通大臣

大臣コード
知事

3 5 10

兼 業 の 有 無 ２ ８ 2 （

8 8

3
建設業以外に行つている営業の種類

）

3 2 15 40 02 0 0法人又は個人の別 ２ ７ 1 （千円） 6（ ）

13 15 203 4 5 10

フ ァ ッ ク ス 番 号

9 7 ー 4 1 1電 話 番 号 0 2 2 ー 23 － 0 8 3 6郵 便 番 号 ２ ６ 9 8 3

20

23 25 30 35

3 5 10 15 20

５ 幸 町

２ ０

１ ９

5 10 15

＜譲渡人に関する事項＞

3 5 10 15 20

代表者又は個人
の氏名のフリガナ

２ ２ ジ

板 ガ 塗建 左 と 石 しゆ

20

ン ダ イ ケ ン セ ツ

2

23 25 30 35 40

2010 15

セ

3

１

5

（ 株 ） 仙 建

ウ ト タ ロ

○

40

25

11 13 15

2年 1 月 1 2

個 人 の 氏 名
渡代 表 者 又 は

２ ３

ョ ウ

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

２

3 5 10
支配人の氏名

譲 太 郎

23 25 30 35 40

主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3

２ ４ 0

（用紙Ａ４）

（第２面）

市区町村名4 1 0 2 都道府県名

5

○

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

商 号 又 は 名 称 ２ 設

大 電

2

台

土
譲 り 渡 す
建 設 業

3

鋼 筋管 タ

０２２－２１１－３２９２

宮城県 仙台市宮城野区

総　務　部 石　崎　　花　子 ０２２－２１１－３１１６

通 井絶 具 水 消機内屋
１.一般

２.特定

０ ４

譲渡人が有している許
可業種を記入。記入し
た許可業種は全て項番
07に含まれる。

項番20から28につい

ては、様式第一号（P．

31）の項番06から14の

記載要領を参照してく

ださい。

譲受人の許可番号及び
許可年月日を記入。

会社等の担当者の名
前を記載する。

複数の許可を受けてい
る場合は、最も古いもの
を記入する。

第２面
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記載要領 

１ 「 地方整備局長 
北海道開発局長    「国土交通大臣  及び「般  については、不要のものを消すこと。 

              知事」、               知事」       特」 

 ２ 「申請者」の欄は、この申請書により認可を申請する者（以下「申請者」という。）の他にこの申請書又は添付書類を

作成した者がある場合には、申請者に加え、その者の氏名も記載すること。この場合には、作成に係る委任状の写しその

他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。 
 ３ 太線の枠内には記入しないこと。 
 ４        で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、カ

ラムからはみ出さないように記入すること。数字を記入する場合は、例えば    １ ２のように右詰めで、また、文字
を記入する場合は、例えばＡ 建 設 工 業    のように左詰めで記入すること。 

 ５ ０ ３「譲渡及び譲受け年月日」の欄は、譲渡及び譲受けを行う年月日を記入すること。 
 ６ ０ ４「譲渡及び譲受けの理由」の欄は、譲渡及び譲受けを行う理由を簡潔に記入すること。 
 ７ ０ ６「引き続き使用する許可番号」の欄は、譲渡する建設業又は譲受人が現在有している建設業の許可番号のうち引

き続き使用する許可番号を記入すること。ただし、建設業の許可を行った者と認可を行う者が異なる場合は、許可番号を
引き続き使用することはできないため記入しないこと。 

 ８ ０ ７「譲渡及び譲受け後に譲受人が営業する建設業」の欄は、この申請により認可を受け譲渡及び譲受けが行われた
 後に営業する建設業について、一般建設業の場合は「１」を、特定建設業の場合は「２」を、次の表の（ ）内に示され
 た略号のカラムに記入すること。 

土木工事業（土） 
建築工事業（建） 
大工工事業（大） 
左官工事業（左） 
とび・土工工事業（と） 
石工事業（石） 
屋根工事業（屋） 
電気工事業（電） 
管工事業（管） 
タイル・れんが・ブロツク工事業（タ） 

鋼構造物工事業（鋼） 
鉄筋工事業（筋） 
舗装工事業（舗） 
しゆんせつ工事業（しゆ） 
板金工事業（板） 
ガラス工事業（ガ） 
塗装工事業（塗） 
防水工事業（防） 
内装仕上工事業（内） 
機械器具設置工事業（機） 

熱絶縁工事業（絶） 
電気通信工事業（通） 
造園工事業（園） 
さく井工事業（井） 
建具工事業（具） 
水道施設工事業（水） 
消防施設工事業（消） 
清掃施設工事業（清）  
解体工事業（解） 

 

 ９ ０ ８「認可申請時において譲受人が許可を受けている建設業」の欄は、譲受人が建設業者である場合に、認可申請時
において許可を受けている建設業について、８と同じ要領で記入すること。 

 
10 ０ ９又は２ ０「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁音を表す文字につい

ては、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。 
   なお、株式会社等法人の種類を表す文字については、フリガナは記入しないこと。 
 11  １ ０又は２ １「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を用いること。 

  （例 （ 株 ） Ａ 建 設   
       Ｂ 建 設 （ 有 ）  ）  

 

 

 

 種 類  略 号 

 株 式 会 社  （株） 

 有 限 会 社  （有） 

 合 名 会 社  （名） 

 合 資 会 社  （資） 

 合 同 会 社  （合） 

 協 同 組 合  （同） 

 協 業 組 合  （業） 

 企 業 組 合  （企） 

 12 １ １又は２ ２「代表者又は個人の氏名のフリガナ」の欄は、カタカナで姓と名の間に１カラム空けて記入し、その
際、濁音又は半濁音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。 

 13 １ ２又は２ ３「代表者又は個人の氏名」の欄は、申請者が法人の場合はその代表者の氏名を、個人の場合はその者
の氏名を、それぞれ姓と名の間に１カラム空けて記入すること。また、「支配人の氏名」の欄は、申請者が個人の場合に
おいて、支配人があるときは、その者の氏名を記載すること。 

 14 １ ３「譲渡及び譲受け後の主たる営業所の所在地市区町村コード」又は２ ４「主たる営業所の所在地市町村コー
ド」の欄は、都道府県の窓口備付けのコードブック（総務省編「全国地方公共団体コード」）により、主たる営業所の所
在する市区町村の該当するコードを記入すること。 

   「都道府県名」及び「市区町村名」には、それぞれ主たる営業所の所在する都道府県名及び市区町村名を記載するこ
と。 

 15 １ ４「譲渡及び譲受け後の主たる営業所の所在地」又は２ ５「主たる営業所の所在地」の欄は、14により記入した
市区町村コードによって表される市区町村に続く町名、街区符号及び住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」につい
ては－（ハイフン）を用いて、例えば霞 が 関 ２ － １ － １ ３  のように記入すること。 

 16 １ ５又は２ ６のうち「電話番号」の欄は、市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切り、例えば０ 
３ － ５ ２ ５ ３ － ８ １ １ １ のように記入すること。 

 17 １ ６又は２ ７のうち「 資本金額又は出資総額」の欄は、申請者が法人の場合にのみ記入し、株式会社にあっては資
本金額を、それ以外の法人にあっては出資総額を記入し、申請者が個人の場合には記入しないこと。 

   「法人番号」の欄は、申請者が法人であって法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等の
促進に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番号をいう。）の指定を受けたものである場合に
のみ当該法人番号を記入すること。 

 18 １ ８又は２ ９のうち「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、それぞれ譲受人又は譲渡人が現在許可を受けている
建設業について記入すること。 
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 「大臣 
  「許可番号」の欄の      コード の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表（一）の分類に従い、該当する 
                      知事     」 

   コードを記入すること。                             
  また、「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、カラムに

数字を記入するに当たって空位のカラムに「０」を記入すること。 
  なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて記

入すること。 
19 １ ９「譲り渡す建設業」の欄は、この申請書により譲渡及び譲受けの認可を申請する譲渡人が許可を受けている建設

業を８と同じ要領で記入すること。 
 20 「連絡先」の欄は、この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請の内容に係る質問等に応答できる者の氏名、

電話番号等を記入すること。 



（３）誓約書（様式第二十二号の六）

様式第二十二号の六（第十三条の二関係）

申請者

殿

記載要領

「

については、不要のものを消すこと。

（用紙Ａ４）

誓　　　　約　　　　書

　申請者は、第13条の２第８項の規定により読み替えて準用する第７条第２号に規定す
る届書を法令で定められた期限までに提出することを誓約します。

令和　○　年　○　月　○　日

地方整備局長

宮　城　県　知事

地方整備局長　　

北海道開発局長　　

　　　　　知事　」

宮城県仙台市本町３－８－１

株式会社　仙　台　建　設

代表取締役　譲　受　太　郎

北海道開発局長

様式第七号の三を申請時に提出した時は
本様式の提出は不要
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（４）合併認可申請書（様式第二十二号の七）
（当該様式の記載要領を必ずご覧ください。）

行政庁側記入欄
許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

仙台市青葉区本町○○
合　併　建　設　株式会社

柴田郡大河原町○○
消　滅　建　設　株式会社

宮城県 仙台市青葉区

０２２－２１１－３２９２

30

０ ８ 2 2

　　　　＜合併存続法人又は合併により新設される法人に関する事項＞

3 5 10 15 25

3 5 10

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６ 0 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

第 7 7 7 7 7 7 号

3 5 10 15 20

０ ３ 1

3 5 7

令和 5 年 3 月 日

０ ４

　○○　円０ ５

大臣コード
知事

25

資 本 金 額 等 １ ６ 1 2 3 4 5 63 5 0 0 0 （千円）

4 5 10 13 15 20

3 5 6 10 15 20

ファッ クス 番号

1 ー 3郵 便 番 号 １ ５ 9 8 0 － 8 5 1 0 2 2 ー電 話 番 号 0

23 25 30 35 40

20

合併後の主たる
営業所の所在地

１ ４ 本 町 ○

10 153 5

○

3 5 10

太代 表 者
１ ２ 合 併

の 氏 名
3 5

１ ３ 0 4 市区町村名

郎

1 0 1 都道府県名

3 5 10 15 20

代表者の氏名の
フ リ ガ ナ

１ １ ガ ッ ペ イ タ ロ ウ

3 5 10 15 20

株 ）

4023 25 30 35

商号又は名称の
フ リ ガ ナ

０ ９ ガ ッ

23 25 30 35 40

ン セ ツ

０ ７ 2合併後に営業しよ
うとする建設業

2 2 1 1

と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水

62 1 1 1

建 設 （商 号 又 は 名 称 １ ０ 合 併

土 建 大 左

号

令和

年

消 清

ペ イ ケ

北海道開発局長

5

日月

特

認可申請年月日

11 13

０

10

73

２

許可（

年

15

０

（用紙Ａ４）

合　併　認　可　申　請　書

この申請書により、合併の認可を申請します。

１11０

（第１面)

様式第二十二号の七（第十三条の二関係）

令和　　○　年　○　　月　○　　日

日
国土交通大臣

代表取締役　合　併　太　郎

知事
般

－

大臣

3

コード

第 月

殿

）０許 可 番 号

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

認可申請時におい
て合併存続法人が
許可を受けている
建 設 業

合併後の主たる営
業所の所在地市町
村 コ ー ド

地方整備局長

合 併
の 理 由

合 併 の 価 格

申請者

知事
項 番

１

5

　　宮城県　知事

代表取締役　消　滅　花　子

合 併 年 月 日

令和

１.一般

２.特定

１.一般

２.特定

第１面

事実上の所在地と登記上の所
在
地が異なる場合は２段書きにす
る。

（例） （登記上） ○○市
……

行政書士が作成
を代理している場合、
申請者欄に３段書き
で記名する。
※この場合、行政書
士法施行規則第９
条の規定により、行
政書士の職印が必
要です。

法人の場合は代表者、
個人の場合はその本人

枠内は記入
しないこと。

３社以上の合併の場合も、申請
者欄に全ての者を記入すること。

合併を行う年月日を記入

※閲覧可能な範囲で記入すること

合併消滅法人又は合併
存続法人の許可番号の
うち引き続き使用する許
可番号を記入する。

０ ４

合併後に営業しようとする業種を全て記入
※項番08と19をあわせた業種と必ず一致する。

合併存続法人が、申請日時点で有している許可業種を記入。
（許可を有していない場合は空欄）

該当する業種のカラムに
一般の場合は「１」、特定
の場合は「２」を記入する。

項番09から17について

は、様式第一号（P．

31）の項番06から14の

記載要領を参照してく

ださい。
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建設業以外に行つている営業の種類
１．有
２．無

許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く営業所技術者等については別紙による。

連絡先

所属等 氏名 電話番号

ファックス番号
０２２－２１１－３２９２

販売業

宮城県 柴田郡大河原町

０２２４－５３－８０９０

管理部 大　崎　　正　男 ０２２－２１１－３１１６

日

（用紙Ａ４）

（第２面）

年 1 2 月 1 26 66 6

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 ２ ８ 2 （ ）

大臣

許 可 番 号 ２ ９ 0 4
国土交通大臣

許可（
般

－
知事 特

号 令和 1）第 6 6

コード
知事

3 5 10 11 13 15

25

資 本 金 額 等 ２ ７ 1 0 0 0 0 （千円） 1 1 2 2 3 3

5

ファッ クス 番号

5 3 - 3

4 5 10 13 15 20

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 ２ ６ 9 8 9 － 1 2 4 3 1 3電 話 番 号 0 2 2 4 -

23 25 30 35 40

主たる営業所の
所 在 地

２ ５ ○ ○

４ 1 都道府県名
主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

２

20

0 4 3 2

代 表 者
２ ３ 消 滅

の 氏 名

3 5 10

花 子

3 5 10 15 20

代表者の氏名の
フ リ ガ ナ

２ ２ シ ョ ウ メ ツ ハ ナ コ

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 ２ １ 消 滅 建 設 （ 株 ）

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２ ０ シ ョ ウ メ ツ ケ ン セ ツ

1 1

　　　＜合併消滅法人に関する事項＞
土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園

兼 業 の 有 無 １ ７ 1 （ ）

2 日第 7－ ）

井 具 水 消 清

１ ９ 2

15

許 可 番 号 １ ８ 0 2 月許可（
般
特

5

7 7 7 7 7 号 令和4
国土交通大臣

大臣コード
知事

3

知事

13

3

2

11

年

10

認可申請時に合併
消滅法人が許可を
受けている建設業

１.一般

２.特定

合併存続法人が、許可
業者である場合、その
許可番号及び許可年
月日を記入。
（許可を有していない場
合は空欄）

合併消滅法人が有して
いる許可業種を記入。
記入した許可業種は全
て項番07に含まれる。

項番20から28について

は、様式第一号（P．

31）の項番06から14の

記載要領を参照してく

ださい。

合併消滅法人の許可番

号及び許可年月日を記

入。

複数の許可を受けてい
る場合は、最も古いもの
を記入する。

会社等の担当者の名
前を記載する。

合併消滅法人が複数ある場合は、＜合併消滅法人に関する事項＞について、合併消滅法人ごとに記入すること。

０ ４

０ ４
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記載要領 

１ 「 地方整備局長 
北海道開発局長    「国土交通大臣  及び「般  については、不要のものを消すこと。 

              知事」、               知事」       特」 

 ２ 「申請者」の欄は、この申請書により認可を申請する者（以下「申請者」という。）の他にこの申請書又は添付書類を

作成した者がある場合には、申請者に加え、その者の氏名も記載すること。この場合には、作成に係る委任状の写しその

他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。 
 ３ 太線の枠内には記入しないこと。 
 ４        で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、カ

ラムからはみ出さないように記入すること。数字を記入する場合は、例えば    １ ２のように右詰めで、また、文字
を記入する場合は、例えばＡ 建 設 工 業    のように左詰めで記入すること。 

 ５ ０ ３「合併年月日」の欄は、合併を行う年月日を記入すること。 
 ６ ０ ４「合併の理由」の欄は、合併を行う理由を簡潔に記入すること。 
 ７ ０ ６「合併後に引き続き使用する許可番号」の欄は、合併消滅法人又は合併存続法人が現在有している建設業の許可

番号のうち引き続き使用する許可番号を記入すること。ただし、建設業の許可を行った者と認可を行う者が異なる場合
は、許可番号を引き続き使用することはできないため記入しないこと。 

 ８ ０ ７「合併後に営業を行う建設業」の欄は、この申請により認可を受け合併が行われた後に営業する建設業につい
て、一般建設業の場合は「１」を、特定建設業の場合は「２」を、次の表の（ ）内に示された略号のカラムに記入する
こと。 

土木工事業（土） 
建築工事業（建） 
大工工事業（大） 
左官工事業（左） 
とび・土工工事業（と） 
石工事業（石） 
屋根工事業（屋） 
電気工事業（電） 
管工事業（管） 
タイル・れんが・ブロツク工事業（タ） 

鋼構造物工事業（鋼） 
鉄筋工事業（筋） 
舗装工事業（舗） 
しゆんせつ工事業（しゆ） 
板金工事業（板） 
ガラス工事業（ガ） 
塗装工事業（塗） 
防水工事業（防） 
内装仕上工事業（内） 
機械器具設置工事業（機） 

熱絶縁工事業（絶） 
電気通信工事業（通） 
造園工事業（園） 
さく井工事業（井） 
建具工事業（具） 
水道施設工事業（水） 
消防施設工事業（消） 
清掃施設工事業（清）  
解体工事業（解） 

 

 ９ ０ ８「認可申請時において合併存続法人が許可を受けている建設業」の欄は、合併存続法人が建設業者である場合
に、認可申請時において許可を受けている建設業について、８と同じ要領で記入すること。 

10 ０ ９又は２ ０「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁音を表す文字につい
ては、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。 

   なお、株式会社等法人の種類を表す文字については、フリガナは記入しないこと。 
 11  １ ０又は２ １「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を用いること。 

  （例 （ 株 ） Ａ 建 設   
       Ｂ 建 設 （ 有 ）  ）  

 

 

 

 種 類  略 号 

 株 式 会 社  （株） 

 有 限 会 社  （有） 

 合 名 会 社  （名） 

 合 資 会 社  （資） 

 合 同 会 社  （合） 

 協 同 組 合  （同） 

 協 業 組 合  （業） 

 企 業 組 合  （企） 

 12 １ １又は２ ２「代表者又は個人の氏名のフリガナ」の欄は、カタカナで姓と名の間に１カラム空けて記入し、その
際、濁音又は半濁音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。 

 13 １ ２又は２ ３「代表者の氏名」の欄は、法人の代表者の氏名を姓と名の間に１カラム空けて記入すること。また、
「支配人の氏名」の欄は、申請者が個人の場合において、支配人があるときは、その者の氏名を記載すること。 

 14 １ ３「合併後の主たる営業所の所在地市区町村コード」又は２ ４「主たる営業所の所在地市町村コード」の欄は、
都道府県の窓口備付けのコードブック（総務省編「全国地方公共団体コード」）により、主たる営業所の所在する市区町
村の該当するコードを記入すること。 

   「都道府県名」及び「市区町村名」には、それぞれ主たる営業所の所在する都道府県名及び市区町村名を記載するこ
と。 

 15 １ ４「合併後の主たる営業所の所在地」の欄又は２ ５「主たる営業所の所在地」の欄は、14により記入した市区町
村コードによって表される市区町村に続く町名、街区符号及び住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」については－
（ハイフン）を用いて、例えば霞 が 関 ２ － １ － １ ３  のように記入すること。 

 16 １ ５又は２ ６のうち「電話番号」の欄は、市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切り、例えば０ 
３ － ５ ２ ５ ３ － ８ １ １ １ のように記入すること。 

 17 １ ６又は２ ７のうち「 資本金額又は出資総額」の欄は、株式会社にあっては資本金額を、それ以外の法人にあって
は出資総額を記入すること。 

   「法人番号」の欄は、申請者が法人であって法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等の
促進に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番号をいう。）の指定を受けたものである場合に
のみ当該法人番号を記入すること。 

 18 １ ８又は２ ９のうち「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、それぞれ合併存続法人又は合併消滅法人が現在許可
を受けている建設業について記入すること。 

 「大臣 
  「許可番号」の欄の      コード の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表（一）の分類に従い、該当する 
                      知事     」 

   コードを記入すること。                             
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  また、「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、カラムに
数字を記入するに当たって空位のカラムに「０」を記入すること。 

  なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて記
入すること。 

19 １ ９「認可申請時に合併消滅法人が許可を受けている建設業」の欄は、この申請書により合併の認可を申請する合併
消滅法人が許可を受けている建設業を８と同じ要領で記入すること。 

 20 「連絡先」の欄は、この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請の内容に係る質問等に応答できる者の氏名、
電話番号等を記入すること。 

 21 合併消滅法人（建設業者としての地位を承継させる者に限る。）が複数ある場合は、＜合併消滅法人に関する事項＞に
ついては、合併消滅法人ごとに記載すること。 



（５）分割認可申請書（様式第二十二号の八）
（当該様式の記載要領を必ずご覧ください。）

行政庁側記入欄
許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

仙台市青葉区本町○○
株式会社　分　割　建　設

大崎市古川○○
株式会社　被　分　割　建　設

認可申請時におい
て 許 可 を 受 け て
い る 建 設 業

5

15

０ ８ 2 2

知事

303 5 25

5 5第

　　　　＜分割承継法人に関する事項＞

0 4

1

20

（第１面）

103 5

1510

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６

3 5 10

０ ５

大臣コード
知事

特
許可 （

般
－

国土交通大臣
5 5 5 5 号）

25

3 月 1 日

　○○　円

０ ３ 令和 5

8 5 1 0

23 25 30 35

60 （千円） 1 2 3 43 5 0 0資 本 金 額 等 １ ６

13 15 204 5 10

6

フ ァ ッ ク ス 番 号

1 1 ー 3 1 1電 話 番 号 0 2 2 ー 20 －郵 便 番 号 １ ５ 9 8

3 5 6 10 15 20

40

町 ○ ○

20

0 4 1 0

分割後の主たる営
業 所 の 所 在 地

１ ４ 本

分割後の主たる営
業所の所在地市区
町 村 コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

１ ３

太 郎

1 都道府県名 宮城県

5 10

代 表 者
１ ２ 分 割

の 氏 名

3

カ ツ タ ロ ウ
代 表 者 の 氏 名
の フ リ ガ ナ

１ １ ブ ン

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

） 分 割 建 設商 号 又 は 名 称 １ ０ （ 株

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

ン セ ツ
商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ９ ブ ン カ ツ ケ

1

具 水 消 清

０ ７ 2 2

内 機 絶 通 園 井舗しゆ板 ガ 塗 防管 タ 鋼 筋屋 電土 建 大 左

０ ４

と 石

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

代表取締役　分割　次郎
地方整備局長

項 番

０

分 割 年 月 日

令和

15

知事

０

3 5

特

大臣

3

コード

7

第
般

号

11

　　宮城県　知事

分 割 の 理 由

分 割 の 価 格

7

年

北海道開発局長

許可 （

殿

）

13

０

（用紙Ａ４）

分　割　認　可　申　請　書

この申請書により、分割の認可を申請します。

１２１０

様式第二十二号の八（第十三条の二関係）

令和　　　　年　　　　月　　　　日

日

申請者

10

代表取締役　分割　太郎

国土交通大臣
知事

１

5

仙台市青葉区

０２２－２１１－３２９２

許 可 番 号

3

２ 令和

分割後に営業しよ
う と す る 建 設 業

年－

認 可 申 請 年 月 日

5

日年

月

月

１.一般
２.特定

１.一般

２.特定

第１面

事実上の所在地と登記上の所
在
地が異なる場合は２段書きにす
る。

（例） （登記上） ○○市
……

行政書士が作成
を代理している場合、
申請者欄に３段書き
で記名する。
※この場合、行政書
士法施行規則第９
条の規定により、行
政書士の職印が必
要です。

３社以上の分割の場合も、申請者

欄に全ての者を記入すること。

法人の場合は代表者、

個人の場合はその本人

枠内は記入
しないこと。

※閲覧可能な範囲で記入すること

分割を行う年月日を記入

０ ４

分割被承継法人又は分

割承継法人の許可番号

のうち引き続き使用する

許可番号を記入する。

該当する業種のカラムに

一般の場合は「１」、特定

の場合は「２」を記入する。

分割後に営業しようとする業種を全て記入

※項番08と19をあわせた業種と必ず一致する。

分割承継法人が、申請日時点で有している許可業種を記入。

項番09から17について

は、様式第一号（P．

31）の項番06から14の

記載要領を参照してく

ださい。
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（３）分割認可申請書（様式第二十二号の八）
（当該様式の記載要領を必ずご覧ください。）

建設業以外に行つている営業の種類
１．有
２．無

許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く営業所技術者等については別紙による。

連絡先

所属等 氏名 電話番号

ファックス番号

認可申請時に分割被
承継法人が許可を受
け て い る
建 設 業

日
知事 特

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 ２ ８ 2

年 1）第 4 4 4 4 0 月 1 04 4 号 令和 14
国土交通大臣

許可 （
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ９ 0

（ ）

大臣コード
知事

3

4 40 （千円） 2 2 3 32 0 0 0

25

資 本 金 額 等 ２ ７

13 15 204 5 10

フ ァ ッ ク ス 番 号

9 1 - 0 7 3電 話 番 号 0 2 2 9 -9 － 6 1 1 7

０２２９－２２－５２６０

郵 便 番 号 ２ ６ 9 8

3 5 6 10 15 20

1

23 25 30 35 40

川 ○ ○

20

0 4 2 1

主たる営業所の所
在 地

２ ５ 古

主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

２ ４

次 郎

5 都道府県名

3 5 10

代 表 者
２ ３ 分 割

の 氏 名

カ ツ ジ ロ ウ
代 表 者 の 氏 名
の フ リ ガ ナ

２ ２ ブ ン

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

） 被 分 割 建 設商 号 又 は 名 称 ２ １ （ 株

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

ツン カ ツ ケ ン セ
商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２ ０ ヒ ブ

3 5 10 15 20

11１ ９

園通鋼 筋 舗石 屋 電 管 タ 井 具 水 消 清塗 防 内 機 絶しゆ板 ガ

（用紙Ａ４）

月 1

（第２面）

　　　　＜分割被承継法人に関する事項＞
土 建 大 左 と

大臣コード

）

15 5 5 5

11 13

3

兼 業 の 有 無 １ ７ 1 （

1 日
知事 特

号 令和 1 年 15 5許可 （
般

－ ）第

15

許 可 番 号 １ ８ 0 4
国土交通大臣

知事
3 5 10

０２２－２１１－３２９２

製造業

宮城県 大崎市

総務部 白　石　大　地 ０２２－２１１－３１１６

１.一般

２.特定

０ ４

分割承継法人が、許可

業者である場合、その

許可番号及び許可年

月日を記入。

（許可を有していない場

合は空欄）

分割被承継法人が有し

ている許可業種を記入。

記入した許可業種は全

て項番07に含まれる。

０ ４

項番20から28について

は、様式第一号（P．

31）の項番06から14の

記載要領を参照してく

ださい。

分割被承継法人の許可

番号及び許可年月日を

記入。

複数の許可を受けてい

る場合は、最も古いもの

を記入する。
会社等の担当者の名前

を記載する。

分割被承継法人が複数ある場合は、＜分割被承継法人に関する事項＞について、分割被承継法人ごとに記入すること。

第２面
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記載要領 

１ 「 地方整備局長 
北海道開発局長    「国土交通大臣  及び「般  については、不要のものを消すこと。 

              知事」、               知事」       特」 

 ２ 「申請者」の欄は、この申請書により認可を申請する者（以下「申請者」という。）の他にこの申請書又は添付書類を

作成した者がある場合には、申請者に加え、その者の氏名も記載すること。この場合には、作成に係る委任状の写しその

他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。 
 ３ 太線の枠内には記入しないこと。 
 ４        で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、カ

ラムからはみ出さないように記入すること。数字を記入する場合は、例えば    １ ２のように右詰めで、また、文字
を記入する場合は、例えばＡ 建 設 工 業    のように左詰めで記入すること。 

 ５ ０ ３「分割年月日」の欄は、分割を行う年月日を記入すること。 
 ６ ０ ４「分割の理由」の欄は、分割を行う理由を簡潔に記入すること。 
 ７ ０ ６「分割後に引き続き使用する許可番号」の欄は、分割被承継法人又は分割承継法人が現在有している建設業の許

可番号のうち引き続き使用する許可番号を記入すること。ただし、建設業の許可を行った者と認可を行う者が異なる場合
は、許可番号を引き続き使用することはできないため記入しないこと。 

 ８ ０ ７「分割後に営業を行う建設業」の欄は、この申請により認可を受け分割が行われた後に営業する建設業につい
て、一般建設業の場合は「１」を、特定建設業の場合は「２」を、次の表の（ ）内に示された略号のカラムに記入する
こと。 

土木工事業（土） 
建築工事業（建） 
大工工事業（大） 
左官工事業（左） 
とび・土工工事業（と） 
石工事業（石） 
屋根工事業（屋） 
電気工事業（電） 
管工事業（管） 
タイル・れんが・ブロツク工事業（タ） 

鋼構造物工事業（鋼） 
鉄筋工事業（筋） 
舗装工事業（舗） 
しゆんせつ工事業（しゆ） 
板金工事業（板） 
ガラス工事業（ガ） 
塗装工事業（塗） 
防水工事業（防） 
内装仕上工事業（内） 
機械器具設置工事業（機） 

熱絶縁工事業（絶） 
電気通信工事業（通） 
造園工事業（園） 
さく井工事業（井） 
建具工事業（具） 
水道施設工事業（水） 
消防施設工事業（消） 
清掃施設工事業（清）  
解体工事業（解） 

 

 ９ ０ ８「認可申請時において分割承継法人が許可を受けている建設業」の欄は、分割承継法人が建設業者である場合
に、認可申請時において許可を受けている建設業について、８と同じ要領で記入すること。 

10 ０ ９又は２ ０「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁音を表す文字につい
ては、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。 

   なお、株式会社等法人の種類を表す文字については、フリガナは記入しないこと。 
 11  １ ０又は２ １「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を用いること。 

  （例 （ 株 ） Ａ 建 設   
       Ｂ 建 設 （ 有 ）  ）  

 

 

 

 種 類  略 号 

 株 式 会 社  （株） 

 有 限 会 社  （有） 

 合 名 会 社  （名） 

 合 資 会 社  （資） 

 合 同 会 社  （合） 

 協 同 組 合  （同） 

 協 業 組 合  （業） 

 企 業 組 合  （企） 

 12 １ １又は２ ２「代表者の氏名のフリガナ」の欄は、カタカナで姓と名の間に１カラム空けて記入し、その際、濁音
又は半濁音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。 

 13 １ ２又は２ ３「代表者の氏名」の欄は、法人の代表者の氏名を姓と名の間に１カラム空けて記入すること。 
 14 １ ３「分割後の主たる営業所の所在地市区町村コード」又は２ ４「主たる営業所の所在地市町村コード」の欄は、

都道府県の窓口備付けのコードブック（総務省編「全国地方公共団体コード」）により、主たる営業所の所在する市区町
村の該当するコードを記入すること。 

   「都道府県名」及び「市区町村名」には、それぞれ主たる営業所の所在する都道府県名及び市区町村名を記載するこ
と。 

 15 １ ４「分割後の主たる営業所の所在地」の欄又は２ ５「主たる営業所の所在地」の欄は、14により記入した市区町
村コードによって表される市区町村に続く町名、街区符号及び住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」については－
（ハイフン）を用いて、例えば霞 が 関 ２ － １ － １ ３  のように記入すること。 

 16 １ ５又は２ ６のうち「電話番号」の欄は、市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切り、例えば０ 
３ － ５ ２ ５ ３ － ８ １ １ １ のように記入すること。 

 17 １ ６又は２ ７のうち「 資本金額又は出資総額」の欄は、株式会社にあっては資本金額を、それ以外の法人にあって
は出資総額を記入すること。 

   「法人番号」の欄は、申請者が法人であって法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等の
促進に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番号をいう。）の指定を受けたものである場合に
のみ当該法人番号を記入すること。 

 18 １ ８又は２ ９のうち「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、それぞれ分割承継法人又は分割被承継法人が現在許
可を受けている建設業について記入すること。 

 「大臣 
  「許可番号」の欄の      コード の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表（一）の分類に従い、該当する 
                      知事     」 

   コードを記入すること。                             
  また、「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、カラムに
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数字を記入するに当たって空位のカラムに「０」を記入すること。 
  なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて記

入すること。 
19 １ ９「認可申請時に分割被承継法人が許可を受けている建設業」の欄は、この申請書により合併の認可を申請する分

割被承継法人が許可を受けている建設業を８と同じ要領で記入すること。 
 20 「連絡先」の欄は、この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請の内容に係る質問等に応答できる者の氏名、

電話番号等を記入すること。 
 21 分割被承継法人（建設業者としての地位を承継させる者に限る。）が複数ある場合は、＜分割被承継法人に関する事項

＞については、分割被承継法人ごとに作成すること。 



（６）相続認可申請書（様式第二十二号の十）
（当該様式の記載要領を必ずご覧ください。）

行政庁側記入欄
許可年月日

解

１．有
２．無

許可年月日

3 5 7

3 5 6

０２２５－９４－６１２５

10 15 20

10 15 25

3 号

15

30

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ４ 0 4

3

て相続人が許可を
０ ６

受けている建設業

相続後に相続人が営業
しようとする建設業

０ ８商 号 又 は 名 称

ト

3 5 10
支配人の氏名

氏 名
１ ０ 相 続 一 郎

氏 名 の
フ リ ガ ナ

０ ９ ソ ウ ゾ ク

23 25 30 35 40

東 部 建 設

3 5 10 15 20

20

認可申請時におい 3

セ

23 25 30 35 40

ツ

5 10

０ ３

国土交通大臣
許可 （

般

＜相続人に関する事項＞

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

－ ）
知事 特

第 3 3 3 3 3

０

内

５

ウ ブ ケ ン０ ７

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

東　部　建　設
地方整備局長

令和　　　　年　　　　月　　　　日

石巻市あゆみ野○○

年 3 月令和 5

年

13

北海道開発局長

０ 第 令和

5

1 日

知事

１

5

特

大臣

3

コード

項 番

相続人

許可 （

殿

）

知事

０

（用紙Ａ４）

相　続　認　可　申　請　書

この申請書により、建設業の相続の認可を申請します。

1３

様式第二十二号の十（第十三条の三関係）

1０

（第１面）

般
－

事業主　相続　一郎

日
国土交通大臣

10

号

11

知事

15

月

日月

7

イ チ ロ ウ

3

２ 令和

1 1

5

年

1

と 石 ガしゆ管 タ 鋼 舗 板筋屋 電 清絶 通 園 井 具 水 消機

3 5 10 15 20

野

市区町村名2

8

0

3 5 10

２ 0 4

大臣

知事

コード
知事

3

許 可 番 号

許 可 番 号

認 可 申 請 年 月 日

5

塗 防

大臣コード

１ 　子

相 続 後 の 主 た る
営 業 所 の 所 在 地
市 区 町 村 コ ー ド

3

１

土 建 大 左

2015

10

○ ○

１ ６

5

0

フ ァ ッ ク ス 番 号

国土交通大臣
許可 （

般
－ ）

郵 便 番 号 １ ４ 9 6 － 0 8

日

35 40

号 令和 年

11 15

9 5 - 1

月

1 5

建設業以外に行つている営業の種類

10 13

5 0 2 2 5 -電 話 番 号

特
第

5

被相続人との続柄
１

23 25 30

被 相 続 人 の
死 亡 日

兼 業 の 有 無 １ ５ 2 （ ）

申請者

知事
3

相 続 後 の 主 た る
営 業 所 の 所 在 地

１ ３ あ ゆ み

2 都道府県名

1

０

宮城県 石巻市

3

１.一般

２.特定

１.一般

２.特定

行政書士が作成
を代理している場合、
申請者欄に２段書き
で記名する。
※この場合，行政書
士法施行規則第９
条の規定により、行
政書士の職印が必
要です。

第１面

枠内は記入し
ないこと。

相続人本人について記入

０ ４

被相続人の死亡の年月日を記入

被相続人又は相続人の
許可番号のうち引き続き
使用する許可番号を記
入する。

相続後に営業しようとする業種を全て記入
※項番06と17をあわせた業種と必ず一致する。

相続人が、申請日時点で有している許可業種を記入。
（許可を有していない場合は空欄）

該当する業種のカラムに一

般の場合は「１」、特定の場

合は「２」を記入する。

項番07から15について

は、様式第一号（P．

31）の項番06から14の

記載要領を参照してく

ださい。

相続人が、許可業者で
ある場合、その許可番
号及び許可年月日を記
入。
（許可を有していない場
合は空欄）
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（３）相続認可申請書（様式第二十二号の十）
（当該様式の記載要領を必ずご覧ください。）

解

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く営業所技術者等については別紙による。

連絡先

氏名 電話番号

ファックス番号

15 203 5 6 10

1

知事 特
号 令和3 3 3 3 1 月 1 1 日

3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ６ 0 4
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）第 1 年3 3

3
建設業以外に行つている営業の種類

）兼 業 の 有 無 ２ ５ 2 （

フ ァ ッ ク ス 番 号

9 5 - 1

０２２５－９４－６１２５

1 5電 話 番 号 0 2 2 5 - 1郵 便 番 号 ２ ４ 9 8 6 － 0
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3
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野
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大臣コード
知事
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商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

商 号 又 は 名 称 １

大
許可を受けていた
建 設 業

１

１
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電

5

ト
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1

（第２面）

９

53

筋 内

（用紙Ａ４）

具 水 消機建 左 と 石 井絶鋼

相続　一郎 ０２２５－９５－１１５１

０２２５－９４－６１２５

宮城県 石巻市

タ屋 塗

所属等

管 板 ガ土
１.一般

２.特定

第２面

被相続人が有していた
許可業種を記入。記入
した許可業種は全て項
番07に含まれる。

０ ４

項番18から25について

は、様式第一号（P．

31）の項番06から14の

記載要領を参照してく

ださい。

被相続人の許可番号及

び許可年月日を記入。

複数の許可を受けてい
る場合は、最も古いもの
を記入する。

担当者の名前を記載する。
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記載要領 

１ 「 地方整備局長 
北海道開発局長    「国土交通大臣  及び「般  については、不要のものを消すこと。 

              知事」、               知事」       特」 

 ２ 「申請者」の欄は、この申請書により認可を申請する者（以下「申請者」という。）の他にこの申請書又は添付書類を

作成した者がある場合には、申請者に加え、その者の氏名も記載すること。この場合には、作成に係る委任状の写しその

他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。 
 ３ 太線の枠内には記入しないこと。 
 ４        で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、カ

ラムからはみ出さないように記入すること。数字を記入する場合は、例えば    １ ２のように右詰めで、また、文字
を記入する場合は、例えばＡ 建 設 工 業    のように左詰めで記入すること。 

 ５ ０ ３「被相続人の死亡日」の欄は、被相続人の死亡の年月日を記入すること。 
 ６ ０ ４「引き続き使用する許可番号」の欄は、被相続人又は相続人が現在有している建設業の許可番号のうち引き続き

使用する許可番号を記入すること。ただし、建設業の許可を行った者と認可を行う者が異なる場合は、許可番号を引き続
き使用することはできないため記入しないこと。 

 ７ ０ ５「相続の認可を受けた後に相続人が営業する建設業」の欄は、この申請により認可を受け建設業者としての地位
を継承した後に営業する建設業について、一般建設業の場合は「１」を、特定建設業の場合は「２」を、次の表の（ 
 ）内に示された略号のカラムに記入すること。 

土木工事業（土） 
建築工事業（建） 
大工工事業（大） 
左官工事業（左） 
とび・土工工事業（と） 
石工事業（石） 
屋根工事業（屋） 
電気工事業（電） 
管工事業（管） 
タイル・れんが・ブロツク工事業（タ） 

鋼構造物工事業（鋼） 
鉄筋工事業（筋） 
舗装工事業（舗） 
しゆんせつ工事業（しゆ） 
板金工事業（板） 
ガラス工事業（ガ） 
塗装工事業（塗） 
防水工事業（防） 
内装仕上工事業（内） 
機械器具設置工事業（機） 

熱絶縁工事業（絶） 
電気通信工事業（通） 
造園工事業（園） 
さく井工事業（井） 
建具工事業（具） 
水道施設工事業（水） 
消防施設工事業（消） 
清掃施設工事業（清）  
解体工事業（解） 

 

 ８ ０ ６「認可申請時において相続人が許可を受けている建設業」の欄は、相続人が建設業者である場合に、認可申請時
において許可を受けている建設業について、７と同じ要領で記入すること。 

９ ０ ７又は１ ８「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁音を表す文字につい
ては、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。 

   なお、株式会社等法人の種類を表す文字については、フリガナは記入しないこと。 
 10 ０ ９又は２ ０「個人の氏名のフリガナ」の欄は、カタカナで姓と名の間に１カラム空けて記入し、その際、濁音又

は半濁音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。 
 11 １ ０又は２ １「個人の氏名」の欄は、申請者の氏名を姓と名の間に１カラム空けて記入すること。また、「支配人

の氏名」の欄は、支配人があるときは、その者の氏名を記載すること。 
 12 １ ２「相続後の主たる営業所の所在地市区町村コード」又は２ ２「主たる営業所の所在地市町村コード」の欄は、

都道府県の窓口備付けのコードブック（総務省編「全国地方公共団体コード」）により、主たる営業所の所在する市区町
村の該当するコードを記入すること。 

   「都道府県名」及び「市区町村名」には、それぞれ主たる営業所の所在する都道府県名及び市区町村名を記載するこ
と。 

 13 １ ３「相続後の主たる営業所の所在地」又は２ ３「主たる営業所の所在地」の欄は、11により記入した市区町村コ
ードによって表される市区町村に続く町名、街区符号及び住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」については－（ハ
イフン）を用いて、例えば霞 が 関 ２ － １ － １ ３  のように記入すること。 

 14 １ ４又は２ ４のうち「電話番号」の欄は、市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切り、例えば０ 
３ － ５ ２ ５ ３ － ８ １ １ １ のように左詰めで記入すること。 

 15 １ ６又は２ ６のうち「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、それぞれ相続人又は被相続人が現在許可を受けてい
る建設業について記入すること。 

 「大臣 
  「許可番号」の欄の      コード の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表（一）の分類に従い、該当する 
                      知事     」 

   コードを記入すること。                             
  また、「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、カラムに

数字を記入するに当たって空位のカラムに「０」を記入すること。 
  なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて記

入すること。 
16 １ ７「被相続人が許可を受けている建設業」の欄は、この申請書により相続の認可を申請する被相続人が許可を受け

ていた建設業を７と同じ要領で記入すること。 
 17 「連絡先」の欄は、この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請の内容に係る質問等に応答できる者の氏名、

電話番号等を記入すること。 
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建設業許可申請等における行政書士の代理申請について 

 

令 和 ５ 年 １ 月 

宮城県土木部事業管理課 

 

建設業許可申請等において、行政書士法に基づく行政書士の代理申請については、下記のとおり

取扱いますので御承知願います。 

記 

 １ 委任状の持参 

  ① 委任状は各申請・届出ごとに作成し、委任状の日付は各申請・届出の日から３か月以内の

ものとすること。 

  ② 委任の範囲は具体的に記載すること。 

  ③ 委任状には行政書士の登録番号（行政書士証票の番号）を記載すること。 

  ④ 委任状は窓口での提示ではなく提出すること。 

    ※原本の返却を希望する場合は、原本を提示の上、写しを提出すること。 

                                         

２ 申請者の記載 

① 申請者、届出者の欄は、行政書士の記名押印で可とする。その際、上段に申請者名（法人     

である場合には法人名及び代表者名）は必ず記載すること（押印は不要）。 

  ② 申請書の申請事務担当者の欄には、当該代理申請を行った行政書士の連絡先を必ず記載

すること。 

 

 ３ 建設業許可申請に係る予約の場合 

   代理人（行政書士、行政書士法人等）が予約による建設業許可申請をする場合は、複数の申

請を行うときも、申請 1件（1社）ごとに予約が必要です。 

同一代理人が同一日に同一土木事務所において複数業者の予約による許可申請を行う場合

は、審査日１日につき 3件（3社分）を限度とします。 

   また、予約開始日には多くの予約電話等が見込まれることから、予約開始日のみ同一代理人

が同一土木事務所に予約できる件数は、6件（6社分）までを限度とします。なお、予約開始

日の翌日以降は、予約件数の制限はありません（上記の審査日 1日につき 3件（3社分）の制

限はあり）。 

 

４ 経営規模等評価結果通知書等の発送 

   代理人が経営規模等評価結果通知書等の受領を委任されている場合には、当該代理人あて

に送付しますので、申請時に返信用封筒（代理人の宛名及び裏面に申請者名及び許可番号を記

載）を添付すること。 

 

５ その他 

   行政書士が申請を代行する場合、申請者欄には申請者名のみ記名し、書類の作成も行った場

合は行政書士法施行規則第９条第２項に基づき、申請書の欄外に書類作成者として行政書士

名を記名して押印すること。この場合は委任状の提出を要しないが、自ら代理人として提出書

類の訂正等を行うことは出来ない。 
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※経営事項審査における経営状況分析申請の代理申請等については、各登録機関にお問合わせ

ください。 

 

 

 
 

委  任  状（例） 

 

 

  私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 

 

  （〒○○○－○○○○）仙台市○○○○○○○○○○○○○ 

   電話○○○－○○○－○○○○ FAX○○○－○○○－○○○○ 

     ○○行政書士事務所   行政書士 ○○ ○○ 

                 行政書士番号○○○○○○ 

 

 

記 

 

（例）・建設業許可申請に係る書類の作成及び手続 

   ・建設業許可の決算変更届出書の書類の作成と届出 

   ・廃業届に係る書類の作成及び届出 

   ・経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求に係る書類の作成と手続 

 

 

        令和  年  月  日 

 

           所在地（〒   －     ） 

 

               商号又は名称 

 

               代 表 者 名                          

 



（知事許可業者用）　　建設業許可申請書及び変更届出書等提出書類一覧表

1 2 3 4 5 6 7 8
新
規

許
可
換
え
新
規

般
・
特
新
規

業
種
追
加

更
新

般
・
特
新
規
＋
業
種
追
加

般
・
特
新
規
＋
更
新

業
種
追
加
＋
更
新

1 表紙(建設業許可申請書） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
2 様式第一号 建設業許可申請書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
3 　　　〃　　　　別紙一 役員等の一覧表 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
4 　　　〃　　　　別紙二（１） 営業所一覧表（新規許可等） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
5 　　　〃　　　　別紙二（２） 営業所一覧表（更新） ◎ ◎ ◎
6 　　　〃　　　　別紙三 宮城県レシート（提出用）等貼付書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
7 　　　〃　　　　別紙四 営業所技術者等一覧表 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
8 様式第二号 工事経歴書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
9 様式第三号 直前３年の各事業年度における工事施工金額 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
10 様式第四号 使用人数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
11 様式第六号 誓約書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
12 様式第七号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
13 　　　〃　　　別紙 常勤役員等の略歴書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

14 様式第七号の二
常勤役員等及び当該常勤役員等
を直接に補佐する者の証明書

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

15 　　　〃　　　　　　　　別紙一 常勤役員等の略歴書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
16 　　　〃　　　　　　　　別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
17 様式第七号の三 健康保険等の加入状況 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
18 様式第八号 営業所技術者等証明書(新規・変更） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
19 監理技術者資格者証
20 営業所技術者等の卒業証明書
21 営業所技術者等に係る資格証明書（写）
22 様式第九号 営業所技術者等の実務経験証明書
23 様式第十号 指導監督的実務経験証明書
24 様式第十一号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

25 様式第十二号（注１）
許可申請者(法人の役員等全員・本人・法定代理人・法定代
理人の役員等全員）の住所，生年月日等に関する調書

26 許可申請者の登記されていないことの証明書

27 許可申請者の身元（身分）証明書

28 様式第十三号 建設業法施行令第３条の使用人の住所，生年月日等に関する調書

29 令３条の使用人の登記されていないことの証明書

30 令３条の使用人の身元（身分）証明書

31 定款(法人のみ） ◎ ◎ △ △ △ △ △ △
32 様式第十四号 株主(出資者）調書(法人のみ） ◎ ◎ △ △ △

33 様式第十五～十七号の三（注３）
法人用の財務諸表（貸借対照表・損益計算書・完成工事原
価報告書・株主資本等変動計算書・注記表・附属明細表）

◎ ◎

34 様式第十八～十九号 個人用の財務諸表(貸借対照表・損益計算書） ◎ ◎
35 登記事項証明書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
36 様式第二十号 営業の沿革 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
37 様式第二十号の二 所属建設業者団体 ◎ ◎ △ △ △
38 納税証明書(法人事業税又は個人事業税） ◎ ◎
39 様式第二十号の三 主要取引金融機関名 ◎ ◎ △ △ △

既に受けている建設業の許可通知書 ◎
様式第二十二号の二（第一面）
様式第二十二号の二（第二面）
様式第二十二号の三 届出書
様式第二十二号の四 廃業届

変更届出書(決算報告・定款変更等）
事業報告書（特例有限会社を除く株式会社の場合）
委任状（代理申請の場合） ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

常勤性の確認（常勤役員等・営業所技術者等・令３条の使用
人）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

営業所所在地の確認 ◎ ◎
財産的基礎の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
適正な経営体制の確認 ◎ ◎ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
実務経験の確認 ◎ ◎ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
保険加入状況の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎印は必要書類　　　☆印は場合によって提出が必要な書類　　　△印は変更があれば必要な書類
注１　常勤役員等は提出不要
注２　法務局が交付する「登記されていないことの証明書」及び市区町村長が交付する「身元証明書」 
  　　※取締役ではない顧問・相談役・100分の5以上の株主・出資者については，提出不要
注３  附属明細表は資本金１億円超又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上の株式会社のみ提出する
注４　様式第七号及び別紙を提出した時は提出不要

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

◎ ◎

☆ ☆☆

◎

綴
じ
る
順
序

（
許
可
申
請
時

）

許　可　申　請

様　式　番　号 申　　請　　書　　及　　び　　添　　付　　書　　類

確
認
資
料

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

変更届出書

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

区
分

提
出
書
類

◎

これらのう
ち，該当す
るもののみ

注２

注４
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（知事許可業者用）　　建設業許可申請書及び変更届出書等提出書類一覧表

9
般
・
特
新
規
＋
追
加
＋
更
新

◎
◎
◎ ◎ ◎ ◎
◎
◎
◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎
◎ ◎
◎ △ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ △ △
◎ △ △

◎ △ △

◎ △ △
◎ △ △
◎ △ △
◎ ◎ ◎ ☆ ◎ ☆

☆ ◎ ◎ △ ◎

△ ◎ ◎ △
△ △ △

◎

◎
◎ ◎ ◎ ◎ ☆ ◎ ◎ ☆
◎
△

◎
△

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎

☆ ☆ ◎ ◎ ☆ ☆
☆ ☆ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎
◎

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

◎ ◎ ◎ ◎ ☆ ◎

◎ ◎
◎
☆ ◎
☆ ☆ ☆ ☆
◎ △

注５　副本への確認資料の添付は不要
注６　上表の「綴じる順序」は許可申請時のものです。変更届出書類の綴じる順序は

P.111～P.114を参照ください。

◎ ◎

☆ ◎ ◎

廃業
令
第
３
条
に
規
定
す
る
使
用
人
の
一
覧

表 定
款

電
話
・
郵
便
番
号

経
管
・
営
技
を
欠
い
た
と
き

欠
格
要
件
該
当

商
号
又
は
名
称

全
部
廃
業

一
部
廃
業

個
人
事
業
主
・
支
配
人

決
算
報
告

（
毎
事
業
年
度

）

使
用
人
数

営
業
所
の
名
称
･
所
在
地

令
第
３
条
に
規
定
す
る
使
用
人

営
業
所
の
新
設

営
業
所
技
術
者
等
の
氏
名

常
勤
役
員
等
又
は
常
勤
役
員
等
を

直
接
に
補
佐
す
る
者
の
氏
名

営
業
所
技
術
者
等

変　　　　　　　更
法
人
の
役
員

適
正
な
経
営
体
制

☆◎

資
本
金

◎ ◎

営
業
所
の
業
種

◎
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【申請に関するお問い合わせ先】 

申請・手続きに関するお問い合わせは下表の所管土木事務所までお願いします。 

 

 

所管区域 申請書等提出先 所在地 電話番号 

FAX 番号 

白石市、角田市、刈

田郡、柴田郡、伊具

郡 

大河原土木事務所 

総務班 

〒989-1243 

柴田郡大河原町字南 129-1 

（大河原合同庁舎３階） 

0224-53-3135 

0224-53-8090 

仙台市、塩竈市、名

取市、多賀城市、 

岩沼市、富谷市、亘

理郡、宮城郡、黒川

郡 

仙台土木事務所 

総務班 

〒983-0836 

仙台市宮城野区幸町 4-1-2 

022-297-4113 

022-297-4119 

大崎市、栗原市、加

美郡、遠田郡 

北部土木事務所 

総務班 

〒989-6117 

大崎市古川旭 4-1-1 

（大崎合同庁舎５階） 

0229-91-0731 

0229-22-5260 

 

石巻市、東松島市、

登米市、牡鹿郡 

東部土木事務所 

総務班 

〒986-0850 

石巻市あゆみ野 5-7 

（石巻合同庁舎５階） 

0225-98-3157 

0225-94-6125 

気仙沼市、本吉郡 気仙沼土木事務所 

総務班 

〒988-0181 

気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-6 

（気仙沼合同庁４階） 

0226-22-2622 

0226-24-3183 

 

 
 
 

 

宮城県土木部事業管理課 建設業振興・指導班 

〒９８０－８５７０  宮城県仙台市青葉区本町３－８－１ 行政庁舎８Ｆ 

 TEL ： (０２２)２１１－３１１６ ＦＡＸ：（０２２）２１１－３２９２ 

ホームページアドレス：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/  

  E-mail：d-kensetu@pref.miyagi.lg.jp 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/
mailto:d-kensetu@pref.miyagi.lg.jp

